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港港 区区 平平 和和 都都 市市 宣宣 言言   
  

  かかけけががええののなないい美美ししいい地地球球をを守守りり、、世世界界のの恒恒久久平平和和   

をを願願うう人人びびととのの心心はは一一つつでであありり、、いいつつままででもも変変わわるるここ   

ととははあありりまませせんん。。   

  私私たたちちもも真真のの平平和和をを望望みみななががらら、、文文化化やや伝伝統統をを守守りり、、  

生生ききががいいにに満満ちちたたままちちづづくくりりにに努努めめてていいまますす。。   

  ここののふふれれああいいののああるる郷郷土土、、美美ししいい大大地地ををここれれかからら生生   

ままれれ育育つつここどどももたたちちにに伝伝ええるるここととはは私私たたちちのの務務めめでですす。。  

  私私たたちちはは、、我我がが国国がが『『非非核核三三原原則則』』をを堅堅持持すするるこことと   

をを求求めめるるととととももにに、、ここここにに広広くく核核兵兵器器のの廃廃絶絶をを訴訴ええ、、   

心心かからら平平和和のの願願いいををここめめてて港港区区がが平平和和都都市市ででああるるこことと   

をを宣宣言言ししまますす。。   

  

    昭昭和和６６００年年８８月月１１５５日日   

  

港港    区区   
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港区基本構想について 

港区基本構想は、自治体の進むべき方向を定めるもので、長期的な展望から港区の将来像を描き、 

その実現のための施策の大綱を示しています。 

  



 

港区基本構想について 

港区基本構想は、自治体の進むべき方向を定めるもので、長期的な展望から港区の将来像を描き、 

その実現のための施策の大綱を示しています。 

  

 

港区基本構想がめざす将来像 

 

やすらぎある 
世界都心・ＭＩＮＡＴＯ 

21世紀を展望した港区の将来像 

・都市ルールの確立 

・まちの基盤整備 

・安全・安心な都心づくり 

・循環型社会づくりへの貢献 

・都心環境の整備 

・環境負荷の少ない都心づくり 

・環境意識の向上 

かがやくまち 
（街づくり・環境） 

にぎわうまち 
（コミュニテイ・産業） 

・コミュニテイの形成支援 

・コミュニテイ活動の場と機会の確保 

・地域活動情報の共有化 

・産業の育成支援 

・コミュニテイ・ビジネス等の支援 

・国際性豊かな文化活動の支援 

はぐくむまち 
（福祉・保健・教育） 

・子どもの「育ち」を支える環境整備 

・子どもの個性等を生かす学校教育の実施 

・子どもの健康を守る体制づくり 

・高齢者や障害者等の自立した生活の支援 

・健やかで安全な暮らしの支援 

・自己実現を目指す学習活動の支援 

・豊かで多様な文化都市づくり 
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港区基本計画について 

港区基本計画は、港区の将来像の実現に向けて区が取り組むべき道筋を明らかにするものであり、 

区政の目標や課題、施策の概要を体系的に示しています。 

各分野における区政の方向性を政策として示し、行政サービスを効果的に展開しています。 

計画の全体像

　基本計画が定めるめざすまちの姿「誰もが住みやすく、地域に愛着と誇りを持てるまち・港区」を実現するため、
各分野における区政の方向性を政策として示し、行政サービスを効果的に展開していきます。

都心の活力と安全・安心・快適な
暮らしを支えるまちをつくる

地域の課題を自ら解決できる
コミュニティをつくる

港区からブランド性ある
産業・文化を発信する

明日の港区を支える
子どもたちを育む

生涯を通じた心ゆたかで
健康な都心居住を支援する

環境にやさしい都心をみなで
考えつくる

1

2

3

4

5

6

にぎわう
まち

はぐくむ
まち

実現をめざして

コミュニティ・産業

福祉・保健・教育

　地区版計画書 ［芝地区・麻布地区・赤坂地区
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港区基本計画について 

港区基本計画は、港区の将来像の実現に向けて区が取り組むべき道筋を明らかにするものであり、 

区政の目標や課題、施策の概要を体系的に示しています。 

各分野における区政の方向性を政策として示し、行政サービスを効果的に展開しています。 

 1 　 多様な人びとがともに支え合う魅力的な都心生活の舞台をつくる
 2 　 世界に開かれた先駆的で活力あるまちの基盤を整備する
 3 　 快適な暮らしを支える交通まちづくりを進める
 4 　 自助・共助・公助により災害に強い都心づくりを進める
 5 　 安全で安心して暮らせる都心をつくる

 6 　 持続可能な循環型の都心づくりを進める
 7 　 人や生物にやさしい、環境負荷の少ない都心環境をつくる
 8 　 環境に対する意識を高め、健康で快適に暮らせる生活環境をつくる

 9 　 参画と協働により地域を支える多様なコミュニティをつくる
10　豊かな国際性を生かした多文化共生社会をつくる

11　伝統と最先端技術が融合した区内産業を支援する
12　港区の特性を生かした個性ある商業集積の形成を支援する
13　港区ならではの魅力を生かした都市観光を展開する
14　豊かで多様な文化に包まれたまちづくりを進める

15　健やかな子どもの「育ち」を支える環境を整備する
16　子どもの個性、地域の特性を生かす学校教育を実施する
17　就学前児童ケアサービスを総合的に推進する

18　地域での支え合いと区民の自分らしく自立した地域生活を支援する
19　高齢者のいきいきと充実した地域での生活を支援する
20　障害者のゆたかで自立した地域での生活を支援する
21　区民が健やかで安全に暮らすことができるよう支援する
22　誰もがスポーツを楽しむことができる機会の確保と環境を整備する
23　区民の多様な学習活動と誇りと愛着ある郷土意識の醸成を支援する

24　先端技術の活用により利便性の高い区民生活を実現する
25　平和や人権、多様な価値観を尊重しながら、透明性が高く開かれた区政運営を推進する
26　行政資源を効果的・効率的に活用し、先駆的な施策を推進する

・高輪地区・芝浦港南地区］ 別冊

政　　策
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港区基本計画の政策とＳＤＧｓとの関係 

ＳＤＧｓが掲げる「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて、国や地方自治体、企業、教育・研究機

関、ＮＰＯなど、様々な主体により積極的な取組が展開されています。 

ＳＤＧｓが掲げる目標や方向性は地域課題の解決に資するものであることから、区は、港区基本計画に 

おいて政策や施策とＳＤＧｓとの関連を明らかにし、ＳＤＧｓの目標を踏まえて区政を推進しています。 

政策とSDGsとの関係

　SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて、国や地方自治体、企業、教育・研究機関、NPOなど、
様々な主体により積極的な取組が展開されています。SDGsが掲げる目標や方向性は地域課題の解決に資するもの
であることから、区は、本計画において政策や施策とSDGsとの関連を明らかにし、SDGsの目標を踏まえて区政を推
進していきます。

SDGsの17のゴール

港区基本計画の各政策と関連するSDGsのゴール

あらゆる場所で、あらゆる形
態の貧困に終止符を打つ

すべての人々に手ごろで信頼
でき、持続可能かつ近代的な
エネルギーへのアクセスを
確保する

気候変動とその影響に立ち向
かうため、緊急対策を取る

飢餓に終止符を打ち、食料の
安定確保と栄養状態の改善
を達成するとともに、持続可
能な農業を推進する

すべての人のための持続的、包
括的かつ持続可能な経済成長、
生産的な完全雇用およびディー
セント・ワーク（働きがいのある
人間らしい仕事）を推進する

海洋と海洋資源を持続可能な
開発に向けて保全し、持続可
能な形で利用する

あらゆる年齢のすべての人々
の健康的な生活を確保し、福
祉を推進する

強靭なインフラを整備し、包
摂的で持続可能な産業化を
推進するとともに、技術革新
の拡大を図る

陸上生態系の保護、回復およ
び持続可能な利用の推進、森
林の持続可能な管理、砂漠化
への対処、土地劣化の阻止お
よび逆転ならびに生物多様
性損失の阻止を図る

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

多様な人びとがともに支え合う魅
力的な都心生活の舞台をつくる

世界に開かれた先駆的で活力あ
るまちの基盤を整備する

快適な暮らしを支える交通まち
づくりを進める

自助・共助・公助により災害に強
い都心づくりを進める

安全で安心して暮らせる都心を
つくる

持続可能な循環型の都心づくり
を進める

人や生物にやさしい、環境負荷の
少ない都心環境をつくる

環境に対する意識を高め、健康で
快適に暮らせる生活環境をつくる

参画と協働により地域を支える
多様なコミュニティをつくる

豊かな国際性を生かした多文化
共生社会をつくる

伝統と最先端技術が融合した区
内産業を支援する

港区の特性を生かした個性ある
商業集積の形成を支援する

港区ならではの魅力を生かした
都市観光を展開する

目標1 貧困をなくそう

目標7 エネルギーをみんな
に そしてクリーンに

目標13 気候変動に具体的
な対策を

目標2 飢餓をゼロに

目標8 働きがいも経済成長も

目標14 海の豊かさを守ろう

目標3 すべての人に健康と
福祉を

目標9 産業と技術革新の基
盤をつくろう

目標15 陸の豊かさも守ろう
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

豊かで多様な文化に包まれたま
ちづくりを進める

健やかな子どもの「育ち」を支え
る環境を整備する

子どもの個性、地域の特性を生
かす学校教育を実施する

就学前児童ケアサービスを総合
的に推進する

地域での支え合いと区民の自分ら
しく自立した地域生活を支援する

高齢者のいきいきと充実した地
域での生活を支援する

障害者のゆたかで自立した地域
での生活を支援する

区民が健やかで安全に暮らすこ
とができるよう支援する

誰もがスポーツを楽しむことがで
きる機会の確保と環境を整備する

区民の多様な学習活動と誇りと愛
着ある郷土意識の醸成を支援する

先端技術の活用により利便性の
高い区民生活を実現する

行政資源を効果的・効率的に活
用し、先駆的な施策を推進する

すべての人々に包摂的かつ公
平で質の高い教育を提供し、
生涯学習の機会を促進する

国内および国家間の格差を是
正する

持続可能な開発に向けて平和で包
摂的な社会を推進し、すべての人に
司法へのアクセスを提供するととも
に、あらゆるレベルにおいて効果的
で責任ある包摂的な制度を構築する

ジェンダーの平等を達成し、す
べての女性と女児のエンパ
ワーメントを図る

都市と人間の居住地を包摂
的、安全、強靭かつ持続可能
にする

持続可能な開発に向けて実施
手段を強化し、グローバル・
パートナーシップを活性化する

すべての人に水と衛生へのア
クセスと持続可能な管理を確
保する

持続可能な消費と生産のパ
ターンを確保する

平和や人権、多様な価値観を尊重しながら、
透明性が高く開かれた区政運営を推進する

SDGsとは
平成27（2015）年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載され
た令和12（2030）年までの国際目標で、持続可能な世界を実現するための17の目標から構成されています。
環境問題や貧困問題など世界が直面する課題の解決に向けて、先進国・発展途上国を問わず全ての加盟国
が目標の達成をめざしています。SDGsはSustainable Development Goalsの略称です。

目標4 質の高い教育をみん
なに

目標10 人や国の不平等をな
くそう

目標11 住み続けられるまち
づくりを

目標16 平和と公正をすべて
の人に

目標5 ジェンダー平等を実
現しよう

目標17 パートナーシップで
目標を達成しよう

目標6 安全な水とトイレを
世界中に

目標12  つくる責任 つかう責任
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15

1

31

61

1

1

計

危 機 管 理 ・
生 活 安 全 担 当

1

2

防災危機管理室の組織図

地域防 災支 援係 2

部長級

1

生 活 安 全 推 進 担 当

課長級 係長級 係　員

防 災 係

地 域 防 災 支 援 係

危 機 管 理 担 当

計

施 設 安 全 担 当

（単位：人）

1

1

施 設 安 全 担 当

危 機 管 理 担 当

令和５年４月１日現在

防災危機管理室の現員（令和５年４月１日現在）

危 機 管 理 ・
生 活 安 全 担 当

防災危機管理室 防 災 課

24

2

1

4

防 災 課 7防 災 係

生活安全推進担当

1

6

10

4

防災危機管理室の主な事務

６　防災訓練（機関訓練）及び職員訓練に関すること。

１　港区災害対策本部に関すること。

５　共同住宅における震災対策の推進に関すること。

５　災害対策に関すること。

地域防災支援係

防 災 課

４　災害時における要配慮者対策の推進に関すること。

６　帰宅困難者対策の推進に関すること。

３　防災行政無線（水位・雨量計及び計測震度計を含
    む。）に関すること。

担当の事務事業

２　被災地支援に関すること。

課（担当）

防 災 係

施設安全担当

生 活 安 全
推 進 担 当

10　室の予算及び決算に関すること。

９　港区業務継続計画（震災編）に関すること。

12　課内他の係等に属しないこと。

１　生活安全に係る計画及び調整に関すること。

３　消防団事務の統括に関すること。

１　庁舎等区有施設の安全対策及びそれに係る特命
　　事項に関すること。

２　生活安全意識の普及啓発に関すること。

４　その他生活安全活動の推進に関すること。

危機管理担当

３　港区生活安全協議会に関すること。

係（担当）

危 機 管 理 ・
生活安全担当

４　港区業務継続計画（新型インフルエンザ編）に関
　　すること。

11　室の調整及び管理運営に関すること。

４　防災施設及び資機材の整備及び維持管理に関する
　　こと。

１　危機管理対策の総合調整に関すること。

２　危機管理の情報の収集及び提供に関すること。

２　防災住民組織及び総合支所との調整に関すること。

３　国民保護対策の総合調整に関すること。

１　防災知識等の普及啓発事務の統括に関すること。

７　港区地域防災計画に関すること。

８　港区防災会議に関すること。
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９　港区業務継続計画（震災編）に関すること。

12　課内他の係等に属しないこと。

１　生活安全に係る計画及び調整に関すること。

３　消防団事務の統括に関すること。

１　庁舎等区有施設の安全対策及びそれに係る特命
　　事項に関すること。

２　生活安全意識の普及啓発に関すること。

４　その他生活安全活動の推進に関すること。

危機管理担当

３　港区生活安全協議会に関すること。

係（担当）

危 機 管 理 ・
生活安全担当

４　港区業務継続計画（新型インフルエンザ編）に関
　　すること。

11　室の調整及び管理運営に関すること。

４　防災施設及び資機材の整備及び維持管理に関する
　　こと。

１　危機管理対策の総合調整に関すること。

２　危機管理の情報の収集及び提供に関すること。

２　防災住民組織及び総合支所との調整に関すること。

３　国民保護対策の総合調整に関すること。

１　防災知識等の普及啓発事務の統括に関すること。

７　港区地域防災計画に関すること。

８　港区防災会議に関すること。
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防災危機管理室の令和４年度決算額 （単位：円）

款 項 目 中事業 小事業 令和４年度決算額

8,092,233,881

8,092,233,881

7,758,537,266

7,563,179,251

防災課運営 2,468,416

防災会議 331,156

地域防災計画改定 14,223,000

港区業務継続計画（震災編）改定 3,933,380

帰宅困難者対策 39,761,590

災害対策本部 15,846,457

水害等応急対策 4,166,801

防災施設等維持管理 27,293,487

災害時における情報発信・伝達手段の強化 3,036,000

港区防災ラジオ 13,295,528

通信施設等維持管理 221,581,435

移動系無線更新 0

ＣＡＴＶ専用端末等維持管理 4,800,335

水位・雨量観測システム等維持管理 9,860,840

被災者生活再建支援システム維持管理 4,004,000

震災復興及び新型インフルエンザ等感染拡大防止基金積立金 7,000,000,000

震災復興及び新型インフルエンザ等感染拡大防止基金利子積立金 45,129,537

共同住宅の震災対策 36,336,193

災害時におけるＡＩを活用した情報収集 2,776,400

避難所機能の強化 31,733,565

区有施設の浸水対策 82,601,131

151,628,147

備蓄物資整備 146,716,487

被災地支援 4,911,660

43,729,868

防災住民組織育成・支援 9,368,492

災害時要配慮者支援 4,830,870

総合防災訓練 1,040,382

防災知識普及・啓発 5,249,710

防災用品あっせん 5,124,741

家具転倒防止対策等促進事業 18,115,673

19,448,114

19,448,114

消防団支援 19,448,114

314,248,501

8,479,665

危機管理対策 3,899,720

港区安全の日 183,050

区有施設安全管理 2,467,986

安全安心施設対策基金利子積立金 1,928,909

305,768,836

生活安全意識・知識の向上 778,800

犯罪が起きにくい環境づくりの推進 5,570,217

生活安全に関するネットワークの強化 140,000

暴力団排除事業 0

客引き防止プロジェクト 298,107,637

MINATOフラッグ制度 88,000

特殊詐欺被害防止対策 1,084,182

安全で安心できるまちづくりの推進

地域の防災力の向上

総務費

地震などの自然災害の防災対策の充実

地域の防災力の向上

消防団費

一般管理費

総務管理費

防災対策費

災害に強い体制の強化

危機管理体制の強化

 

 

 

 

防 災 課 
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防災危機管理室の令和４年度決算額 （単位：円）
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19,448,114

消防団支援 19,448,114

314,248,501

8,479,665
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港区安全の日 183,050

区有施設安全管理 2,467,986

安全安心施設対策基金利子積立金 1,928,909

305,768,836

生活安全意識・知識の向上 778,800

犯罪が起きにくい環境づくりの推進 5,570,217

生活安全に関するネットワークの強化 140,000

暴力団排除事業 0
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防 災 課 



 

港 区 防 災 対 策 基 本 条 例 防 災 課 

 
概 要 

災害発生時に区民の生命と貴重な財産を守るためには、区・区民・事業者が「自助」・

「共助」・「公助」という防災の基本理念に基づき、それぞれが果たすべき役割と責任の中

で、防災対策を進めることが必要です。平成 23 年 10 月、区は防災対策の基本理念や区・

区民・事業者が取り組むべき基本的事項を定め、今後の区の防災対策を総合的に推進する

ことを目的として条例を制定しました。 

  
内 容 

【区の責務】 

 （１）責務 

① 区は、区民等の生命、身体及び財産を災害から保護し、その安全を確保するた 

め、必要な施策を実施するとともに防災体制を整備する責務があります。 

② 区は、防災対策を進めるにあたっては、区民、事業者、防災住民組織、防災関係

機関、ボランティア等との連携に平常時から努めます。また、国、東京都及び他

の区市町村とも連携して防災対策を進めます。 

③ 区の職員は、区民等の安全を確保するため、防災に関する知識及び技術の習得 

に努めます。 

 （２）施策 

① 港区地域防災計画の推進 

② 港区防災街づくり整備指針の推進 

   ③ 避難所・備蓄物資の整備 

   ④ 防災住民組織の育成や活動の支援 

 

 【区民の責務】 

 （１）責務 

① 自己及び家族の安全の確保に努めるとともに、お互いに協力し合い、地域の安 

    全確保に努めてください。 

② 特に、次の事項について、自ら災害に備えてください。 

・建築物その他の工作物の安全性の向上 

     ・家具の転倒防止 

     ・出火の防止 

     ・初期消火に必要な用具の準備 

     ・飲料水、食料、生活必需品等の備蓄 

     ・避難の経路、場所及び方法についての確認 

     ・防災に関する知識及び技術の習得 

 ③ 区等が実施する防災講演会や訓練、地域の防災対策活動への協力や参加に努めて 

ください。 

  



 

港 区 防 災 対 策 基 本 条 例 防 災 課 

 
概 要 

災害発生時に区民の生命と貴重な財産を守るためには、区・区民・事業者が「自助」・

「共助」・「公助」という防災の基本理念に基づき、それぞれが果たすべき役割と責任の中

で、防災対策を進めることが必要です。平成 23 年 10 月、区は防災対策の基本理念や区・

区民・事業者が取り組むべき基本的事項を定め、今後の区の防災対策を総合的に推進する

ことを目的として条例を制定しました。 

  
内 容 

【区の責務】 

 （１）責務 

① 区は、区民等の生命、身体及び財産を災害から保護し、その安全を確保するた 

め、必要な施策を実施するとともに防災体制を整備する責務があります。 

② 区は、防災対策を進めるにあたっては、区民、事業者、防災住民組織、防災関係

機関、ボランティア等との連携に平常時から努めます。また、国、東京都及び他

の区市町村とも連携して防災対策を進めます。 

③ 区の職員は、区民等の安全を確保するため、防災に関する知識及び技術の習得 

に努めます。 

 （２）施策 

① 港区地域防災計画の推進 

② 港区防災街づくり整備指針の推進 

   ③ 避難所・備蓄物資の整備 

   ④ 防災住民組織の育成や活動の支援 

 

 【区民の責務】 

 （１）責務 

① 自己及び家族の安全の確保に努めるとともに、お互いに協力し合い、地域の安 

    全確保に努めてください。 

② 特に、次の事項について、自ら災害に備えてください。 

・建築物その他の工作物の安全性の向上 

     ・家具の転倒防止 

     ・出火の防止 

     ・初期消火に必要な用具の準備 

     ・飲料水、食料、生活必需品等の備蓄 

     ・避難の経路、場所及び方法についての確認 

     ・防災に関する知識及び技術の習得 

 ③ 区等が実施する防災講演会や訓練、地域の防災対策活動への協力や参加に努めて 

ください。 
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（２）施策 

① 家庭内での備蓄や家具の転倒防止の推進 

② 防災に関する知識と技術の習得 

③ 高層住宅等の震災対策 

④ 地域の防災対策活動への協力・参加 

 

 【事業者の責務】 

 （１）責務 

① 事業者は、管理する施設及び設備の安全性の確保に努めるとともに、従業員や来

所者及び事業所の周辺地域における住民の安全の確保に努めてください。 

② 防災住民組織等との連携を図り、地域の自主的な防災対策活動に協力し、区、防

災関係機関等が実施する防災対策事業に協力するよう努めてください。 

③ 災害時には従業員及び顧客の一斉帰宅の抑制に努めるとともに、飲料水、食料そ

の他災害時において必要となる物資（ヘルメットや毛布など）を備蓄するよう努

めてください。 

 （２）施策 

① 施設及び設備の安全性の確保 

   ② 従業員・来所者等の安全の確保 

   ③ 地域の防災対策活動への参加・協力 

   ④ 帰宅困難者対策 

 

制 定 ・ 施 行 

  平成 23 年 10 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港 区 防 災 会 議 防 災 課 

  

概 要 

  区の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から守るため、区、東京都、指定行政

機関等の防災関係機関が一体となり総合的な防災計画を立てて災害対策を推進していま

す。 

 

内 容 

港区の防災対策の基本となる港区地域防災計画を策定して、その推進を図ります。また、

区内に災害が発生した場合は、関係機関等が相互に協力して、災害に関する情報を収集し

ます。 

 

根 拠 法 令 等 

災害対策基本法 

港区防災会議条例 

 

事業開始時期 

昭和 38 年７月 

 

事 業 の 状 況 

防災会議は、会長（区長）と委員で組織されています。委員は、区議会議員（議長、副

議長）、国（国道事務所、海上保安庁、陸上自衛隊）、東京都（建設局、交通局、水道局、

下水道局、港湾局）、警察署、消防署、消防団、医師会、歯科医師会、薬剤師会、日本郵便

（株）、ＮＴＴ東日本、東京ガスネットワーク（株）、東京電力パワーグリッド（株）、民間

交通機関、防災住民組織代表、学識経験者、福祉団体代表者などで構成されています。 

 
【委  員】計 68 名（令和５年４月１日現在） 
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（２）施策 

① 家庭内での備蓄や家具の転倒防止の推進 

② 防災に関する知識と技術の習得 

③ 高層住宅等の震災対策 

④ 地域の防災対策活動への協力・参加 

 

 【事業者の責務】 

 （１）責務 

① 事業者は、管理する施設及び設備の安全性の確保に努めるとともに、従業員や来

所者及び事業所の周辺地域における住民の安全の確保に努めてください。 

② 防災住民組織等との連携を図り、地域の自主的な防災対策活動に協力し、区、防

災関係機関等が実施する防災対策事業に協力するよう努めてください。 

③ 災害時には従業員及び顧客の一斉帰宅の抑制に努めるとともに、飲料水、食料そ

の他災害時において必要となる物資（ヘルメットや毛布など）を備蓄するよう努

めてください。 

 （２）施策 

① 施設及び設備の安全性の確保 

   ② 従業員・来所者等の安全の確保 

   ③ 地域の防災対策活動への参加・協力 

   ④ 帰宅困難者対策 

 

制 定 ・ 施 行 

  平成 23 年 10 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港 区 防 災 会 議 防 災 課 

  

概 要 

  区の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から守るため、区、東京都、指定行政

機関等の防災関係機関が一体となり総合的な防災計画を立てて災害対策を推進していま

す。 

 

内 容 

港区の防災対策の基本となる港区地域防災計画を策定して、その推進を図ります。また、

区内に災害が発生した場合は、関係機関等が相互に協力して、災害に関する情報を収集し

ます。 

 

根 拠 法 令 等 

災害対策基本法 

港区防災会議条例 

 

事業開始時期 

昭和 38 年７月 

 

事 業 の 状 況 

防災会議は、会長（区長）と委員で組織されています。委員は、区議会議員（議長、副

議長）、国（国道事務所、海上保安庁、陸上自衛隊）、東京都（建設局、交通局、水道局、

下水道局、港湾局）、警察署、消防署、消防団、医師会、歯科医師会、薬剤師会、日本郵便

（株）、ＮＴＴ東日本、東京ガスネットワーク（株）、東京電力パワーグリッド（株）、民間

交通機関、防災住民組織代表、学識経験者、福祉団体代表者などで構成されています。 

 
【委  員】計 68 名（令和５年４月１日現在） 
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【開催経過】 

年度 月日 種別 内容 

30 
３月 14 日 第１回防災会議幹事会 平成 30 年度及び平成 31年度の区の取組について 

３月 18 日 第１回防災会議 平成 30 年度及び平成 31年度の区の取組について 

元 

３月 26 日 
第１回防災会議幹事会 

（書面会議） 
令和元年度及び令和２年度の区の取組について 

３月 26 日 
第１回防災会議 

（書面会議） 
令和元年度及び令和２年度の区の取組について 

２ 開催なし 

３ 

７月２日 
第１回防災会議幹事会 

（書面会議） 
港区地域防災計画(令和３年８月修正)について(案） 

８月 10 日 
第１回防災会議 

（書面会議） 
港区地域防災計画(令和３年８月修正)について(案） 

１月 11 日 第２回防災会議幹事会 港区地域防災計画(令和４年３月修正)(素案)について 

１月 18 日 第２回防災会議 港区地域防災計画(令和４年３月修正)(素案)について 

３月 18 日 
第３回防災会議幹事会 

（書面会議） 
港区地域防災計画(令和４年３月修正)について(案) 

３月 29 日 
第３回防災会議 

（書面会議） 
港区地域防災計画(令和４年３月修正)について(案) 

４ 

３月 16 日 第１回防災会議幹事会 

港区における首都直下地震被害想定の調査・分析結

果について 

港区業務継続計画（震災編）の一部改定について 

令和４年度及び令和５年度の区の防災の取組につい

て 

３月 28 日 第１回防災会議 

港区における首都直下地震被害想定の調査・分析結

果について 

港区業務継続計画（震災編）の一部改定について 

令和４年度及び令和５年度の区の防災の取組につい

て 
  

 

港 区 地 域 防 災 計 画  防 災 課  

 

概 要  

  港区の防災対策の基本となる計画として、災害対策基本法に基づき、区の地域並びに区

民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的として策定しています。 

 

内 容 

区、東京都及び防災関係機関等の災害予防、災害応急対策及び災害復旧等の計画を定

め、総合的な災害対策を推進するために必要な事項を定めています。 

 

根 拠 法 令 等 

災害対策基本法 

 

事業開始時期 

    昭和 39 年６月 

 

関 係 発 行 物 

「港区地域防災計画」震災編（令和４年３月修正） 

「港区地域防災計画」震災資料編（令和４年３月修正） 

「港区地域防災計画」風水害編（令和４年３月修正） 

 

事 業 の 状 況 

災害対策に関する法律の改正内容や、防災を取り巻く最新の動向を踏まえた災害対策や

区が関係機関等と進めている施策の課題や成果について反映するため、港区地域防災計画

震災編、震災資料編及び風水害編を令和４年３月に修正しました。 

 

【港区地域防災計画（令和４年３月修正）の重点検討事項の主な補強・修正内容】 

（１）災害対応業務のデジタル化の推進 

① ＡＩによる災害時の情報収集体制の強化 

② 避難行動支援に向けたＩＣＴ技術の活用 

（２）区有施設の浸水対策の充実 

① 区有施設における浸水対策の実施 

（３）福祉避難所の活用による要配慮者の円滑な避難の確保 

① 福祉避難所における避難行動要支援者の受入把握 

② 災害時における避難行動要支援者の安否確認体制の構築 

③ 福祉避難所への応援体制 
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【開催経過】 

年度 月日 種別 内容 

30 
３月 14 日 第１回防災会議幹事会 平成 30 年度及び平成 31年度の区の取組について 

３月 18 日 第１回防災会議 平成 30 年度及び平成 31年度の区の取組について 

元 

３月 26 日 
第１回防災会議幹事会 

（書面会議） 
令和元年度及び令和２年度の区の取組について 

３月 26 日 
第１回防災会議 

（書面会議） 
令和元年度及び令和２年度の区の取組について 

２ 開催なし 

３ 

７月２日 
第１回防災会議幹事会 

（書面会議） 
港区地域防災計画(令和３年８月修正)について(案） 

８月 10 日 
第１回防災会議 

（書面会議） 
港区地域防災計画(令和３年８月修正)について(案） 

１月 11 日 第２回防災会議幹事会 港区地域防災計画(令和４年３月修正)(素案)について 

１月 18 日 第２回防災会議 港区地域防災計画(令和４年３月修正)(素案)について 

３月 18 日 
第３回防災会議幹事会 

（書面会議） 
港区地域防災計画(令和４年３月修正)について(案) 

３月 29 日 
第３回防災会議 

（書面会議） 
港区地域防災計画(令和４年３月修正)について(案) 

４ 

３月 16 日 第１回防災会議幹事会 

港区における首都直下地震被害想定の調査・分析結

果について 

港区業務継続計画（震災編）の一部改定について 

令和４年度及び令和５年度の区の防災の取組につい

て 

３月 28 日 第１回防災会議 

港区における首都直下地震被害想定の調査・分析結

果について 

港区業務継続計画（震災編）の一部改定について 

令和４年度及び令和５年度の区の防災の取組につい

て 
  

 

港 区 地 域 防 災 計 画  防 災 課  

 

概 要  

  港区の防災対策の基本となる計画として、災害対策基本法に基づき、区の地域並びに区

民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的として策定しています。 

 

内 容 

区、東京都及び防災関係機関等の災害予防、災害応急対策及び災害復旧等の計画を定

め、総合的な災害対策を推進するために必要な事項を定めています。 

 

根 拠 法 令 等 

災害対策基本法 

 

事業開始時期 

    昭和 39 年６月 

 

関 係 発 行 物 

「港区地域防災計画」震災編（令和４年３月修正） 

「港区地域防災計画」震災資料編（令和４年３月修正） 

「港区地域防災計画」風水害編（令和４年３月修正） 

 

事 業 の 状 況 

災害対策に関する法律の改正内容や、防災を取り巻く最新の動向を踏まえた災害対策や

区が関係機関等と進めている施策の課題や成果について反映するため、港区地域防災計画

震災編、震災資料編及び風水害編を令和４年３月に修正しました。 

 

【港区地域防災計画（令和４年３月修正）の重点検討事項の主な補強・修正内容】 

（１）災害対応業務のデジタル化の推進 

① ＡＩによる災害時の情報収集体制の強化 

② 避難行動支援に向けたＩＣＴ技術の活用 

（２）区有施設の浸水対策の充実 

① 区有施設における浸水対策の実施 

（３）福祉避難所の活用による要配慮者の円滑な避難の確保 

① 福祉避難所における避難行動要支援者の受入把握 

② 災害時における避難行動要支援者の安否確認体制の構築 

③ 福祉避難所への応援体制 
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（４）新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対する避難体制の充実 

① ハザードマップの周知 

② 自宅療養者専用電話の設置 

（５）令和３年１０月７日の千葉県北西部地震を踏まえた帰宅困難者対策の充実 

（６）災害対策本部への消防署の参画の推進 

 

【港区地域防災計画（令和４年３月修正）の重点検討事項以外の主な補強・修正内容】 

（１）補完避難所の運営 

（２）相互協力・情報連絡員の連携体制 

（３）災害時における物資輸送 

 

 

 

港 区 業 務 継 続 計 画（Ｂ Ｃ Ｐ）震 災 編  防 災 課  

  
概 要 

首都直下地震などの災害が発生した際に、限られた人員や資機材などの資源を効率的か

つ効果的に導入し、業務の継続と平常時の業務レベルへの早期復旧を図るため、区として

最優先に行うべき業務を事前に定め、区民の生命、身体、財産を保護するとともに、区民

生活に必要な都市機能を維持することを目的として平成 21 年度に策定した港区業務継続

計画（Business Continuity Plan =BCP）に基づき、非常時における即時対応体制を構築

し、BCP のマネジメントを推進します。 

  

内 容 

港区業務継続計画「震災編」は、地震発災後からの経過時間に応じて参集する職員によ

り行う緊急時の優先業務を効果的に運用するために編成しています。 

令和４年度には、感染症対策を講じた区民避難所の開設・運営など、新型コロナウイル

ス感染症の拡大により、新たに対応が必要となった業務も踏まえ、課ごとに緊急時優先業

務の内容、必要人数を見直し、災害発生からの経過時間に応じた必要職員数を明示すると

ともに、東京都防災会議が公表した「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」など

の環境変化等を踏まえ、区の災害時の業務継続の実効性を確保するため、計画の一部改定

をしました。 

また、限られた人員や資機材等を最大限活用するために対応業務に関連するマニュアル

を整備しており、今後も研修・訓練等を通じて点検し、必要に応じて改定していきます。 

 

事業開始時期 

平成 21 年４月 

 
事業の状況  

平成 21 年度 港区業務継続計画「震災編」策定 

平成 22 年度 港区業務継続計画マネジメント支援訓練の実施及び検証 

港区業務継続計画「震災編」の改定及びマニュアルの整備 

平成 26 年度 港区業務継続計画「震災編」の改定 

平成 30 年度 港区業務継続計画「震災編」の改定 

令和４年度  港区業務継続計画「震災編」の改定 

※ 訓練の実施状況については、「港区災害対策本部」16 頁に記載しています。 

 

※ 港区業務継続計画は、「震災編」と「新型インフルエンザ編」からなり、「新型イン

フルエンザ編」については、59 頁に記載しています。 
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（４）新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対する避難体制の充実 

① ハザードマップの周知 

② 自宅療養者専用電話の設置 

（５）令和３年１０月７日の千葉県北西部地震を踏まえた帰宅困難者対策の充実 

（６）災害対策本部への消防署の参画の推進 

 

【港区地域防災計画（令和４年３月修正）の重点検討事項以外の主な補強・修正内容】 

（１）補完避難所の運営 

（２）相互協力・情報連絡員の連携体制 

（３）災害時における物資輸送 

 

 

 

港 区 業 務 継 続 計 画（Ｂ Ｃ Ｐ）震 災 編  防 災 課  

  
概 要 

首都直下地震などの災害が発生した際に、限られた人員や資機材などの資源を効率的か

つ効果的に導入し、業務の継続と平常時の業務レベルへの早期復旧を図るため、区として

最優先に行うべき業務を事前に定め、区民の生命、身体、財産を保護するとともに、区民

生活に必要な都市機能を維持することを目的として平成 21 年度に策定した港区業務継続

計画（Business Continuity Plan =BCP）に基づき、非常時における即時対応体制を構築

し、BCP のマネジメントを推進します。 

  

内 容 

港区業務継続計画「震災編」は、地震発災後からの経過時間に応じて参集する職員によ

り行う緊急時の優先業務を効果的に運用するために編成しています。 

令和４年度には、感染症対策を講じた区民避難所の開設・運営など、新型コロナウイル

ス感染症の拡大により、新たに対応が必要となった業務も踏まえ、課ごとに緊急時優先業

務の内容、必要人数を見直し、災害発生からの経過時間に応じた必要職員数を明示すると

ともに、東京都防災会議が公表した「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」など

の環境変化等を踏まえ、区の災害時の業務継続の実効性を確保するため、計画の一部改定

をしました。 

また、限られた人員や資機材等を最大限活用するために対応業務に関連するマニュアル

を整備しており、今後も研修・訓練等を通じて点検し、必要に応じて改定していきます。 

 

事業開始時期 

平成 21 年４月 

 
事業の状況  

平成 21 年度 港区業務継続計画「震災編」策定 

平成 22 年度 港区業務継続計画マネジメント支援訓練の実施及び検証 

港区業務継続計画「震災編」の改定及びマニュアルの整備 

平成 26 年度 港区業務継続計画「震災編」の改定 

平成 30 年度 港区業務継続計画「震災編」の改定 

令和４年度  港区業務継続計画「震災編」の改定 

※ 訓練の実施状況については、「港区災害対策本部」16 頁に記載しています。 

 

※ 港区業務継続計画は、「震災編」と「新型インフルエンザ編」からなり、「新型イン

フルエンザ編」については、59 頁に記載しています。 
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港 区 災 害 対 策 本 部 防 災 課 

  
概 要  
  港区で地震等による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、区民の生命や財産

を災害から守るために港区災害対策本部を設置し、災害応急対策を実施します。災害応急

活動を迅速かつ円滑に実施するため、非常配備態勢の整備や各防災関係機関との協力体制

の強化など、さまざまな対策を講じています。なお、区役所・支所改革に伴い、港区災害

対策本部組織を平成 18 年４月に改正し、区民に最も身近な区政の拠点として、所管地域

内の行政事務を総合的に司る機関として位置づけられた総合支所を、災害時には「災対地

区本部」と位置づけ、身近な地域で迅速かつきめ細かな災害応急活動を実施する体制を整

えました。 
 
内 容 

（１）職員は、非常配備態勢に定める災害等が発生した場合は、港区災害対策本部及び災

害対策地区本部に参集し、迅速に災害応急対策を実施します。 

（２）夜間や休日等勤務時間外に災害が発生した場合にも素早い対応ができるよう、区役

所１階に防災警戒待機室を設置しています。また、平成 21 年度からは災害対策用

職務住宅を設置し、災害発生時の初動態勢にある職員の指揮・監督を行う管理職の

要員を確保して、24 時間体制で災害の発生に備えています。 

（３）夜間、休日等勤務時間外に、港区内で震度５強の地震が発生した場合、自動的に第

３非常配備態勢職員に、震度６弱以上の地震が発生した場合は、自動的に第４非常

配備態勢職員に動員指令が発せられたこととし、職員は直ちに参集します。 

（４）災害対策本部態勢が整うまでの間、災害に対処する特別非常配備態勢を整備してい

ます。特別非常配備態勢は、災害対策職員住宅居住職員等指定された職員で編成し

ています。 

（５）港区防災行政無線や東京都防災行政無線システムを活用して、災害時における防災

関係機関との緊密な連絡態勢をとっています。 
 
根 拠 法 令 等 

災害対策基本法 
港区災害対策本部条例 
港区災害対策本部運営要綱 
港区災害対策用職務住宅の設置及び管理に関する要綱 

 
事業開始時期 

昭和 38 年 
 
事 業 の 状 況 
  災害時における円滑な応急対策活動体制を確保するため、港区業務継続計画（BCP）震災
編、各種マニュアルを作成・更新するとともに、令和４年度は次のような訓練を実施しま
した。 
・ 総合防災訓練（機関・地域）：20 頁参照 
・ 勤務時間内の災害対応訓練：港区災害対応マニュアルに基づく各所属における個別 

訓練を実施 
・ 職員参集訓練：新規採用職員等を対象に実施 

 

災害対策本部態勢図（令和５年４月１日現在）  
 

  
○本部長室会議 

災害対策本部長 
・区 長 

災害対策副本部長 

・副区長 
・副区長 

・教育長 

災害対策本部員 
・（芝、麻布、赤坂、高輪、

芝浦港南）地区総合支所

長 
・文化芸術事業連携担当部

長 

・保健福祉支援部長 
・みなと保健所長 

・児童相談所長 

・企画経営部長 
・用地・施設活用担当部長 

・防災危機管理室長 

・総務部長 
・会計管理者 

・教育委員会事務局 

教育推進部長 
・教育委員会事務局 

学校教育部長 

・選挙管理委員会事務局長 
・監査事務局長 

・区議会事務局長 

・防災課長 
  上記のうち、「  」の

本部員は、災害初動対応

時の一定期間、本部長室
会議には出席せず、それ

ぞれの所属で災害対応

に従事し、陣頭指揮に当
たる。 

 

○本部連絡員調整会議 
会長 

・防災課長 

副会長 
・企画課長 

本部連絡員 

・（芝、麻布、赤坂、高輪、
芝浦港南）地区総合支所

協働推進課地区政策担

当係長 
・地域振興課長 

・保健福祉課長 

・保健予防課長 
・児童相談課長 

・子ども政策課長 

・都市計画課長 
・環境課長 

・区長室長 

・総務課長 
・人事課長 

・契約管財課長 

・会計室長 
・教育長室長 

・学務課長 

・区議会事務局次長 
 

○本部派遣員 

・芝消防署長、麻布消防署
長、赤坂消防署長及び高

輪消防署長が指名する各

消防署の消防職員 

災対防災危機管理室         災対防災課 

災対芝地区本部          災対管理課 
         災対協働推進課 
         災対まちづくり課 

災対区民課 

災対麻布地区本部         災対管理課 
        災対協働推進課 
        災対まちづくり課 

災対区民課 

災対赤坂地区本部         災対管理課 
                 災対協働推進課 
                 災対まちづくり課 

災対区民課 

災対高輪地区本部         災対管理課 
                 災対協働推進課 

災対まちづくり課 
災対区民課 

災対産業・地域振興支援部     災対地域振興課 
                 災対産業振興課 
                 災対税務課 

災対保健福祉支援部        災対保健福祉課 
                 災対高齢者支援課 
                 災対介護保険課 
                 災対障害者福祉課 
                 災対生活福祉調整課 
                 災対国保年金課 

災対みなと保健所         災対生活衛生課 
                 災対保健予防課 
                 災対健康推進課 

災対子ども家庭支援部       災対子ども政策課 
災対子ども若者支援課 

                 災対保育課 
                 災対子ども家庭支援センター 

災対街づくり支援部        災対都市計画課 
                 災対住宅課 
                 災対建築課 
                 災対土木管理課 
                 災対開発指導課 
                 災対土木課 
                 災対地域交通課 

災対環境リサイクル支援部     災対環境課 
                 災対みなとリサイクル清掃事務所 

災対企画経営部         災対企画課 
                 災対区長室 
                 災対財政課 
                 災対施設課 

災対情報政策課 

災対総務部            災対総務課 
                 災対人事課 

  災対契約管財課 

災対会計室 

災対選挙管理委員会事務局 

災対監査事務局 

災対教育委員会事務局教育推進部  災対教育長室 
                 災対生涯学習スポーツ振興課 

災対図書文化財課 

災対区議会事務局 

災対芝浦港南地区本部       災対管理課 
                 災対協働推進課 

災対まちづくり課 
災対区民課 

災対台場地区対策室 

災対教育委員会事務局学校教育部  災対学務課 
                 災対教育人事企画課 
                 災対区立幼稚園、小・中学校 

災対児童相談所          災対児童相談課 
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港 区 災 害 対 策 本 部 防 災 課 

  
概 要  
  港区で地震等による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、区民の生命や財産

を災害から守るために港区災害対策本部を設置し、災害応急対策を実施します。災害応急

活動を迅速かつ円滑に実施するため、非常配備態勢の整備や各防災関係機関との協力体制

の強化など、さまざまな対策を講じています。なお、区役所・支所改革に伴い、港区災害

対策本部組織を平成 18 年４月に改正し、区民に最も身近な区政の拠点として、所管地域

内の行政事務を総合的に司る機関として位置づけられた総合支所を、災害時には「災対地

区本部」と位置づけ、身近な地域で迅速かつきめ細かな災害応急活動を実施する体制を整

えました。 
 
内 容 

（１）職員は、非常配備態勢に定める災害等が発生した場合は、港区災害対策本部及び災

害対策地区本部に参集し、迅速に災害応急対策を実施します。 

（２）夜間や休日等勤務時間外に災害が発生した場合にも素早い対応ができるよう、区役

所１階に防災警戒待機室を設置しています。また、平成 21 年度からは災害対策用

職務住宅を設置し、災害発生時の初動態勢にある職員の指揮・監督を行う管理職の

要員を確保して、24 時間体制で災害の発生に備えています。 

（３）夜間、休日等勤務時間外に、港区内で震度５強の地震が発生した場合、自動的に第

３非常配備態勢職員に、震度６弱以上の地震が発生した場合は、自動的に第４非常

配備態勢職員に動員指令が発せられたこととし、職員は直ちに参集します。 

（４）災害対策本部態勢が整うまでの間、災害に対処する特別非常配備態勢を整備してい

ます。特別非常配備態勢は、災害対策職員住宅居住職員等指定された職員で編成し

ています。 

（５）港区防災行政無線や東京都防災行政無線システムを活用して、災害時における防災

関係機関との緊密な連絡態勢をとっています。 
 
根 拠 法 令 等 

災害対策基本法 
港区災害対策本部条例 
港区災害対策本部運営要綱 
港区災害対策用職務住宅の設置及び管理に関する要綱 

 
事業開始時期 

昭和 38 年 
 
事 業 の 状 況 
  災害時における円滑な応急対策活動体制を確保するため、港区業務継続計画（BCP）震災
編、各種マニュアルを作成・更新するとともに、令和４年度は次のような訓練を実施しま
した。 
・ 総合防災訓練（機関・地域）：20 頁参照 
・ 勤務時間内の災害対応訓練：港区災害対応マニュアルに基づく各所属における個別 

訓練を実施 
・ 職員参集訓練：新規採用職員等を対象に実施 

 

災害対策本部態勢図（令和５年４月１日現在）  
 

  
○本部長室会議 

災害対策本部長 
・区 長 

災害対策副本部長 

・副区長 
・副区長 

・教育長 

災害対策本部員 
・（芝、麻布、赤坂、高輪、

芝浦港南）地区総合支所

長 
・文化芸術事業連携担当部

長 

・保健福祉支援部長 
・みなと保健所長 

・児童相談所長 

・企画経営部長 
・用地・施設活用担当部長 

・防災危機管理室長 

・総務部長 
・会計管理者 

・教育委員会事務局 

教育推進部長 
・教育委員会事務局 

学校教育部長 

・選挙管理委員会事務局長 
・監査事務局長 

・区議会事務局長 

・防災課長 
  上記のうち、「  」の

本部員は、災害初動対応

時の一定期間、本部長室
会議には出席せず、それ

ぞれの所属で災害対応

に従事し、陣頭指揮に当
たる。 

 

○本部連絡員調整会議 
会長 

・防災課長 

副会長 
・企画課長 

本部連絡員 

・（芝、麻布、赤坂、高輪、
芝浦港南）地区総合支所

協働推進課地区政策担

当係長 
・地域振興課長 

・保健福祉課長 

・保健予防課長 
・児童相談課長 

・子ども政策課長 

・都市計画課長 
・環境課長 

・区長室長 

・総務課長 
・人事課長 

・契約管財課長 

・会計室長 
・教育長室長 

・学務課長 

・区議会事務局次長 
 

○本部派遣員 

・芝消防署長、麻布消防署
長、赤坂消防署長及び高

輪消防署長が指名する各

消防署の消防職員 

災対防災危機管理室         災対防災課 

災対芝地区本部          災対管理課 
         災対協働推進課 
         災対まちづくり課 

災対区民課 

災対麻布地区本部         災対管理課 
        災対協働推進課 
        災対まちづくり課 

災対区民課 

災対赤坂地区本部         災対管理課 
                 災対協働推進課 
                 災対まちづくり課 

災対区民課 

災対高輪地区本部         災対管理課 
                 災対協働推進課 

災対まちづくり課 
災対区民課 

災対産業・地域振興支援部     災対地域振興課 
                 災対産業振興課 
                 災対税務課 

災対保健福祉支援部        災対保健福祉課 
                 災対高齢者支援課 
                 災対介護保険課 
                 災対障害者福祉課 
                 災対生活福祉調整課 
                 災対国保年金課 

災対みなと保健所         災対生活衛生課 
                 災対保健予防課 
                 災対健康推進課 

災対子ども家庭支援部       災対子ども政策課 
災対子ども若者支援課 

                 災対保育課 
                 災対子ども家庭支援センター 

災対街づくり支援部        災対都市計画課 
                 災対住宅課 
                 災対建築課 
                 災対土木管理課 
                 災対開発指導課 
                 災対土木課 
                 災対地域交通課 

災対環境リサイクル支援部     災対環境課 
                 災対みなとリサイクル清掃事務所 

災対企画経営部         災対企画課 
                 災対区長室 
                 災対財政課 
                 災対施設課 

災対情報政策課 

災対総務部            災対総務課 
                 災対人事課 

  災対契約管財課 

災対会計室 

災対選挙管理委員会事務局 

災対監査事務局 

災対教育委員会事務局教育推進部  災対教育長室 
                 災対生涯学習スポーツ振興課 

災対図書文化財課 

災対区議会事務局 

災対芝浦港南地区本部       災対管理課 
                 災対協働推進課 

災対まちづくり課 
災対区民課 

災対台場地区対策室 

災対教育委員会事務局学校教育部  災対学務課 
                 災対教育人事企画課 
                 災対区立幼稚園、小・中学校 

災対児童相談所          災対児童相談課 
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水 防 本 部 

各 総 合 支 所 

まちづくり課 

土 木 課 

防 災 課 

概 要 

近年多発する集中豪雨や大型台風等を原因とする河川の溢水や洪水等により起こる道

路の冠水や浸水被害等に対し、直ちに事態に即応した配備態勢をとるとともに、消防等

関係機関との連携を密にして水防活動を実施しています。 

  

水 防 組 織 

・防災危機管理室長（水防本部長）は、水防本部を設置し、区民の避難に関する情報の

収集や、避難情報の発令、警察署や消防署への情報提供等を行います。 

・街づくり支援部及び各総合支所まちづくり課は、水防作業を行うとともに、被害に関

する情報の収集を行います。 

・各総合支所管理課は、区民の自主避難施設の開設や運営、また、各総合支所内の態勢

の取りまとめを行います。 

・各総合支所協働推進課及び区民課は、町会・自治会等への避難情報の周知や、状況に

より管理課及びまちづくり課の応援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

水防本部態勢 

第１次非常配備態勢 
気象情報の警報が発せられ、水害が発生する恐れがある

とき。その水害に直ちに対応できる態勢 

第２次非常配備態勢 
かなりの水害が発生する恐れがあるとき、または発生し

たとき。その水害に直ちに対応できる態勢 

第３次非常配備態勢 
区内全域にわたり水害が発生する恐れがあるとき、また

は発生したとき。全員で対応できる態勢 

※気象情報とは気象庁が発表する港区における大雨・洪水・高潮・津波のいずれかに関す
る注意報又は警報 

水防本部長 

 防災危機管理室長 

作業班 

 まちづくり係 

地区応援班 

 各総合支所 

 協働推進課・区民課 

作業班 

 各総合支所 

 まちづくり課 

管理保全班 

 各総合支所 

 管理課 

連携 連携 

建築保全班 

建築課 

土木庶務班 

土木課 

防災庶務班 

防災課 

本部応援班 

 都市計画課・開発指導課 

 土木管理課 

水防副本部長 

 街づくり支援部長 

水防副本部長 

 各総合支所長 

 

 

各 班 の 業 務 

（１）防災庶務班（防災課） 

①気象、雨量、水位及び被害状況等の情報の収集、各班への連絡並びに周知 

②区民等への避難情報等の提供 

③配置人員及び車両の掌握及び調整、指示 

④関係機関（警察署、消防署、報道機関等）との情報連絡及び調整 

⑤無線及び有線電話対応に関すること 

⑥賃金、水防費用の予算及び決算 

⑦水防記録の整理 

⑧民間水防協力団体との連絡及び調整 

⑨水防法に関する業務 

⑩その他、他班に属さないこと 
 

（２）土木庶務班（土木課） 

①各総合支所への人員の連絡 

②関係機関（国道・都道・河川及び下水道管理者等）との情報連絡及び調整 

③街づくり支援部内の態勢の調整指示 
 

（３）建築保全班（建築課） 

①がけ等の警戒巡視 

 

（４）本部応援班（都市計画課、開発指導課、土木管理課） 

①土木庶務班からの指示により、状況に応じて土木庶務班、建築保全班を応援 
 

（５）管理保全班（各総合支所・管理課） 

①総合支所内の調整 

②自主避難施設の開設及び運営 
 

（６）作業班（各総合支所・まちづくり課） 

①水防資器材（土のう、スコップ等）の点検、購入及び輸送 

  ②水防資器材の貸出し 

  ③危険箇所及び管内の警戒巡視 

  ④所管排水機場の巡回、点検及び操作 

  ⑤古川支流水門操作の指示 

  ⑥河川及び海岸の監視 

  ⑦道路の通行禁止及び制限（「道路法」第 46 条関係） 

⑧被害状況の確認、拡大の防止及び応急措置 

⑨所管工事現場の警戒巡視及び指示 

 ⑩占使用の工事に対する情報連絡及び指示 

 ⑪避難誘導に関すること 

  ⑫その他陳情対応 

  ⑬上記項目について、所管内における関係機関との情報連絡及び対応 

  ⑭上記各項目についての情報の収集並びに記録及び土木庶務班への報告 
 

（７）地区応援班（各総合支所・協働推進課、区民課） 

  ①管理保全班からの指示により、状況に応じて作業班及び管理保全班を応援 

 

 

水 防 本 部 

各 総 合 支 所 

まちづくり課 

土 木 課 

防 災 課 

概 要 

近年多発する集中豪雨や大型台風等を原因とする河川の溢水や洪水等により起こる道

路の冠水や浸水被害等に対し、直ちに事態に即応した配備態勢をとるとともに、消防等

関係機関との連携を密にして水防活動を実施しています。 

  

水 防 組 織 

・防災危機管理室長（水防本部長）は、水防本部を設置し、区民の避難に関する情報の

収集や、避難情報の発令、警察署や消防署への情報提供等を行います。 

・街づくり支援部及び各総合支所まちづくり課は、水防作業を行うとともに、被害に関

する情報の収集を行います。 

・各総合支所管理課は、区民の自主避難施設の開設や運営、また、各総合支所内の態勢

の取りまとめを行います。 

・各総合支所協働推進課及び区民課は、町会・自治会等への避難情報の周知や、状況に

より管理課及びまちづくり課の応援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

水防本部態勢 

第１次非常配備態勢 
気象情報の警報が発せられ、水害が発生する恐れがある

とき。その水害に直ちに対応できる態勢 

第２次非常配備態勢 
かなりの水害が発生する恐れがあるとき、または発生し

たとき。その水害に直ちに対応できる態勢 

第３次非常配備態勢 
区内全域にわたり水害が発生する恐れがあるとき、また

は発生したとき。全員で対応できる態勢 
※気象情報とは気象庁が発表する港区における大雨・洪水・高潮・津波のいずれかに関す
る注意報又は警報 

水防本部長 

 防災危機管理室長 

作業班 

 まちづくり係 

地区応援班 

 各総合支所 

 協働推進課・区民課 

作業班 

 各総合支所 

 まちづくり課 

管理保全班 

 各総合支所 

 管理課 

連携 連携 

建築保全班 

建築課 

土木庶務班 

土木課 

防災庶務班 

防災課 

本部応援班 

 都市計画課・開発指導課 

 土木管理課 

水防副本部長 

 街づくり支援部長 

水防副本部長 

 各総合支所長 
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水 防 本 部 

各 総 合 支 所 

まちづくり課 

土 木 課 

防 災 課 

概 要 

近年多発する集中豪雨や大型台風等を原因とする河川の溢水や洪水等により起こる道

路の冠水や浸水被害等に対し、直ちに事態に即応した配備態勢をとるとともに、消防等

関係機関との連携を密にして水防活動を実施しています。 

  

水 防 組 織 

・防災危機管理室長（水防本部長）は、水防本部を設置し、区民の避難に関する情報の

収集や、避難情報の発令、警察署や消防署への情報提供等を行います。 

・街づくり支援部及び各総合支所まちづくり課は、水防作業を行うとともに、被害に関

する情報の収集を行います。 

・各総合支所管理課は、区民の自主避難施設の開設や運営、また、各総合支所内の態勢

の取りまとめを行います。 

・各総合支所協働推進課及び区民課は、町会・自治会等への避難情報の周知や、状況に

より管理課及びまちづくり課の応援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

水防本部態勢 

第１次非常配備態勢 
気象情報の警報が発せられ、水害が発生する恐れがある

とき。その水害に直ちに対応できる態勢 

第２次非常配備態勢 
かなりの水害が発生する恐れがあるとき、または発生し

たとき。その水害に直ちに対応できる態勢 

第３次非常配備態勢 
区内全域にわたり水害が発生する恐れがあるとき、また

は発生したとき。全員で対応できる態勢 
※気象情報とは気象庁が発表する港区における大雨・洪水・高潮・津波のいずれかに関す

る注意報又は警報 

水防本部長 

 防災危機管理室長 

作業班 

 まちづくり係 

地区応援班 

 各総合支所 

 協働推進課・区民課 

作業班 

 各総合支所 

 まちづくり課 

管理保全班 

 各総合支所 

 管理課 

連携 連携 

建築保全班 

建築課 

土木庶務班 

土木課 

防災庶務班 

防災課 

本部応援班 

 都市計画課・開発指導課 

 土木管理課 

水防副本部長 

 街づくり支援部長 

水防副本部長 

 各総合支所長 

 

 

各 班 の 業 務 

（１）防災庶務班（防災課） 

①気象、雨量、水位及び被害状況等の情報の収集、各班への連絡並びに周知 

②区民等への避難情報等の提供 

③配置人員及び車両の掌握及び調整、指示 

④関係機関（警察署、消防署、報道機関等）との情報連絡及び調整 

⑤無線及び有線電話対応に関すること 

⑥賃金、水防費用の予算及び決算 

⑦水防記録の整理 

⑧民間水防協力団体との連絡及び調整 

⑨水防法に関する業務 

⑩その他、他班に属さないこと 
 

（２）土木庶務班（土木課） 

①各総合支所への人員の連絡 

②関係機関（国道・都道・河川及び下水道管理者等）との情報連絡及び調整 

③街づくり支援部内の態勢の調整指示 
 

（３）建築保全班（建築課） 

①がけ等の警戒巡視 

 

（４）本部応援班（都市計画課、開発指導課、土木管理課） 

①土木庶務班からの指示により、状況に応じて土木庶務班、建築保全班を応援 
 

（５）管理保全班（各総合支所・管理課） 

①総合支所内の調整 

②自主避難施設の開設及び運営 
 

（６）作業班（各総合支所・まちづくり課） 

①水防資器材（土のう、スコップ等）の点検、購入及び輸送 

  ②水防資器材の貸出し 

  ③危険箇所及び管内の警戒巡視 

  ④所管排水機場の巡回、点検及び操作 

  ⑤古川支流水門操作の指示 

  ⑥河川及び海岸の監視 

  ⑦道路の通行禁止及び制限（「道路法」第 46 条関係） 

⑧被害状況の確認、拡大の防止及び応急措置 

⑨所管工事現場の警戒巡視及び指示 

 ⑩占使用の工事に対する情報連絡及び指示 

 ⑪避難誘導に関すること 

  ⑫その他陳情対応 

  ⑬上記項目について、所管内における関係機関との情報連絡及び対応 

  ⑭上記各項目についての情報の収集並びに記録及び土木庶務班への報告 
 

（７）地区応援班（各総合支所・協働推進課、区民課） 

  ①管理保全班からの指示により、状況に応じて作業班及び管理保全班を応援 
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総 合 防 災 訓 練（ 機 関 ・ 地 域 ）  

各 総 合 支 所 

管 理 課 

協 働 推 進 課 

防 災 課  

概 要  
防災関係機関相互の連携を中心とした「機関訓練」と、防災関係機関及び地域住民等と

の連携を中心とした「地域訓練」に分け、実施しています。 

 
内 容 

以下の５点を目的として実施しています。 

（１）「自らの命は自らが守る」「自分たちのまちは、自分たちで守る」という地域ぐるみ

の自助・共助の防災対策を促進すること  

（２）区民の防災意識の高揚及び防災行動力の向上を図ること 

（３）区民及び区内事業所の協力体制を確立すること 

（４）区及び関係防災機関相互の協力体制を確立すること 

（５）港区地域防災計画の運用の習熟を図ること 

 
根拠法令等 

港区防災対策基本条例、港区地域防災計画、港区総合防災訓練実施要綱 

 
事業の状況 

○総合防災訓練（機関） 

  実施日：令和４年 12 月 18 日 特別非常配備態勢の訓練 

区役所、各総合支所、各避難所等において、休日・夜間に大規模災害が発生したこと

を想定し、被害情報の収集・伝達や災害対策本部の指示・命令系統の確認など、初動態

勢の確立に必要な業務を実施しました。 

  

○総合防災訓練（地域） 

 次のとおり区内７か所で実施しました。 

担当総合支所 実施日 会 場 

芝 地 区 総 合 支 所 令和４年 10 月２日 芝会場（区立芝公園） 

麻 布 地 区 総 合 支 所 令和４年11月13日 麻布会場（六本木中学校） 

赤 坂 地 区 総 合 支 所 令和４年 11 月６日 赤坂会場（青山中学校） 

高 輪 地 区 総 合 支 所 令和４年10月23日 高輪会場（高松中学校） 

芝浦港南地区総合支所 

令和４年10月23日 芝浦会場（芝浦小学校） 

令和４年 11 月６日 
港南会場（港南小・中学校 

及び港南和楽公園） 

令和４年10月15日 台場会場（お台場学園） 
 

 

地 域 災 害 情 報 シ ス テ ム 等 の 運 用 防 災 課 

 

概 要 

大規模な災害が発生したときに、区内の被災状況や区有施設の被害状況を速やかに収集

するとともに、区民に対して適切に情報提供するため、地域災害情報システム等を運用し

ています。 

  
内 容 

（１）地域災害情報システムの整備・運用 

ア 地域災害情報システムは、平成 19 年度から 20 年度にかけて従来のアナログ防災行政

無線（同報系、移動系）をデジタル方式化し、新たに情報系を導入しました。 

イ 防災行政無線（同報系）は、区有施設や公園、民間ビル等に設置している屋外拡声子

局を通じて区民に災害時の情報伝達を行う主要な手段です。 

ウ 防災行政無線（移動系）は、災害時における通信の輻輳・遮断の際でも、区有施設間

や警察・消防等防災関係機関との必要な通信が可能な手段です。 

エ 地域災害情報システム（情報系）は、被害情報の収集・整理・対策決定の支援を行う

ための情報処理システムです。なお、災害時における通信の遮断時（有線途絶環境）に

おいても利用できるよう、一部防災行政無線（移動系）の回線を利用した通信が可能で

す。  

（２）情報収集のための機器整備 

  以下の機器を整備し、情報伝達のための基礎情報を収集しています。 

ア 計測震度計 

港区役所本庁舎に計測震度計を設置し、発生する地震の震度を観測しています。 

イ 水位計 

古川の水位を常時監視しています。観測地点は、以下２か所です。 

（ア）新広尾公園 

 （イ）白金公園 

ウ 雨量計 

区内の雨量を常時監視しています。観測地点は、以下９か所です。 

（ア）港区役所 

（イ）本村小学校 

（ウ）芝浦港南地区総合支所（みなとパーク芝浦） 

（エ）白金小学校 

（オ）青南幼稚園 

（カ）日本財団ビル 

（キ）高輪いきいきプラザ 

（ク）白金公園（はなみずき白金） 

（ケ）新広尾公園 

エ J-ALERT（全国瞬時警報システム） 

総務省消防庁が運用する J-ALERT を整備し、以下の情報を収集しています。 

 （ア）国民保護情報 

 （イ）緊急地震速報 

 （ウ）津波に関する情報 

 （エ）火山に関する情報 
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総 合 防 災 訓 練（ 機 関 ・ 地 域 ）  

各 総 合 支 所 

管 理 課 

協 働 推 進 課 

防 災 課  

概 要  
防災関係機関相互の連携を中心とした「機関訓練」と、防災関係機関及び地域住民等と

の連携を中心とした「地域訓練」に分け、実施しています。 

 
内 容 

以下の５点を目的として実施しています。 

（１）「自らの命は自らが守る」「自分たちのまちは、自分たちで守る」という地域ぐるみ

の自助・共助の防災対策を促進すること  

（２）区民の防災意識の高揚及び防災行動力の向上を図ること 

（３）区民及び区内事業所の協力体制を確立すること 

（４）区及び関係防災機関相互の協力体制を確立すること 

（５）港区地域防災計画の運用の習熟を図ること 

 
根拠法令等 

港区防災対策基本条例、港区地域防災計画、港区総合防災訓練実施要綱 

 
事業の状況 

○総合防災訓練（機関） 

  実施日：令和４年 12 月 18 日 特別非常配備態勢の訓練 

区役所、各総合支所、各避難所等において、休日・夜間に大規模災害が発生したこと

を想定し、被害情報の収集・伝達や災害対策本部の指示・命令系統の確認など、初動態

勢の確立に必要な業務を実施しました。 

  

○総合防災訓練（地域） 

 次のとおり区内７か所で実施しました。 

担当総合支所 実施日 会 場 

芝 地 区 総 合 支 所 令和４年 10 月２日 芝会場（区立芝公園） 

麻 布 地 区 総 合 支 所 令和４年11月13日 麻布会場（六本木中学校） 

赤 坂 地 区 総 合 支 所 令和４年 11 月６日 赤坂会場（青山中学校） 

高 輪 地 区 総 合 支 所 令和４年10月23日 高輪会場（高松中学校） 

芝浦港南地区総合支所 

令和４年10月23日 芝浦会場（芝浦小学校） 

令和４年 11 月６日 
港南会場（港南小・中学校 

及び港南和楽公園） 

令和４年10月15日 台場会場（お台場学園） 
 

 

地 域 災 害 情 報 シ ス テ ム 等 の 運 用 防 災 課 

 

概 要 

大規模な災害が発生したときに、区内の被災状況や区有施設の被害状況を速やかに収集

するとともに、区民に対して適切に情報提供するため、地域災害情報システム等を運用し

ています。 

  
内 容 

（１）地域災害情報システムの整備・運用 

ア 地域災害情報システムは、平成 19 年度から 20 年度にかけて従来のアナログ防災行政

無線（同報系、移動系）をデジタル方式化し、新たに情報系を導入しました。 

イ 防災行政無線（同報系）は、区有施設や公園、民間ビル等に設置している屋外拡声子

局を通じて区民に災害時の情報伝達を行う主要な手段です。 

ウ 防災行政無線（移動系）は、災害時における通信の輻輳・遮断の際でも、区有施設間

や警察・消防等防災関係機関との必要な通信が可能な手段です。 

エ 地域災害情報システム（情報系）は、被害情報の収集・整理・対策決定の支援を行う

ための情報処理システムです。なお、災害時における通信の遮断時（有線途絶環境）に

おいても利用できるよう、一部防災行政無線（移動系）の回線を利用した通信が可能で

す。  

（２）情報収集のための機器整備 

  以下の機器を整備し、情報伝達のための基礎情報を収集しています。 

ア 計測震度計 

港区役所本庁舎に計測震度計を設置し、発生する地震の震度を観測しています。 

イ 水位計 

古川の水位を常時監視しています。観測地点は、以下２か所です。 

（ア）新広尾公園 

 （イ）白金公園 

ウ 雨量計 

区内の雨量を常時監視しています。観測地点は、以下９か所です。 

（ア）港区役所 

（イ）本村小学校 

（ウ）芝浦港南地区総合支所（みなとパーク芝浦） 

（エ）白金小学校 

（オ）青南幼稚園 

（カ）日本財団ビル 

（キ）高輪いきいきプラザ 

（ク）白金公園（はなみずき白金） 

（ケ）新広尾公園 

エ J-ALERT（全国瞬時警報システム） 

総務省消防庁が運用する J-ALERT を整備し、以下の情報を収集しています。 

 （ア）国民保護情報 

 （イ）緊急地震速報 

 （ウ）津波に関する情報 

 （エ）火山に関する情報 
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 （オ）気象に関する特別警報、警報及び注意報 

 （カ）その他防災気象情報（土砂災害警戒情報等） 

（３）防災行政無線（同報系）を補完する情報伝達手段の整備 

以下の機器等を整備し、防災行政無線（同報系）と併せ、情報伝達に役立てています。 

 ア 防災行政無線放送内容確認電話（03-5401-0742） 

   電話をかけることにより、防災行政無線（同報系）で放送した音声を聞くことができ 

ます。 

 イ 防災情報メール配信システム 

   防災、災害に関する情報を区民の携帯電話、スマートフォン、パソコン等に配信しま 

す。 

 ウ 港区公式ホームページ、Twitter、Facebook、LINE、デジタルサイネージ 

エ 緊急速報メール（エリアメール） 

 オ ケーブルテレビ水位雨量情報表示、データ放送連携 

   ケーブルテレビのコミュニティチャンネル及びデータ放送で、水位・雨量に関する情

報や、防災、災害に関する情報を配信します。 

 カ L アラート 

   主に避難に関する情報（緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難）を東京都防災行政

無線による東京都への報告と同時に、報道機関を通じてテレビ・ラジオ・インターネッ

ト等により情報発信します。 

 キ CATV 回線を使用した防災行政無線放送 

   CATV 回線を使用し、専用端末を設置することによって、室内で防災行政無線放送が聞

こえます。 

 ク 港区防災アプリ 

   港区防災アプリをインストールしている端末で、災害情報をプッシュ通知でお知らせ

します。 

 ケ 港区防災ラジオ 

   大きな出力（250W）と電波特性による建物の回りこみがよく建物浸透性に優れ、文字

情報が受信可能な港区防災ラジオを港区に住民登録がある世帯及び団体を対象に配布

し、災害情報を発信します。 

 コ 港区避難所開設状況システム 

   避難所の開設状況や混雑具合等を区ホームページ上で発信します。 

（４）災害対策本部機能代替防災拠点の運用 

災害時、港区役所本庁舎が被災した場合等に備え、災害対策本部の機能を代替する施 

設をみなとパーク芝浦内に整備し、運用しています。 

 
根 拠 法 令 等 

港区防災行政用無線局の管理及び運用規程  

港区防災行政用無線局運用要領 

 
事 業 の 状 況 

（１）防災行政無線（同報系） 昭和 57 年４月開局、平成 20 年３月更新(デジタル化) 

平成 20 年３月放送内容確認電話導入(５回線) 

平成24年８月放送内容確認電話増強(５回線から30回線) 

平成 27 年３月災害対策本部機能代替防災拠点の開局 

（２）防災行政無線（移動系） 昭和 56 年４月開局、平成 20 年３月更新（デジタル化） 

平成 27 年３月災害対策本部機能代替防災拠点の開局 

 

 

（３）地域災害情報システム（情報系） 平成 20 年３月導入 

（４）防災情報メール配信システム   平成 18 年４月導入 

平成 27 年３月災害対策本部機能代替防災拠点の 

開局 

（５）緊急速報メール（エリアメール） 平成 24 年８月運用開始 

（配信キャリア：docomo、au、SoftBank） 

令和元年 12 月運用開始 

（配信キャリア：楽天モバイル） 

（６）J-ALERT（全国瞬時警報システム） 平成 21 年４月導入 

（７）水位・雨量観測システム        平成 12 年９月導入、平成 21 年 10 月更新 

（８）緊急地震速報受信装置(専用端末) 平成 20 年３月導入 

平成 28 年１月更新（防災行政無線放送連携） 

（９）東京都防災行政無線システム   昭和 53 年９月開局 

平成 26 年６月 L アラート運用開始 

平成 27 年３月災害対策本部機能代替防災拠点の 

開局 

平成 31 年３月更新 

（10）港区防災アプリ         平成 25 年９月導入、平成 28 年３月更新（災害情

報のプッシュ通知機能実装等） 

                   令和元年 10 月更新 

（11）港区防災ラジオ(一般・文字表示付)平成 29 年 1 月運用開始（配付対象は台場地域、

区内全域の聴覚障害者） 

平成 30 年６月配付対象を区内全域の防災行政無 

線が聞きとりにくい世帯に拡大 

令和２年４月配付対象を港区に住民登録がある

世帯、文字表示付きは音声が聞き取りにくい区民

に拡大 

令和４年６月配付対象を高齢者・障害者・児童福

祉施設、学校教育法に定める学校・専修学校・各

種学校その他、災害時要配慮者の避難支援に資す

る区内の施設、町会・自治会、マンション管理組

合に拡大 

（12）港区避難所開設状況システム   令和２年９月導入 
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 （オ）気象に関する特別警報、警報及び注意報 

 （カ）その他防災気象情報（土砂災害警戒情報等） 

（３）防災行政無線（同報系）を補完する情報伝達手段の整備 

以下の機器等を整備し、防災行政無線（同報系）と併せ、情報伝達に役立てています。 

 ア 防災行政無線放送内容確認電話（03-5401-0742） 

   電話をかけることにより、防災行政無線（同報系）で放送した音声を聞くことができ 

ます。 

 イ 防災情報メール配信システム 

   防災、災害に関する情報を区民の携帯電話、スマートフォン、パソコン等に配信しま 

す。 

 ウ 港区公式ホームページ、Twitter、Facebook、LINE、デジタルサイネージ 

エ 緊急速報メール（エリアメール） 

 オ ケーブルテレビ水位雨量情報表示、データ放送連携 

   ケーブルテレビのコミュニティチャンネル及びデータ放送で、水位・雨量に関する情

報や、防災、災害に関する情報を配信します。 

 カ L アラート 

   主に避難に関する情報（緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難）を東京都防災行政

無線による東京都への報告と同時に、報道機関を通じてテレビ・ラジオ・インターネッ

ト等により情報発信します。 

 キ CATV 回線を使用した防災行政無線放送 

   CATV 回線を使用し、専用端末を設置することによって、室内で防災行政無線放送が聞

こえます。 

 ク 港区防災アプリ 

   港区防災アプリをインストールしている端末で、災害情報をプッシュ通知でお知らせ

します。 

 ケ 港区防災ラジオ 

   大きな出力（250W）と電波特性による建物の回りこみがよく建物浸透性に優れ、文字

情報が受信可能な港区防災ラジオを港区に住民登録がある世帯及び団体を対象に配布

し、災害情報を発信します。 

 コ 港区避難所開設状況システム 

   避難所の開設状況や混雑具合等を区ホームページ上で発信します。 

（４）災害対策本部機能代替防災拠点の運用 

災害時、港区役所本庁舎が被災した場合等に備え、災害対策本部の機能を代替する施 

設をみなとパーク芝浦内に整備し、運用しています。 

 
根 拠 法 令 等 

港区防災行政用無線局の管理及び運用規程  

港区防災行政用無線局運用要領 

 
事 業 の 状 況 

（１）防災行政無線（同報系） 昭和 57 年４月開局、平成 20 年３月更新(デジタル化) 

平成 20 年３月放送内容確認電話導入(５回線) 

平成24年８月放送内容確認電話増強(５回線から30回線) 

平成 27 年３月災害対策本部機能代替防災拠点の開局 

（２）防災行政無線（移動系） 昭和 56 年４月開局、平成 20 年３月更新（デジタル化） 

平成 27 年３月災害対策本部機能代替防災拠点の開局 

 

 

（３）地域災害情報システム（情報系） 平成 20 年３月導入 

（４）防災情報メール配信システム   平成 18 年４月導入 

平成 27 年３月災害対策本部機能代替防災拠点の 

開局 

（５）緊急速報メール（エリアメール） 平成 24 年８月運用開始 

（配信キャリア：docomo、au、SoftBank） 

令和元年 12 月運用開始 

（配信キャリア：楽天モバイル） 

（６）J-ALERT（全国瞬時警報システム） 平成 21 年４月導入 

（７）水位・雨量観測システム        平成 12 年９月導入、平成 21 年 10 月更新 

（８）緊急地震速報受信装置(専用端末) 平成 20 年３月導入 

平成 28 年１月更新（防災行政無線放送連携） 

（９）東京都防災行政無線システム   昭和 53 年９月開局 

平成 26 年６月 L アラート運用開始 

平成 27 年３月災害対策本部機能代替防災拠点の 

開局 

平成 31 年３月更新 

（10）港区防災アプリ         平成 25 年９月導入、平成 28 年３月更新（災害情

報のプッシュ通知機能実装等） 

                   令和元年 10 月更新 

（11）港区防災ラジオ(一般・文字表示付)平成 29 年 1 月運用開始（配付対象は台場地域、

区内全域の聴覚障害者） 

平成 30 年６月配付対象を区内全域の防災行政無 

線が聞きとりにくい世帯に拡大 

令和２年４月配付対象を港区に住民登録がある

世帯、文字表示付きは音声が聞き取りにくい区民

に拡大 

令和４年６月配付対象を高齢者・障害者・児童福

祉施設、学校教育法に定める学校・専修学校・各

種学校その他、災害時要配慮者の避難支援に資す

る区内の施設、町会・自治会、マンション管理組

合に拡大 

（12）港区避難所開設状況システム   令和２年９月導入 
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帰 宅 困 難 者 対 策 の 推 進  

各 総 合 支 所 

協 働 推 進 課  

防 災 課  

 
概 要 

大規模な地震が発生した場合には、鉄道は安全確認ができるまで運行を中止し、道路で
は家屋等の倒壊による通行止めや緊急車両以外の交通規制が行われるため、自宅に帰るこ
とが困難となる人が多数発生します。 

区は、災害時の混乱を防止し地域の安全を確保するため、事業者等の一斉帰宅の抑制を
推進するとともに、旅行や観光等で港区を訪れ災害時に安全を確保する場所がない人のた
めに一時滞在施設の確保を進めています。 

また、災害時は、人的・物的にも公助のみで対応をすることが困難なことから、駅周辺
事業者を中心とした帰宅困難者対策を推進する共助の団体の設立及び運営支援を行い、実
効性のある防災体制の構築を図っています。 

 

根 拠法令 等 

港区防災対策基本条例 
東京都帰宅困難者対策条例 

 

事 業 の 状 況 

 
（１）区内駅周辺滞留者対策推進協議会の状況 

名称 
設立 

年度 
備考 

品川駅周辺滞留者対策推進協議会 20 
防災課が設立 

平成 25 年度から高輪地区総合支所が運営実施 

台場駅周辺滞留者対策推進協議会 23 

芝浦港南地区総合支所が設立 

台場地域防災連絡会（H23）が平成 27 年度に名称変

更したもの 

田町駅周辺滞留者対策推進協議会 23 
防災課が設立 

平成 28 年度から芝浦港南地区総合支所が運営実施 

浜松町駅周辺滞留者対策推進協議会 24 
防災課が設立 

平成 28 年度から芝地区総合支所が運営実施 

新橋駅周辺滞留者対策推進協議会 24 
防災課が設立 

平成 28 年度から芝地区総合支所が運営実施 

白金高輪駅周辺滞留者対策推進協議会 25 
防災課が設立 

平成 28 年度から高輪地区総合支所が運営実施 

赤坂青山地域滞留者対策推進協議会 26 

赤坂地区総合支所が設立 

乃木坂防災協議会（H22）と青山通り防災協議会（H23）

が合併し設立され（H26）、平成 27 年度に赤坂地区も

加わり、運営実施 

赤坂青山防災協議会（H27）が名称変更したもの 

六本木駅周辺滞留者対策推進協議会 27 
防災課が設立 

平成 29 年度から麻布地区総合支所が運営実施 

虎ノ門地域滞留者対策推進協議会 29 

虎ノ門地区都市再生安全確保計画作成部会において

設立 

令和２年度から芝地区総合支所が運営実施 

 

 

 

 

（２）事業所向け防災対策の主な支援内容 

年月 主な内容 

平成 30 年１月 

「港区事業者向けセミナー」を実施 

区の防災対策、東京都の取組、区内事業者から防災活動と訓練の取組状況につい

て説明 

平成 31 年１月 

「港区事業者向けセミナー」を実施 

区の防災対策、東京都の取組、区内事業者から防災活動と訓練の取組状況につい

て説明 

令和３年３月 

「港区事業者向けセミナー」を実施 

新型コロナウイルス感染症対策、区内事業者の帰宅困難者対策についての事例紹

介 

 
（３）帰宅困難者対策に関する協力協定について 

 ・平成 24 年３月１日に区内 25 事業者と「災害発生時における帰宅困難者の受入れ等に関

する協力協定」を締結。以降、随時区内事業者等と協定締結を実施 

 ・平成 24 年３月１日に区内６警察署と「災害発生時における帰宅困難者の一時受入れ場

所の確保に関する覚書」を締結 

・平成 24年９月 27日に東日本旅客鉄道株式会社と帰宅困難者の受入れを含む協力協定を 

締結 

 ・平成 26 年９月１日に新橋駅周辺滞留者対策推進協議会から「民間事業者向け一時滞在

施設運営マニュアル」の作成報告を受ける。その後、協定締結促進等を目的に区・都Ｈ

Ｐで公表 

 ・令和２年 11 月１日に「一時滞在施設における新型コロナウイルス感染症対策マニュア

ル（案）」を作成して、区ＨＰで公表 

 ・令和４年 10 月１日に二次元コードを貼り付けたポスターを鉄道事業者等に配布及び掲

示 
 

帰宅困難者対策に関する協力協定締結数              （単位：団体） 

 30 年度以前 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

協定締結数 77 5 3 2 7 

(うち、開発事業に伴うもの) 21 4 2 0 6 

※民間事業者等との災害時協力協定について、総数は「災害時の民間応急協力事務」33 頁を参照 

 
 (４) 東京都・港区合同帰宅困難者対策訓練について 

令和２年２月４日に品川駅及びその周辺を会場とし、東京都と合同で令和元年度東 

京都・港区合同帰宅困難者対策訓練を実施しました。当日は利用者保護訓練や一斉帰 

宅抑制訓練、一時滞在施設の開設訓練や普及啓発などを行いました。 
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帰 宅 困 難 者 対 策 の 推 進  

各 総 合 支 所 

協 働 推 進 課  

防 災 課  

 
概 要 

大規模な地震が発生した場合には、鉄道は安全確認ができるまで運行を中止し、道路で
は家屋等の倒壊による通行止めや緊急車両以外の交通規制が行われるため、自宅に帰るこ
とが困難となる人が多数発生します。 

区は、災害時の混乱を防止し地域の安全を確保するため、事業者等の一斉帰宅の抑制を
推進するとともに、旅行や観光等で港区を訪れ災害時に安全を確保する場所がない人のた
めに一時滞在施設の確保を進めています。 

また、災害時は、人的・物的にも公助のみで対応をすることが困難なことから、駅周辺
事業者を中心とした帰宅困難者対策を推進する共助の団体の設立及び運営支援を行い、実
効性のある防災体制の構築を図っています。 

 

根拠法令 等 

港区防災対策基本条例 
東京都帰宅困難者対策条例 

 

事 業 の 状 況 

 
（１）区内駅周辺滞留者対策推進協議会の状況 

名称 
設立 

年度 
備考 

品川駅周辺滞留者対策推進協議会 20 
防災課が設立 

平成 25 年度から高輪地区総合支所が運営実施 

台場駅周辺滞留者対策推進協議会 23 

芝浦港南地区総合支所が設立 

台場地域防災連絡会（H23）が平成 27 年度に名称変

更したもの 

田町駅周辺滞留者対策推進協議会 23 
防災課が設立 

平成 28 年度から芝浦港南地区総合支所が運営実施 

浜松町駅周辺滞留者対策推進協議会 24 
防災課が設立 

平成 28 年度から芝地区総合支所が運営実施 

新橋駅周辺滞留者対策推進協議会 24 
防災課が設立 

平成 28 年度から芝地区総合支所が運営実施 

白金高輪駅周辺滞留者対策推進協議会 25 
防災課が設立 

平成 28 年度から高輪地区総合支所が運営実施 

赤坂青山地域滞留者対策推進協議会 26 

赤坂地区総合支所が設立 

乃木坂防災協議会（H22）と青山通り防災協議会（H23）

が合併し設立され（H26）、平成 27 年度に赤坂地区も

加わり、運営実施 

赤坂青山防災協議会（H27）が名称変更したもの 

六本木駅周辺滞留者対策推進協議会 27 
防災課が設立 

平成 29 年度から麻布地区総合支所が運営実施 

虎ノ門地域滞留者対策推進協議会 29 

虎ノ門地区都市再生安全確保計画作成部会において

設立 

令和２年度から芝地区総合支所が運営実施 

 

 

 

 

（２）事業所向け防災対策の主な支援内容 

年月 主な内容 

平成 30 年１月 

「港区事業者向けセミナー」を実施 

区の防災対策、東京都の取組、区内事業者から防災活動と訓練の取組状況につい

て説明 

平成 31 年１月 

「港区事業者向けセミナー」を実施 

区の防災対策、東京都の取組、区内事業者から防災活動と訓練の取組状況につい

て説明 

令和３年３月 

「港区事業者向けセミナー」を実施 

新型コロナウイルス感染症対策、区内事業者の帰宅困難者対策についての事例紹

介 

 
（３）帰宅困難者対策に関する協力協定について 

 ・平成 24 年３月１日に区内 25 事業者と「災害発生時における帰宅困難者の受入れ等に関

する協力協定」を締結。以降、随時区内事業者等と協定締結を実施 

 ・平成 24 年３月１日に区内６警察署と「災害発生時における帰宅困難者の一時受入れ場

所の確保に関する覚書」を締結 

・平成 24年９月 27日に東日本旅客鉄道株式会社と帰宅困難者の受入れを含む協力協定を 

締結 

 ・平成 26 年９月１日に新橋駅周辺滞留者対策推進協議会から「民間事業者向け一時滞在

施設運営マニュアル」の作成報告を受ける。その後、協定締結促進等を目的に区・都Ｈ

Ｐで公表 

 ・令和２年 11 月１日に「一時滞在施設における新型コロナウイルス感染症対策マニュア

ル（案）」を作成して、区ＨＰで公表 

 ・令和４年 10 月１日に二次元コードを貼り付けたポスターを鉄道事業者等に配布及び掲

示 
 

帰宅困難者対策に関する協力協定締結数              （単位：団体） 

 30 年度以前 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

協定締結数 77 5 3 2 7 

(うち、開発事業に伴うもの) 21 4 2 0 6 

※民間事業者等との災害時協力協定について、総数は「災害時の民間応急協力事務」33 頁を参照 

 
 (４) 東京都・港区合同帰宅困難者対策訓練について 

令和２年２月４日に品川駅及びその周辺を会場とし、東京都と合同で令和元年度東 

京都・港区合同帰宅困難者対策訓練を実施しました。当日は利用者保護訓練や一斉帰 

宅抑制訓練、一時滞在施設の開設訓練や普及啓発などを行いました。 
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備 蓄 倉 庫 ・ 備 蓄 物 資 の 充 実  防 災 課  

 

概 要 

災害発生時に、被災者を救援するため非常食料や毛布などの生活必需品・医療防疫用資

機材等を区内の防災備蓄倉庫に備蓄しています。 

  避難所として指定されている区立小・中学校や区有施設の備蓄倉庫・備蓄物資の充実に

取り組んでいます。 

 

内 容 

発災後直ちに必要となる物資（食料・毛布等）を、避難所に備蓄しています。 

また、避難所で備蓄物資が足りない場合に備え、民間からの借上げ倉庫等を活用し、備 

蓄物資を補充できるよう整備しています。 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症等の感染疑いがある場合に使用できる隔離用

テントを配備しました。 

また、令和４年度には、女性が安心して避難生活を送ることができるようにするため、

生理用ショーツやおりものシート、風呂敷型の授乳ケープなどを配備しました。 

  

根拠法令等 

    災害対策基本法 

 
事業開始時期 

  昭和 49 年２月 

 

関係発行物 

  港区地域防災計画 

 
事業の状況 

（令和５年４月１日現在） 

  備蓄倉庫設置施設 合計 129 か所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備蓄物資現在高一覧（令和５年４月１日現在） 

食
料 

クリームサンド

ビスケット 
35,000 食 ライスクッキー 103,120 食 

保 存 水 

（500ml） 
713,780 本 

アルファ米 300,650 食 お か ゆ 13,350 食 粉ミルクセット 58 ｾｯﾄ 

液体ミルク 

（240ml） 
3,600 本 梅干し 11,600 個   

生
活
必
需
品 

生 理 用 品 31,218 枚 子ども用おむつ 59,664 枚 大人用おむつ 21,094 枚 

毛 布 

(タオルケット含) 
127,300 枚 

カーペット 

マット 
63,530 枚 バ ケ ツ 2,396 個 

ウェットタオル 20,000 枚 
ウェットティッシュ 

（10 枚入り） 
35,000 ｾｯﾄ 

ポリタンク 

（大）20 ㍑ 
4,139 個 

トイレット 

ペーパー 
19,488 個 

女 性 専 用 

集合トイレ 
30 ｾｯﾄ 

多人数用救急セット 

（アルミケース入） 
57 箱 

エ コ 食 器 

セ ッ ト 
549 ｾｯﾄ 

給 水 袋 

（1 枚 6 ㍑） 
35,000 枚 ブルーシート 3,324 枚 

使 い 捨 て 

哺 乳 瓶 
3,350 個 ガスコンロ 58 台 

カセットガス 

（3 本組） 
58 組 

女性用防災 

グ ッ ズ 
28,000 ｾｯﾄ 

風 呂 敷 兼 

授乳ケープ 
1,000 個 

生 理 用 

ショーツ 
40,320 枚 

救
助
用
資
機
材
等 

濾 水 機 56 台 
組 立 水 槽 

（500 ㍑） 
86 台 

投 光 器 

（ハロゲン） 
150 ｾｯﾄ 

発 電 機 340 台 
炊 飯 器 

（バーナー） 
120 台 

汚物圧縮保管

セ ッ ト 
6,168 ｾｯﾄ 

電 気 

メ ガ ホ ン 
48 個 

テ ン ト 

（3m×4.5m） 
182 張 簡 易 便 所 464 台 

便 袋 652,000 枚 担 架 342 台 リ ヤ カ ー 121 台 

大 工 道 具 

セ ッ ト 
98 箱 

ウォーターバルーン 

（1,000 ㍑） 
19 個 

携 行 缶 

（20 ㍑入） 
189 缶 

寝 棺 30 棺 
ストレッチャー 

パ ッ ク 
200 袋 

救出資器材 

セ ッ ト 
886 ｾｯﾄ 

間 仕 切 

パ ネ ル 
327 ｾｯﾄ 

ハ ン デ ィ 

ブレーカー 
80 ｾｯﾄ 

多 目 的 

ハ ウ ス 
58 台 

蓄電池セット 83 ｾｯﾄ 空気亜鉛電池 33 台   

避
難
所
環
境
改
善
の
た
め
の
物
品 

冷風機 88 台 大型扇風機 88 台 
プラスチック 

パーテーション 
450 部屋 

LED ランタン 2,380 個 小型扇風機 1,190 個 寝袋 180 個 

個人用マット 540 枚 
ブ ロ ッ ク 

カーペット 
36 組 スウェット 36 組 

バスタオル 180 ｾｯﾄ     
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感
染
症
対
策
物
資 

非接触型温度計 80 個 電子体温計 1,000 個 消毒液 164 本 

次亜塩素酸 

ナトリウム 
164 本 

フェイス 

シールド 
467 個 ガウン 907 枚 

マスク 175,500 枚 液体ハミガキ 32,000 回分 
プラスチック

手 袋 
11,400 枚 

屋内テント 429 張 除菌消臭器 80 台 
感染対策 

キ ッ ト 
114 組 

体温計用消毒綿 84,000 枚 
ハンドソープ 

（500ml） 
120 本 

ハンドソープ

詰 め 替 え 用 

（4 ㍑） 

120 本 

ゴミ袋 3,600 枚     

燃
料
等 

ガ ソ リ ン 1,180 ㍑ オ イ ル 32 ㍑ 灯 油 1,494 ㍑ 

 

 

ミルクセット内訳：調製粉乳７箱（24 袋/箱）、紙コップ２箱（100 個/箱） 

箱ティッシュ５箱（400 枚／箱）、ビニール袋 100 枚 

 

エコ食器セット内訳：どんぶり小×100 個、どんぶり角×100 個、プレート×100 枚、 

紙コップ×100 個、フォーク×100 本、スプーン×100 本、 

割り箸×200 膳 

 

蓄電池セット内訳：蓄電池２台（1,640Wh/台）、太陽光充電セット、 

スマートフォン充電用セット 

 

感染対策キット内訳：マスク（DS-2）１枚、ゴーグル１個、防護服１着、 

シューズカバー１足、手袋（インナー）１双、 

手袋（アウター）１双 

 

女性用防災グッズ内訳：おりものシート 38 枚、カイロ 10 枚、フリーザーパック５枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マ ン ホ ー ル ト イ レ の 整 備 防 災 課 

 

概 要 

  平成７年１月の阪神淡路大震災では、ライフラインが広域的に断絶し、避難所における

トイレの確保、し尿処理対策が深刻な問題となりました。 

  この教訓を踏まえ、港区では避難所に指定されている区立小・中学校や区有施設および

公園等に可能な限りマンホールトイレを整備し、震災時のトイレ対策を推進しています。 

 

内 容 

平成 18 年度に定めた「災害時用マンホールトイレ整備方針」に基づき、設置が可能な

区立小・中学校及び区有施設等に、マンホールトイレを整備しています。 

また、マンホールトイレの整備基数に応じて、トイレ用テントや便器を配備しています。 

令和４年度には、新設施設を中心に 45 基整備しました。 

区では、マンホールトイレが災害時に使用できない場合も想定し、簡易トイレや携帯ト

イレの備蓄も併せて行っています。 

 

事 業 の 状 況 

区内マンホールトイレ整備状況（令和５年４月１日現在）      （単位：基） 

地 区 小・中学校 その他区有施設 公園・児童遊園 

下水道局整備

による使用可

能なマンホー

ル数 

合 計 

芝地区 20 40 39 3 102 

麻布地区 50 57 40 0 147 

赤坂地区 30 11 6 3 50 

高輪地区 38 29 51 1 119 

芝浦港南地区 35 11 44 5 95 

合計 173 148 180 12 513 
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共 同 住 宅 の 震 災 対 策  防 災 課  

（※令和元年度まで「高層住宅の震災対策」） 

概 要 

共同住宅の防災力を高めることを目的として、共同住宅内の組織や防災計画づくり、防

災設備の充実のための支援を行い、共同住宅での防災対策を推進します。 

 

経 過 

 

根 拠 法 令 等 

港区防災対策基本条例 

港区共同住宅の震災対策の促進に関する要綱 

港区高層住宅及び中層住宅への防災資器材助成実施要綱 

港区エレベーター用防災チェア配付事業実施要綱 
  

  

年度 主 な 内 容 

20 
港区高層住宅の防災対策に関する検討懇談会を開催（全３回） 

港区高層住宅の震災対策に関する基本方針を策定 

21 
港区高層住宅の震災対策実態調査を実施 

高層住宅の震災対策啓発用 DVD「必ず来る大地震 今！備えること！！」を制作 

22 

高層住宅における自主防災組織の結成や防災計画策定を支援するため、区と契約をし

た事業者から防災アドバイザーを派遣 

「マンション防災ハンドブック」を作成 

23 
高層住宅の防災体制づくりを支援するために、高層住宅等からの申請に基づいて、区

に登録している防災アドバイザーの派遣を開始 

25 高層住宅内の防災設備の充実を目的とし、防災資器材の助成を開始 

27 
中規模の共同住宅に対しても防災設備の充実を図るため、防災資器材助成の対象を６

階以上かつ 100 戸以上から６階以上かつ 50戸以上に拡大 

29 

高層住宅の管理者を対象に、防災対策の取組状況に関する調査を実施し、回答した住

宅には、取組状況と対策を記載した「防災カルテ」を作成 

高層住宅の管理者を区職員が直接訪問し、防災対策の助言や区の支援制度等を周知 

港区高層住宅の防災対策に関する検討会を開催（全３回） 

「マンション防災ハンドブック」を「マンション震災対策ハンドブック～在宅避難の

すすめ～」に改定 

２ 

全ての共同住宅を対象に震災対策を推進するため、高層住宅の防災資器材助成の対象

を６階以上かつ 20戸以上に拡大、新たに３階から５階かつ 10 戸以上の中層住宅を対

象にエレベーターチェア及び備蓄品の助成を開始、防災アドバイザーの派遣対象を全

ての共同住宅に拡大 

４ 

中層住宅へのエレベーター用防災チェア配付については、これまでの配付要件「防災

組織が結成されている共同住宅」を廃止し、設置を希望する全ての共同住宅へ無償配

付を開始 

区内の希望する共同住宅を対象に、エレベーターの閉じ込め対応訓練を開始 

 

  

事 業 の 状 況 

（１）高層住宅への防災資器材助成 

高層住宅としての自助を強化するため、地階を除く６階以上かつ 20 戸以上の高層

住宅の居住者で結成された、共同住宅防災組織に対し、防災資器材を助成しています。 

※平成 25 年６月から事業を開始、平成 27 年４月に対象を６階以上かつ 50 戸以上に

拡大、令和２年４月に対象を６階以上かつ 20 戸以上に拡大しています。 

 

高層住宅への防災資器材助成実績              （単位：棟） 

年度 港区全体 芝 麻布 赤坂 高輪 芝浦港南 

30 11 1 5 2 0 3 

元 5 1 0 1 0 3 

２ 8 1 2 0 2 3 

３ 8 2 1 3 2 0 

４ 7 1 3 1 2 0 

 

（２）中層住宅へのエレベーター用防災チェア及び備蓄品の助成 

中層住宅の防災組織の結成を促進し、災害対応力を強化するため、地階を除く３階

から５階かつ 10 戸以上の中層住宅に対し、エレベーター用防災チェア及び備蓄品を

助成しています。 

※中層住宅のエレベーターチェア用防災助成は、令和４年 10 月 31 日まで。その後

はエレベーター用防災チェア配付事業に一本化。備蓄品の助成は継続。 

   中層住宅へのエレベーターチェア及び備蓄品の助成実績    （単位：棟） 

年度 港区全体 芝 麻布 赤坂 高輪 芝浦港南 

２ 2 0 1 0 1 0 

３ 2 0 2 0 0 0 

４ 2 0 0 1 1 0 

 

（３）共同住宅防災アドバイザー派遣 

共同住宅における自主防災組織の結成や防災計画策定を支援するため、防災に関す

る専門家を派遣しています。（詳細は「防災アドバイザー派遣」39 頁を参照） 

 ※令和２年４月から対象を拡大しています。 

共同住宅防災アドバイザー派遣実績             （単位：回） 

年度 港区全体 芝 麻布 赤坂 高輪 芝浦港南 

30 21 4 4 2 6 5 

元 25 11 1 0 10 3 

２ 38 5 4 2 18 9 

３ 15 3 3 0 9 0 

４ 26 6 4 4 11 1 

※派遣実績については「防災アドバイザー派遣」39 頁に同一情報を記載しています。 
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共 同 住 宅 の 震 災 対 策  防 災 課  

（※令和元年度まで「高層住宅の震災対策」） 

概 要 

共同住宅の防災力を高めることを目的として、共同住宅内の組織や防災計画づくり、防

災設備の充実のための支援を行い、共同住宅での防災対策を推進します。 

 

経 過 

 

根 拠 法 令 等 

港区防災対策基本条例 

港区共同住宅の震災対策の促進に関する要綱 

港区高層住宅及び中層住宅への防災資器材助成実施要綱 

港区エレベーター用防災チェア配付事業実施要綱 
  

  

年度 主 な 内 容 

20 
港区高層住宅の防災対策に関する検討懇談会を開催（全３回） 

港区高層住宅の震災対策に関する基本方針を策定 

21 
港区高層住宅の震災対策実態調査を実施 

高層住宅の震災対策啓発用 DVD「必ず来る大地震 今！備えること！！」を制作 

22 

高層住宅における自主防災組織の結成や防災計画策定を支援するため、区と契約をし

た事業者から防災アドバイザーを派遣 

「マンション防災ハンドブック」を作成 

23 
高層住宅の防災体制づくりを支援するために、高層住宅等からの申請に基づいて、区

に登録している防災アドバイザーの派遣を開始 

25 高層住宅内の防災設備の充実を目的とし、防災資器材の助成を開始 

27 
中規模の共同住宅に対しても防災設備の充実を図るため、防災資器材助成の対象を６

階以上かつ 100 戸以上から６階以上かつ 50戸以上に拡大 

29 

高層住宅の管理者を対象に、防災対策の取組状況に関する調査を実施し、回答した住

宅には、取組状況と対策を記載した「防災カルテ」を作成 

高層住宅の管理者を区職員が直接訪問し、防災対策の助言や区の支援制度等を周知 

港区高層住宅の防災対策に関する検討会を開催（全３回） 

「マンション防災ハンドブック」を「マンション震災対策ハンドブック～在宅避難の

すすめ～」に改定 

２ 

全ての共同住宅を対象に震災対策を推進するため、高層住宅の防災資器材助成の対象

を６階以上かつ 20戸以上に拡大、新たに３階から５階かつ 10 戸以上の中層住宅を対

象にエレベーターチェア及び備蓄品の助成を開始、防災アドバイザーの派遣対象を全

ての共同住宅に拡大 

４ 

中層住宅へのエレベーター用防災チェア配付については、これまでの配付要件「防災

組織が結成されている共同住宅」を廃止し、設置を希望する全ての共同住宅へ無償配

付を開始 

区内の希望する共同住宅を対象に、エレベーターの閉じ込め対応訓練を開始 

 

  

事 業 の 状 況 

（１）高層住宅への防災資器材助成 

高層住宅としての自助を強化するため、地階を除く６階以上かつ 20 戸以上の高層

住宅の居住者で結成された、共同住宅防災組織に対し、防災資器材を助成しています。 

※平成 25 年６月から事業を開始、平成 27 年４月に対象を６階以上かつ 50 戸以上に

拡大、令和２年４月に対象を６階以上かつ 20 戸以上に拡大しています。 

 

高層住宅への防災資器材助成実績              （単位：棟） 

年度 港区全体 芝 麻布 赤坂 高輪 芝浦港南 

30 11 1 5 2 0 3 

元 5 1 0 1 0 3 

２ 8 1 2 0 2 3 

３ 8 2 1 3 2 0 

４ 7 1 3 1 2 0 

 

（２）中層住宅へのエレベーター用防災チェア及び備蓄品の助成 

中層住宅の防災組織の結成を促進し、災害対応力を強化するため、地階を除く３階

から５階かつ 10 戸以上の中層住宅に対し、エレベーター用防災チェア及び備蓄品を

助成しています。 

※中層住宅のエレベーターチェア用防災助成は、令和４年 10 月 31 日まで。その後

はエレベーター用防災チェア配付事業に一本化。備蓄品の助成は継続。 

   中層住宅へのエレベーターチェア及び備蓄品の助成実績    （単位：棟） 

年度 港区全体 芝 麻布 赤坂 高輪 芝浦港南 

２ 2 0 1 0 1 0 

３ 2 0 2 0 0 0 

４ 2 0 0 1 1 0 

 

（３）共同住宅防災アドバイザー派遣 

共同住宅における自主防災組織の結成や防災計画策定を支援するため、防災に関す

る専門家を派遣しています。（詳細は「防災アドバイザー派遣」39 頁を参照） 

 ※令和２年４月から対象を拡大しています。 

共同住宅防災アドバイザー派遣実績             （単位：回） 

年度 港区全体 芝 麻布 赤坂 高輪 芝浦港南 

30 21 4 4 2 6 5 

元 25 11 1 0 10 3 

２ 38 5 4 2 18 9 

３ 15 3 3 0 9 0 

４ 26 6 4 4 11 1 

※派遣実績については「防災アドバイザー派遣」39 頁に同一情報を記載しています。 
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（４）エレベーター用防災チェア配付 

 大規模地震等でエレベーターが停止し、閉じ込めが発生した際にエレベーターを利

用している者の安全及び安心を確保することを目的として、設置を希望する全ての

共同住宅にエレベーター用防災チェアを無償で配付しています。 

 

エレベーター用防災チェア配付実績 

年度 港区全体 芝 麻布 赤坂 高輪 芝浦港南 

４ 450 49 117 74 154 56 

  

(５) エレベーター閉じ込め対応訓練 

    大規模地震等でエレベーターが停止し、かご内に人が閉じ込められ、復旧及び救助

を待つ間、区民が安心して対処できるようにすることを目的として、区内の共同住宅

を対象に、エレベーター閉じ込め対応訓練を実施しています。 

     

    エレベーター閉じ込め対応訓練実施実績 

年度 港区全体 芝 麻布 赤坂 高輪 芝浦港南 

４ 9 1 0 0 1 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 時 の 民 間 応 急 協 力 事 務  防 災 課  

  
概 要 

災害の発生時、区のみでは十分な応急対策活動ができない場合に備え、医療救護活動、

食料、飲料水及び燃料等の供給等について、物資及び労務の提供を優先的に受けられるよ

う民間団体等と協力協定を締結して応急協力体制の確立に努めています。 

今後、帰宅困難者対策等を推進する中で、さらに協定などによる民間協力を拡充してい 

く予定です。 

  
内 容 

災害発生時、民間団体等は区の要請に基づき協定内容に従い災害応急協力活動に従事し

ます。 

 
事業開始時期 

昭和 52 年３月 

 
事 業 の 状 況 

協定締結の件数（令和５年４月１日現在）            （単位：団体） 
 
 
 
 
 
 
 

協定種別締結団体（令和５年４月１日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協定種別 団  体  名 

医 療 関 係 港区医師会、港区芝歯科医師会、港区麻布赤坂歯科医師会 等 

食料・飲料水関係 東京都米穀小売商組合港支部、東京都麺類協同組合 等 

応急対策業務関係 港土木防災協力会、港区建設業防災協議会、港区管工事防災協力会 等 

物資輸送・燃料関係 東京都トラック協会港支部、東京都石油商業組合都心支部 等 

そ の 他 日本救助犬協会、区内郵便局、港法曹会、港区社会福祉協議会、港区国際

交流協会 等 

※一団体で複数の協定を締結している場合があります。 
 

年度 30 以前 元 ２ ３ ４ 合計 

締結件数 136 2 12 7 6 163 
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（４）エレベーター用防災チェア配付 

 大規模地震等でエレベーターが停止し、閉じ込めが発生した際にエレベーターを利

用している者の安全及び安心を確保することを目的として、設置を希望する全ての

共同住宅にエレベーター用防災チェアを無償で配付しています。 

 

エレベーター用防災チェア配付実績 

年度 港区全体 芝 麻布 赤坂 高輪 芝浦港南 

４ 450 49 117 74 154 56 

  

(５) エレベーター閉じ込め対応訓練 

    大規模地震等でエレベーターが停止し、かご内に人が閉じ込められ、復旧及び救助

を待つ間、区民が安心して対処できるようにすることを目的として、区内の共同住宅

を対象に、エレベーター閉じ込め対応訓練を実施しています。 

     

    エレベーター閉じ込め対応訓練実施実績 

年度 港区全体 芝 麻布 赤坂 高輪 芝浦港南 

４ 9 1 0 0 1 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 時 の 民 間 応 急 協 力 事 務  防 災 課  

  
概 要 

災害の発生時、区のみでは十分な応急対策活動ができない場合に備え、医療救護活動、

食料、飲料水及び燃料等の供給等について、物資及び労務の提供を優先的に受けられるよ

う民間団体等と協力協定を締結して応急協力体制の確立に努めています。 

今後、帰宅困難者対策等を推進する中で、さらに協定などによる民間協力を拡充してい 

く予定です。 

  
内 容 

災害発生時、民間団体等は区の要請に基づき協定内容に従い災害応急協力活動に従事し

ます。 

 
事業開始時期 

昭和 52 年３月 

 
事 業 の 状 況 

協定締結の件数（令和５年４月１日現在）            （単位：団体） 
 
 
 
 
 
 
 

協定種別締結団体（令和５年４月１日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協定種別 団  体  名 

医 療 関 係 港区医師会、港区芝歯科医師会、港区麻布赤坂歯科医師会 等 

食料・飲料水関係 東京都米穀小売商組合港支部、東京都麺類協同組合 等 

応急対策業務関係 港土木防災協力会、港区建設業防災協議会、港区管工事防災協力会 等 

物資輸送・燃料関係 東京都トラック協会港支部、東京都石油商業組合都心支部 等 

そ の 他 日本救助犬協会、区内郵便局、港法曹会、港区社会福祉協議会、港区国際

交流協会 等 

※一団体で複数の協定を締結している場合があります。 
 

年度 30 以前 元 ２ ３ ４ 合計 

締結件数 136 2 12 7 6 163 

 

33



 

大 規 模 被 災 地 へ の 支 援（ 国 内 ・ 外 国 等 ）  防 災 課  

 
概 要 

大規模な災害が発生した際には、被災した区市町村の災害対策が円滑に実施されるよ

う、被災地以外の区市町村が必要な支援を行うことが重要です。 

災害対策基本法では、被災自治体への応援の義務について定められています。 

区は、大規模災害により被災した他の区市町村の災害対策について積極的に支援しま

す。 

また、国際協力として、海外の国又は地域（外国等）の大規模災害被災地への支援も行

っています。 

 
内 容 

（１）区が行う支援 

① 防災備蓄物資その他の物資の供与（国内及び外国等） 

② 防災資機材等の供与又は貸与（国内及び外国等） 

③ 物資及び防災資機材等の輸送（国内及び外国等） 

④ 災害応急対策等に従事する職員の派遣（国内） 

⑤ 見舞金の支給（国内及び外国等） 

（２）区民等の支援活動に対する援助 

① 被災地でボランティア活動を行う区民のボランティア保険料を区が負担（国内） 

（港区社会福祉協議会のボランティア保険加入者が対象） 

② 被災地でボランティア活動を行う団体への防災資機材の貸与（国内） 

 

根拠法令等 

（国内）港区大規模災害被災地の支援等に関する条例 

（国内）港区大規模災害被災地に対する見舞金の支給基準 

（外国等）港区外国等の災害に対する見舞金等の支給に関する要綱 
 
事業の状況  

（国内） 

大規模災害発生日 援助先 災害内容 援助内容 

平成 19 年７月 16 日 
新潟県 

新潟県中越沖地震 

見舞金 100 万円、救援物資 

援助及び職員派遣 

長野県 見舞金 20 万円 

平成 20 年６月 18 日 
岩手県 

岩手・宮城内陸地震 
見舞金 20 万円 

宮城県 見舞金 20 万円 

平成 23 年３月 11 日 

宮城県 

東北地方太平洋沖地震 

（東日本大震災） 

見舞金各 1,000 万円、救援物

資援助、支援物資及び防災資

機材等の輸送、職員派遣、医

療チーム派遣（福島県）等 

岩手県 

福島県 

茨城県 見舞金 300 万円等 

平成 23 年８月下旬 和歌山県 台風 12 号 見舞金 80 万円 

平成 25年 10月 16日 東京都大島町 台風 26 号 見舞金 50 万円 
 

 

 
（外国等） 

援助・寄贈日 援助先 災害内容 援助内容 

平成 24 年８月 31 日 イラン・イスラム共和国 地震 見舞金 80 万円 

平成 25 年５月 15 日 中華人民共和国 地震 見舞金 100 万円 

平成 25 年６月 13 日 アメリカ合衆国 竜巻 見舞金 80 万円 

平成 25 年８月 16 日 中華人民共和国 豪雨、地震 見舞金 150 万円 

平成 25年 11月 22日 フィリピン共和国 台風 見舞金 100 万円 

平成 26 年８月５日 中華人民共和国 地震 見舞金 80 万円 

平成 27 年１月 23 日 マラウイ共和国 豪雨 見舞金 80 万円 

平成 27年 10月 29日 フィリピン共和国 台風 見舞金 100 万円 

平成 27年 11月 17日 アフガニスタン・イスラム共和国 地震 見舞金 60 万円 

平成 28 年２月 12 日 台湾 地震 見舞金 20 万円 

平成 28 年３月 11 日 フィジー共和国 サイクロン 見舞金 60 万円 

大規模災害発生日 援助先 災害内容 援助内容 

平成 26 年８月９日 

～10 日 

徳島県那賀町 
台風 11 号 

見舞金 20 万円 

高知県四万十町 見舞金 20 万円 

平成 26 年８月 20 日 広島県広島市 土砂災害 見舞金 50 万円 

平成 27 年９月 11 日 栃木県鹿沼市 台風 18 号 見舞金 20 万円 

平成 28 年４月 14 日 
熊本県 

平成 28 年熊本地震 

見舞金 100 万円、救援物資援

助、職員派遣（熊本市） 

大分県 見舞金 20 万円 

平成 28年 10月 21日 鳥取県 鳥取県中部地震 
見舞金 40 万円、落果梨の買

入、職員派遣（北栄町） 

平成 30 年６月 28 日

～７月８日 

広島県広島市 

平成 30 年７月豪雨 

見舞金 40 万円 

愛媛県西予市 見舞金 20 万円、職員派遣 

広島県三原市 

岡山県倉敷市 

愛媛県宇和島市 

職員派遣 

令和元年９月９日 

千葉県君津市 

台風 15 号 

救援物資援助、支援物資の輸

送、職員派遣 

千葉県南房総市 
防災資機材等の輸送、職員派

遣 

東京都大島町 職員派遣 

令和元年 10 月 12 日 

福島県いわき市 

台風 19 号 

見舞金 40 万円、救援物資援

助、支援物資の輸送 

宮城県石巻市 見舞金 40万円 

栃木県鹿沼市 見舞金 20万円 

埼玉県東松山市 職員派遣 

茨城県大子町 
防災資機材等の輸送、職員派

遣 

令和３年７月 19 日 静岡県熱海市 令和３年７月１日からの大雨 見舞金 20万円 

令和４年 10 月４日 

～８日 

令和４年 10 月 11 日 

～15 日 

静岡県静岡市 台風 15 号 清掃車・職員派遣 
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大 規 模 被 災 地 へ の 支 援（ 国 内 ・ 外 国 等 ）  防 災 課  

 
概 要 

大規模な災害が発生した際には、被災した区市町村の災害対策が円滑に実施されるよ

う、被災地以外の区市町村が必要な支援を行うことが重要です。 

災害対策基本法では、被災自治体への応援の義務について定められています。 

区は、大規模災害により被災した他の区市町村の災害対策について積極的に支援しま

す。 

また、国際協力として、海外の国又は地域（外国等）の大規模災害被災地への支援も行

っています。 

 
内 容 

（１）区が行う支援 

① 防災備蓄物資その他の物資の供与（国内及び外国等） 

② 防災資機材等の供与又は貸与（国内及び外国等） 

③ 物資及び防災資機材等の輸送（国内及び外国等） 

④ 災害応急対策等に従事する職員の派遣（国内） 

⑤ 見舞金の支給（国内及び外国等） 

（２）区民等の支援活動に対する援助 

① 被災地でボランティア活動を行う区民のボランティア保険料を区が負担（国内） 

（港区社会福祉協議会のボランティア保険加入者が対象） 

② 被災地でボランティア活動を行う団体への防災資機材の貸与（国内） 

 

根拠法令等 

（国内）港区大規模災害被災地の支援等に関する条例 

（国内）港区大規模災害被災地に対する見舞金の支給基準 

（外国等）港区外国等の災害に対する見舞金等の支給に関する要綱 
 
事業の状況  

（国内） 

大規模災害発生日 援助先 災害内容 援助内容 

平成 19 年７月 16 日 
新潟県 

新潟県中越沖地震 

見舞金 100 万円、救援物資 

援助及び職員派遣 

長野県 見舞金 20 万円 

平成 20 年６月 18 日 
岩手県 

岩手・宮城内陸地震 
見舞金 20 万円 

宮城県 見舞金 20 万円 

平成 23 年３月 11 日 

宮城県 

東北地方太平洋沖地震 

（東日本大震災） 

見舞金各 1,000 万円、救援物

資援助、支援物資及び防災資

機材等の輸送、職員派遣、医

療チーム派遣（福島県）等 

岩手県 

福島県 

茨城県 見舞金 300 万円等 

平成 23 年８月下旬 和歌山県 台風 12 号 見舞金 80 万円 

平成 25年 10月 16日 東京都大島町 台風 26 号 見舞金 50 万円 
 

 

 
（外国等） 

援助・寄贈日 援助先 災害内容 援助内容 

平成 24 年８月 31 日 イラン・イスラム共和国 地震 見舞金 80 万円 

平成 25 年５月 15 日 中華人民共和国 地震 見舞金 100 万円 

平成 25 年６月 13 日 アメリカ合衆国 竜巻 見舞金 80 万円 

平成 25 年８月 16 日 中華人民共和国 豪雨、地震 見舞金 150 万円 

平成 25年 11月 22日 フィリピン共和国 台風 見舞金 100 万円 

平成 26 年８月５日 中華人民共和国 地震 見舞金 80 万円 

平成 27 年１月 23 日 マラウイ共和国 豪雨 見舞金 80 万円 

平成 27年 10月 29日 フィリピン共和国 台風 見舞金 100 万円 

平成 27年 11月 17日 アフガニスタン・イスラム共和国 地震 見舞金 60 万円 

平成 28 年２月 12 日 台湾 地震 見舞金 20 万円 

平成 28 年３月 11 日 フィジー共和国 サイクロン 見舞金 60 万円 

大規模災害発生日 援助先 災害内容 援助内容 

平成 26 年８月９日 

～10 日 

徳島県那賀町 
台風 11 号 

見舞金 20 万円 

高知県四万十町 見舞金 20 万円 

平成 26 年８月 20 日 広島県広島市 土砂災害 見舞金 50 万円 

平成 27 年９月 11 日 栃木県鹿沼市 台風 18 号 見舞金 20 万円 

平成 28 年４月 14 日 
熊本県 

平成 28 年熊本地震 

見舞金 100 万円、救援物資援

助、職員派遣（熊本市） 

大分県 見舞金 20 万円 

平成 28年 10月 21日 鳥取県 鳥取県中部地震 
見舞金 40 万円、落果梨の買

入、職員派遣（北栄町） 

平成 30 年６月 28 日

～７月８日 

広島県広島市 

平成 30 年７月豪雨 

見舞金 40 万円 

愛媛県西予市 見舞金 20 万円、職員派遣 

広島県三原市 

岡山県倉敷市 

愛媛県宇和島市 

職員派遣 

令和元年９月９日 

千葉県君津市 

台風 15 号 

救援物資援助、支援物資の輸

送、職員派遣 

千葉県南房総市 
防災資機材等の輸送、職員派

遣 

東京都大島町 職員派遣 

令和元年 10 月 12 日 

福島県いわき市 

台風 19 号 

見舞金 40 万円、救援物資援

助、支援物資の輸送 

宮城県石巻市 見舞金 40万円 

栃木県鹿沼市 見舞金 20万円 

埼玉県東松山市 職員派遣 

茨城県大子町 
防災資機材等の輸送、職員派

遣 

令和３年７月 19 日 静岡県熱海市 令和３年７月１日からの大雨 見舞金 20万円 

令和４年 10 月４日 

～８日 

令和４年 10 月 11 日 

～15 日 

静岡県静岡市 台風 15 号 清掃車・職員派遣 
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援助・寄贈日 援助先 災害内容 援助内容 

平成 28 年５月 10 日 エクアドル共和国 地震 見舞金 40 万円 

平成 28 年６月３日 スリランカ民主社会主義共和国 豪雨 見舞金 80 万円 

平成 28 年７月７日 中華人民共和国 竜巻、豪雨 見舞金 60 万円 

平成 28 年７月 27 日 中華人民共和国 豪雨 見舞金 60 万円 

平成 28 年９月７日 イタリア共和国 地震 見舞金 40 万円 

平成 28年 10月 18日 ハイチ共和国 ハリケーン 見舞金 100 万円 

平成 29 年６月６日 スリランカ民主社会主義共和国 豪雨 見舞金 100 万円 

平成 29 年７月５日 中華人民共和国 山崩れ 見舞金 20 万円 

平成 29 年８月 30 日 中華人民共和国 地震 見舞金 80 万円 

平成 29年 11月 21日 イラン・イスラム共和国 地震 見舞金 80 万円 

平成 29 年 12 月７日 大韓民国 地震 見舞金 40 万円 

平成 30 年１月 15 日 フィリピン共和国 台風 見舞金 80 万円 

平成 30 年２月 22 日 台湾 地震 見舞金 20 万円 

令和元年６月 27 日 中華人民共和国 豪雨、地震 見舞金 60 万円 

令和３年８月 20 日 中華人民共和国 豪雨 見舞金 150 万円 

令和３年９月 13 日 ハイチ共和国 地震 見舞金 100 万円 

令和４年２月７日 フィリピン共和国 台風 見舞金 100 万円 

令和４年３月７日 マラウイ共和国 熱帯暴風雨 見舞金 100 万円 

令和４年５月 18 日 マダガスカル共和国 サイクロン 見舞金 80 万円 

令和４年５月 25 日 ブラジル連邦共和国 豪雨 見舞金 20 万円 

令和４年 11 月 17 日 パキスタン・イスラム共和国 洪水 見舞金 150 万円 

令和５年２月 17 日 シリア・アラブ共和国 地震 見舞金 60 万円 

令和５年２月 17 日 トルコ共和国 地震 見舞金 150 万円 

 
（災害以外） 

援助・寄贈日 援助先 被害内容 援助内容 

令和２年１月 31 日 中華人民共和国 
新型コロナウイル

ス感染拡大 
救援物資援助 

令和２年５月 13 日 東京都御蔵島村 
新型コロナウイル

ス感染拡大 
救援物資援助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

防 災 住 民 組 織 育 成 ・ 地 域 防 災 協 議 会 支 援  

各 総 合 支 所 

協 働 推 進 課  

防 災 課  

概 要 

区民を中心とした自主的な防災住民組織の結成を促進し、防災資器材の助成や活動助成

金を交付するとともに、防災住民組織からの要請に応じて防災研修や講演会を開催し、地

域での防災訓練等の防災活動を支援しています。 

  
内 容 

（１）防災住民組織が自主防災活動の目的を達成できるよう助成・支援 

（２）小学校区等を単位とした地域防災協議会が自主防災活動の目的を達成できるよう 

助成・運営の支援 

（３）地域の防災力向上のための学習の支援・防災マップの作成配布 

（４）避難所運営訓練・マニュアル等作成の支援 
 
根 拠 法 令 等 

災害対策基本法  

東京都震災対策条例 

港区防災対策基本条例 

防災住民組織の育成に関する要綱、地域防災協議会の支援に関する要綱 
 
事事業業開開始始時時期期  

昭和 51 年６月（防災住民組織活動育成） 

   平成８年４月（地域防災協議会等支援）  
 

事事 業業 のの 状状 況況  
（令和５年３月 31 日現在）  

区内防災住民組織    222 組織  

地域防災協議会      22 組織  
 
 
 
 
 

○区内防災住民組織（休会中の組織をのぞく） 

（単位：団体） 

地 区 組 織 数 
芝地区 66 

麻布地区 42 

赤坂地区 29 

高輪地区 45 

芝浦港南地区 40 

計 222 
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援助・寄贈日 援助先 災害内容 援助内容 

平成 28 年５月 10 日 エクアドル共和国 地震 見舞金 40 万円 

平成 28 年６月３日 スリランカ民主社会主義共和国 豪雨 見舞金 80 万円 

平成 28 年７月７日 中華人民共和国 竜巻、豪雨 見舞金 60 万円 

平成 28 年７月 27 日 中華人民共和国 豪雨 見舞金 60 万円 

平成 28 年９月７日 イタリア共和国 地震 見舞金 40 万円 

平成 28年 10月 18日 ハイチ共和国 ハリケーン 見舞金 100 万円 

平成 29 年６月６日 スリランカ民主社会主義共和国 豪雨 見舞金 100 万円 

平成 29 年７月５日 中華人民共和国 山崩れ 見舞金 20 万円 

平成 29 年８月 30 日 中華人民共和国 地震 見舞金 80 万円 

平成 29年 11月 21日 イラン・イスラム共和国 地震 見舞金 80 万円 

平成 29 年 12 月７日 大韓民国 地震 見舞金 40 万円 

平成 30 年１月 15 日 フィリピン共和国 台風 見舞金 80 万円 

平成 30 年２月 22 日 台湾 地震 見舞金 20 万円 

令和元年６月 27 日 中華人民共和国 豪雨、地震 見舞金 60 万円 

令和３年８月 20 日 中華人民共和国 豪雨 見舞金 150 万円 

令和３年９月 13 日 ハイチ共和国 地震 見舞金 100 万円 

令和４年２月７日 フィリピン共和国 台風 見舞金 100 万円 

令和４年３月７日 マラウイ共和国 熱帯暴風雨 見舞金 100 万円 

令和４年５月 18 日 マダガスカル共和国 サイクロン 見舞金 80 万円 

令和４年５月 25 日 ブラジル連邦共和国 豪雨 見舞金 20 万円 

令和４年 11 月 17 日 パキスタン・イスラム共和国 洪水 見舞金 150 万円 

令和５年２月 17 日 シリア・アラブ共和国 地震 見舞金 60 万円 

令和５年２月 17 日 トルコ共和国 地震 見舞金 150 万円 

 
（災害以外） 

援助・寄贈日 援助先 被害内容 援助内容 

令和２年１月 31 日 中華人民共和国 
新型コロナウイル

ス感染拡大 
救援物資援助 

令和２年５月 13 日 東京都御蔵島村 
新型コロナウイル

ス感染拡大 
救援物資援助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

防 災 住 民 組 織 育 成 ・ 地 域 防 災 協 議 会 支 援  

各 総 合 支 所 

協 働 推 進 課  

防 災 課  

概 要 

区民を中心とした自主的な防災住民組織の結成を促進し、防災資器材の助成や活動助成

金を交付するとともに、防災住民組織からの要請に応じて防災研修や講演会を開催し、地

域での防災訓練等の防災活動を支援しています。 

  
内 容 

（１）防災住民組織が自主防災活動の目的を達成できるよう助成・支援 

（２）小学校区等を単位とした地域防災協議会が自主防災活動の目的を達成できるよう 

助成・運営の支援 

（３）地域の防災力向上のための学習の支援・防災マップの作成配布 

（４）避難所運営訓練・マニュアル等作成の支援 
 
根 拠 法 令 等 

災害対策基本法  

東京都震災対策条例 

港区防災対策基本条例 

防災住民組織の育成に関する要綱、地域防災協議会の支援に関する要綱 
 
事事業業開開始始時時期期  

昭和 51 年６月（防災住民組織活動育成） 

   平成８年４月（地域防災協議会等支援）  
 

事事 業業 のの 状状 況況  
（令和５年３月 31 日現在）  

区内防災住民組織    222 組織  

地域防災協議会      22 組織  
 
 
 
 
 

○区内防災住民組織（休会中の組織をのぞく） 

（単位：団体） 

地 区 組 織 数 
芝地区 66 

麻布地区 42 

赤坂地区 29 

高輪地区 45 

芝浦港南地区 40 

計 222 
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○地域防災協議会 

地 区 協 議 会 名 

芝地区 

愛宕一之部防災会 

愛宕二の部地区防災会 

愛宕三之部防災会連合会 

愛宕四之部地区防災連合会 

芝小地区防災協議会 

芝・三田地区防災協議会 

赤羽小地区防災協議会 

麻布地区 

麻布小地区防災協議会 

東麻布防災防犯ネットワーク 

笄小地区防災協議会 

東町小地区防災協議会 

本村小地区防災協議会 

南山小地域防災協議会 

赤坂地区 
青山地区防災協議会 

赤坂地区防災ネットワーク 

高輪地区 

白金小地域防災会 

白金地区防災協議会 

高輪地区防災ネットワーク 

御田小地区防災協議会 

芝浦港南地区 

港南防災ネットワーク 

芝浦海岸地区防災協議会※ 

お台場地区防災協議会 

 
  ※令和４年５月に「芝浦小地区防災協議会」から「芝浦海岸地区防災協議会」に名称を変更しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防 災 ア ド バ イ ザ ー 派 遣  

各 総 合 支 所 

協 働 推 進 課  

防 災 課  

 

概 要 

地域や区民が主催する防災意識の高揚や防災知識の普及啓発のための講演会・学習会 

に、防災に関するアドバイザーを派遣することにより、支援する制度です。 
  

内 容 

（１）地域防災アドバイザー 

地域防災協議会、防災住民組織、町会・自治会などが、防災意識の醸成等を図るため

の講演会や団体が防災に関する相談を行いたいときに、区が防災に関する専門家（防災

アドバイザー）を派遣します。 

派遣回数は、１団体につき、年度あたり５回までです。 

（２）共同住宅防災アドバイザー 

共同住宅の居住者、管理組合及び管理事業者が結成した団体が、居住者相互の「共助」

による体制や組織づくりの推進のほか、防災計画や避難計画を策定する場合、また、居

住者の防災意識の高揚や防災知識の普及啓発のための講演会・学習会や地域の防災組織

との連携を行いたいときに、区が防災に関する専門家(防災アドバイザー)を派遣します。 

派遣回数は、１団体につき、年度あたり５回までです。 

ただし、防災組織の結成に向けた活動を推進する場合は最大 10 回まで延長すること 

ができます。 
 

根 拠 法 令 等 

港区防災対策基本条例 

防災住民組織の育成に関する要綱、地域防災協議会の支援に関する要綱 

港区共同住宅の震災対策の促進に関する要綱 

  港区防災アドバイザー派遣要綱 
 

事業開始時期 

平成 23 年７月 
 

事 業 の 状 況 

    【【派遣実績】                          （単位：回） 

地区 

年度 

港区全体 芝 麻布 赤坂 高輪 芝浦港南 

地域 共同 地域 共同 地域 共同 地域 共同 地域 共同 地域 共同 

30 25 21 0 4 0 4 4 2 20 6 1 5 

元 23 25 0 11 4 1 2 0 15 10 2 3 

２ 30 38 0 5 1 4 0 2 21 18 8 9 

３ 23 15 1 3 0 3 0 0 16 9 6 0 

４ 20 26 5 6 2 4 0 4 10 11 3 1 

※令和２年４月から対象を拡大しています。 
※共同住宅防災アドバイザー派遣実績については「共同住宅の震災対策」31 頁に同一情報

を記載しています。 
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○地域防災協議会 

地 区 協 議 会 名 

芝地区 

愛宕一之部防災会 

愛宕二の部地区防災会 

愛宕三之部防災会連合会 

愛宕四之部地区防災連合会 

芝小地区防災協議会 

芝・三田地区防災協議会 

赤羽小地区防災協議会 

麻布地区 

麻布小地区防災協議会 

東麻布防災防犯ネットワーク 

笄小地区防災協議会 

東町小地区防災協議会 

本村小地区防災協議会 

南山小地域防災協議会 

赤坂地区 
青山地区防災協議会 

赤坂地区防災ネットワーク 

高輪地区 

白金小地域防災会 

白金地区防災協議会 

高輪地区防災ネットワーク 

御田小地区防災協議会 

芝浦港南地区 

港南防災ネットワーク 

芝浦海岸地区防災協議会※ 

お台場地区防災協議会 

 
  ※令和４年５月に「芝浦小地区防災協議会」から「芝浦海岸地区防災協議会」に名称を変更しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防 災 ア ド バ イ ザ ー 派 遣  

各 総 合 支 所 

協 働 推 進 課  

防 災 課  

 

概 要 

地域や区民が主催する防災意識の高揚や防災知識の普及啓発のための講演会・学習会 

に、防災に関するアドバイザーを派遣することにより、支援する制度です。 
  

内 容 

（１）地域防災アドバイザー 

地域防災協議会、防災住民組織、町会・自治会などが、防災意識の醸成等を図るため

の講演会や団体が防災に関する相談を行いたいときに、区が防災に関する専門家（防災

アドバイザー）を派遣します。 

派遣回数は、１団体につき、年度あたり５回までです。 

（２）共同住宅防災アドバイザー 

共同住宅の居住者、管理組合及び管理事業者が結成した団体が、居住者相互の「共助」

による体制や組織づくりの推進のほか、防災計画や避難計画を策定する場合、また、居

住者の防災意識の高揚や防災知識の普及啓発のための講演会・学習会や地域の防災組織

との連携を行いたいときに、区が防災に関する専門家(防災アドバイザー)を派遣します。 

派遣回数は、１団体につき、年度あたり５回までです。 

ただし、防災組織の結成に向けた活動を推進する場合は最大 10 回まで延長すること 

ができます。 
 

根 拠 法 令 等 

港区防災対策基本条例 

防災住民組織の育成に関する要綱、地域防災協議会の支援に関する要綱 

港区共同住宅の震災対策の促進に関する要綱 

  港区防災アドバイザー派遣要綱 
 

事業開始時期 

平成 23 年７月 
 

事 業 の 状 況 

    【【派遣実績】                          （単位：回） 

地区 

年度 

港区全体 芝 麻布 赤坂 高輪 芝浦港南 

地域 共同 地域 共同 地域 共同 地域 共同 地域 共同 地域 共同 

30 25 21 0 4 0 4 4 2 20 6 1 5 

元 23 25 0 11 4 1 2 0 15 10 2 3 

２ 30 38 0 5 1 4 0 2 21 18 8 9 

３ 23 15 1 3 0 3 0 0 16 9 6 0 

４ 20 26 5 6 2 4 0 4 10 11 3 1 

※令和２年４月から対象を拡大しています。 
※共同住宅防災アドバイザー派遣実績については「共同住宅の震災対策」31 頁に同一情報

を記載しています。 
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防 災 学 校   防 災 課  

概 要 

  災害発生時に地域で身近な防災活動を行うことができ、平常時の地域防災力向上に貢献

できる人材を育成することを目的として実施しています。 

  

内 容 

地域の防災リーダーの活動を支援し、実際に防災活動している人が抱えている課題解決

のサポートを行うため、平成 22 年度から実施しています。 

平成 25 年度からは、内容を広く区民を対象とするものに見直し、一般区民の防災意識

の向上を図るとともに、平成 27 年度からは防災意識及び知識の向上を目的に、区内の防

災士有資格者を対象に研修を実施しています。 

  

事業開始時期 

平成 22 年６月 

  

事 業 の 状 況 

  防災士有資格者向け研修会                    （単位：人）  

講座名 内容 開催日 
参加 

者数 

防災士有資格者向け

研修会 
避難所生活と在宅避難の備えについて 令和４年 10 月 22 日 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災士資格取得者数（令和５年３月 31 日現在）       （単位：人） 

防
災
士
養
成
講
座
に 

よ
る
取
得
者 

地 区 資格取得者数 
芝地区 119 

麻布地区 108 
赤坂地区 86 

高輪地区 192 

芝浦港南地区 179 

在勤 201 

防災士資格取得支援制度による取得者 

(平成 29 年度から防災士養成講座に一本化) 113 

防災ボランティア養成講座による取得者 

（高輪・協働推進課） 6 

自費取得者（防災士会港区支部会員） 19 

計 1,023 
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防 災 学 校   防 災 課  

概 要 

  災害発生時に地域で身近な防災活動を行うことができ、平常時の地域防災力向上に貢献

できる人材を育成することを目的として実施しています。 

  

内 容 

地域の防災リーダーの活動を支援し、実際に防災活動している人が抱えている課題解決

のサポートを行うため、平成 22 年度から実施しています。 

平成 25 年度からは、内容を広く区民を対象とするものに見直し、一般区民の防災意識

の向上を図るとともに、平成 27 年度からは防災意識及び知識の向上を目的に、区内の防

災士有資格者を対象に研修を実施しています。 

  

事業開始時期 

平成 22 年６月 

  

事 業 の 状 況 

  防災士有資格者向け研修会                    （単位：人）  

講座名 内容 開催日 
参加 

者数 

防災士有資格者向け

研修会 
避難所生活と在宅避難の備えについて 令和４年 10 月 22 日 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災士資格取得者数（令和５年３月 31 日現在）       （単位：人） 

防
災
士
養
成
講
座
に 

よ
る
取
得
者 

地 区 資格取得者数 
芝地区 119 

麻布地区 108 
赤坂地区 86 

高輪地区 192 

芝浦港南地区 179 

在勤 201 

防災士資格取得支援制度による取得者 

(平成 29 年度から防災士養成講座に一本化) 113 

防災ボランティア養成講座による取得者 

（高輪・協働推進課） 6 

自費取得者（防災士会港区支部会員） 19 

計 1,023 
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消 防 団 活 動 へ の 助 成  防 災 課  

  

概 要 

 災害時に、地域の防災リーダーとして、初期消火や人命救助などにあたる消防団の訓練

や活動を支援します。 

 

内 容 

特別区の消防は都知事が所管し、消防団は東京都条例に基づき設置されています。 

区長は、消防団長の任命及び消防団員の任免承認の事務や消防団員の表彰を行っていま 

す。 

また、区は消防団活動による公務災害に備えた共済掛金の負担、消防団の通常時活動を

支援するため、活動費・訓練出動手当の支給、団員の装備・防災資機材助成、港区内消防

団ポンプ操法大会等の事業を実施しています。 

 

各消防団受け持ち区域と消防団員数（令和５年４月１日現在）   （単位：人）                           

消防団名 担 当 す る 町 丁 名 
定数 

合計 580 

現員数 

合計 516 

芝
消
防
団 

第１分団 新橋 1～6（レンガ通り東側地域）、東新橋 1・2 

220 201 

第２分団 芝公園 1～4、芝大門 1・2、浜松町 1・2、海岸 1 

第３分団 西新橋 1～3、愛宕 1・2、新橋 1～6（レンガ通り西側地域） 

第４分団 虎ノ門 1・2（1番、2 番、10 番除く）、3・4・5 

第５分団 三田 1・2 

第６分団 三田 3～5、芝 5 の 29 番～37 番（1番～28 番を除く） 

第７分団 芝 1～4・5の 1番～28 番（29 番～37 番を除く） 

第８分団 芝浦 1～4、海岸 2・3、台場 1・2 

麻
布
消
防
団 

第１分団 西麻布 1～4、六本木 7 

120 98 
第２分団 南麻布 1～5 

第３分団 六本木 1～5、麻布台 1～3、麻布狸穴町、麻布永坂町 

第４分団 麻布十番 1～4、東麻布 1～3、元麻布 1～3、六本木 6 

赤
坂
消
防
団 

第１分団 赤坂 1～6、元赤坂 1、虎ノ門 2（1番、2 番、10 番） 

130 110 第２分団 元赤坂 2、赤坂 7～9、北青山 1・2、南青山 1・2 

第３分団 北青山 3、南青山 3～7 

高
輪
消
防
団 

第１分団 高輪 1～4（高輪 1丁目 1番～3番を除く） 

110 107 
第２分団 白金台 1～5 

第３分団 白金 1～6、高輪 1丁目 1番～3番 

第４分団 港南 1～5 

 

 

事 業 の 状 況 

港区内消防団ポンプ操法大会 令和４年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

中止。 

消防団運営経費、消防団員福祉共済掛金、訓練出動手当、消防団員装備品補助、 

歳末警戒用燃料補助 
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消 防 団 活 動 へ の 助 成  防 災 課  

  

概 要 

 災害時に、地域の防災リーダーとして、初期消火や人命救助などにあたる消防団の訓練

や活動を支援します。 

 

内 容 

特別区の消防は都知事が所管し、消防団は東京都条例に基づき設置されています。 

区長は、消防団長の任命及び消防団員の任免承認の事務や消防団員の表彰を行っていま 

す。 

また、区は消防団活動による公務災害に備えた共済掛金の負担、消防団の通常時活動を

支援するため、活動費・訓練出動手当の支給、団員の装備・防災資機材助成、港区内消防

団ポンプ操法大会等の事業を実施しています。 

 

各消防団受け持ち区域と消防団員数（令和５年４月１日現在）   （単位：人）                           

消防団名 担 当 す る 町 丁 名 
定数 

合計 580 

現員数 

合計 516 

芝
消
防
団 

第１分団 新橋 1～6（レンガ通り東側地域）、東新橋 1・2 

220 201 

第２分団 芝公園 1～4、芝大門 1・2、浜松町 1・2、海岸 1 

第３分団 西新橋 1～3、愛宕 1・2、新橋 1～6（レンガ通り西側地域） 

第４分団 虎ノ門 1・2（1番、2 番、10 番除く）、3・4・5 

第５分団 三田 1・2 

第６分団 三田 3～5、芝 5 の 29 番～37 番（1番～28 番を除く） 

第７分団 芝 1～4・5の 1番～28 番（29 番～37 番を除く） 

第８分団 芝浦 1～4、海岸 2・3、台場 1・2 

麻
布
消
防
団 

第１分団 西麻布 1～4、六本木 7 

120 98 
第２分団 南麻布 1～5 

第３分団 六本木 1～5、麻布台 1～3、麻布狸穴町、麻布永坂町 

第４分団 麻布十番 1～4、東麻布 1～3、元麻布 1～3、六本木 6 

赤
坂
消
防
団 

第１分団 赤坂 1～6、元赤坂 1、虎ノ門 2（1番、2 番、10 番） 

130 110 第２分団 元赤坂 2、赤坂 7～9、北青山 1・2、南青山 1・2 

第３分団 北青山 3、南青山 3～7 

高
輪
消
防
団 

第１分団 高輪 1～4（高輪 1丁目 1番～3番を除く） 

110 107 
第２分団 白金台 1～5 

第３分団 白金 1～6、高輪 1丁目 1番～3番 

第４分団 港南 1～5 

 

 

事 業 の 状 況 

港区内消防団ポンプ操法大会 令和４年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

中止。 

消防団運営経費、消防団員福祉共済掛金、訓練出動手当、消防団員装備品補助、 

歳末警戒用燃料補助 
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災 害 時 避 難 行 動 要 支 援 者 対 策  防 災 課  

 

概 要 
  高齢者、障害者、乳幼児等災害時に特に配慮を要する「要配慮者」のうち、自ら避難す

ることが困難で迅速な避難を確保するために特に支援を必要とする「避難行動要支援者」

を対象に、「災害時避難行動要支援者名簿」を作成し、災害時の安否確認や避難支援など

に活用します。 

内 容 

１ 登録要件に該当する人を抽出し、「災害時避難行動要支援者登録名簿」を作成してい 

ます。 

２ 平常時から支援関係者に対して登録情報を提供することに同意された避難行動要支

援者について、支援関係者※に名簿を提供するとともに、一人ひとりの状況に応じた具

体的な避難支援方法を事前に計画する「個別支援計画」を作成しています。 

３ 災害発生時には、区と支援関係者が連携して対応するため、災害対策基本法等の規定

に基づき全ての名簿を外部提供します。  

 ※ 支援関係者… 警察署、消防署、消防団、民生委員・児童委員、町会・自治会、 

高齢者相談センター、介護事業者等 

 

 ＜登録要件＞ 

（１）介護保険の要介護認定において要介護３から５までのいずれかに認定されている者

（要介護３の場合は、ひとり暮らし又は高齢者（65 歳以上）のみの世帯の者に限る。） 

（２）身体障害者手帳１・２級を所持するひとり暮らし又は他の世帯員全てが 65 歳以上

である者 

（３）愛の手帳１・２度を所持するひとり暮らし（親族等から日常生活の援助を受けてい

る場合を含む。）又は他の世帯員全てが 65 歳以上である者 

（４）精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持するひとり暮らし又は他の世帯員全てが 65

歳以上である者 

（５）第２号から前号までの障害者手帳を所持する者のみで構成する世帯の者 

（６）人工呼吸器を使用している者 

（７）前各号に準ずる者で区長が認める者 

根 拠 法 令 等 

災害対策基本法、港区防災対策基本条例、 

港区災害時避難行動要支援者登録事業実施要綱 

事業開始時期 

  平成 27 年 11 月 

事 業 の 状 況 

災害時避難行動要支援者該当者数  3,500 人 （令和５年３月 31 日現在） 

うち 名簿提供同意者数      1,599 人 

個別支援計画作成数     1,745 件 

 

防 災 知 識 の 普 及 ・ 啓 発 防 災 課 

  

概 要 

  出張防災講座の実施やパンフレット等の配布を通じて、区民の防災意識の醸成と防災知識

の向上を図り、自主防災活動の促進を目的としています。 

 

内 容 

（１）出張防災講座 

   区民、事業所からの依頼に応じて防災についての出張講座を行います。 

（２）パンフレット等の配布 

「大震災に備えて（日本語版・英語版・中国語版・ハングル版）」「港区防災地図（日

本語版・英語版・中国語版・ハングル版）」「津波ハザードマップ（日本語版・英語版）」

「土砂災害ハザードマップ（日本語版・英語版）」「高潮浸水ハザードマップ（日本語版・

英語版）」等のパンフレット類を防災課や総合支所等の窓口に設置するほかに、講演会

や防災訓練時に配布します。 

 

事業の状況 

出張防災講座実績                    （単位：団体） 

年度 港区全体 
防災住民組織 

（協議会含む） 

地域の 

自主グループ 
民間事業所等 大使館 学校 その他 

30 22 2 6 9 3 0 2 

元 13 3 5 3 1 1 0 

２ 13 3 5 1 0 1 3 

3 6 0 3 2 0 1 0 

4 4 0 2 1 0 1 0 

 

※平成 30 年度その他は、港区社会福祉協議会「災害ボランティア講座」における講座 

 ※令和２年度その他は、「みなと工房」、「芝消防署」、「港区社会福祉協議会」における講 

  座 
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災 害 時 避 難 行 動 要 支 援 者 対 策  防 災 課  

 

概 要 
  高齢者、障害者、乳幼児等災害時に特に配慮を要する「要配慮者」のうち、自ら避難す

ることが困難で迅速な避難を確保するために特に支援を必要とする「避難行動要支援者」

を対象に、「災害時避難行動要支援者名簿」を作成し、災害時の安否確認や避難支援など

に活用します。 

内 容 

１ 登録要件に該当する人を抽出し、「災害時避難行動要支援者登録名簿」を作成してい 

ます。 

２ 平常時から支援関係者に対して登録情報を提供することに同意された避難行動要支

援者について、支援関係者※に名簿を提供するとともに、一人ひとりの状況に応じた具

体的な避難支援方法を事前に計画する「個別支援計画」を作成しています。 

３ 災害発生時には、区と支援関係者が連携して対応するため、災害対策基本法等の規定

に基づき全ての名簿を外部提供します。  

 ※ 支援関係者… 警察署、消防署、消防団、民生委員・児童委員、町会・自治会、 

高齢者相談センター、介護事業者等 

 

 ＜登録要件＞ 

（１）介護保険の要介護認定において要介護３から５までのいずれかに認定されている者

（要介護３の場合は、ひとり暮らし又は高齢者（65 歳以上）のみの世帯の者に限る。） 

（２）身体障害者手帳１・２級を所持するひとり暮らし又は他の世帯員全てが 65 歳以上

である者 

（３）愛の手帳１・２度を所持するひとり暮らし（親族等から日常生活の援助を受けてい

る場合を含む。）又は他の世帯員全てが 65 歳以上である者 

（４）精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持するひとり暮らし又は他の世帯員全てが 65

歳以上である者 

（５）第２号から前号までの障害者手帳を所持する者のみで構成する世帯の者 

（６）人工呼吸器を使用している者 

（７）前各号に準ずる者で区長が認める者 

根 拠 法 令 等 

災害対策基本法、港区防災対策基本条例、 

港区災害時避難行動要支援者登録事業実施要綱 

事業開始時期 

  平成 27 年 11 月 

事 業 の 状 況 

災害時避難行動要支援者該当者数  3,500 人 （令和５年３月 31 日現在） 

うち 名簿提供同意者数      1,599 人 

個別支援計画作成数     1,745 件 

 

防 災 知 識 の 普 及 ・ 啓 発 防 災 課 

  

概 要 

  出張防災講座の実施やパンフレット等の配布を通じて、区民の防災意識の醸成と防災知識

の向上を図り、自主防災活動の促進を目的としています。 

 

内 容 

（１）出張防災講座 

   区民、事業所からの依頼に応じて防災についての出張講座を行います。 

（２）パンフレット等の配布 

「大震災に備えて（日本語版・英語版・中国語版・ハングル版）」「港区防災地図（日

本語版・英語版・中国語版・ハングル版）」「津波ハザードマップ（日本語版・英語版）」

「土砂災害ハザードマップ（日本語版・英語版）」「高潮浸水ハザードマップ（日本語版・

英語版）」等のパンフレット類を防災課や総合支所等の窓口に設置するほかに、講演会

や防災訓練時に配布します。 

 

事業の状況 

出張防災講座実績                    （単位：団体） 

年度 港区全体 
防災住民組織 

（協議会含む） 

地域の 

自主グループ 
民間事業所等 大使館 学校 その他 

30 22 2 6 9 3 0 2 

元 13 3 5 3 1 1 0 

２ 13 3 5 1 0 1 3 

3 6 0 3 2 0 1 0 

4 4 0 2 1 0 1 0 

 

※平成 30 年度その他は、港区社会福祉協議会「災害ボランティア講座」における講座 

 ※令和２年度その他は、「みなと工房」、「芝消防署」、「港区社会福祉協議会」における講 

  座 
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高 齢 者 世 帯 等 防 災 用 品 あ っ せ ん 事 業  防 災 課  

概概 要要  
ひとり暮らしの高齢者、ひとり暮らしの重度障害者、妊産婦等を対象に、防災用品の購

入をあっせんすることにより、災害時に支援を必要とする高齢者世帯等の生活の安全を確

保し、もって福祉の推進を図ります。 
 
内 容 

防災用品を自身で準備することが困難なひとり暮らしの高齢者、ひとり暮らしの重度障

害者、妊産婦等に防災用品の購入をあっせんします。 

（１）対象者 

区内に住所を有する在宅の人であって、次の①～④のいずれかに該当する人 

①  65 歳以上のひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯の人 

② 65 歳未満で次のアからウのいずれかに該当するひとり暮らしの人又はアからウに 

該当する人のみで構成される世帯の人 

ア 身体障害者手帳１～３級を有する人 

イ 愛の手帳１・２度を有する人 

ウ 精神障害者保健福祉手帳１級を有する人 

③ 母子健康手帳を発行された妊婦又は出産した月から１年後の月の前月末日までの 

産婦 

④ 高齢者、②アからウまでに掲げる人又は③に掲げる人のみの世帯の人 

（２）あっせんの回数 

１世帯につき１回限り 
 
根 拠 法 令 等 

港区高齢者世帯等防災用品あっせん事業実施要綱 
 
事業開始時期 

平成 24 年９月 
 
事 業 の 状 況 

件数                         （単位：人） 

年度 

区分 
30 元 ２ ３ ４ 

高齢者 23（ 7） 138 19 479 499 

障害者  1（ 1） 6 １ 33 9 

妊産婦 21（14） 22 31 27 15 

※平成 30 年度のカッコ書きは、10 月までの受付数 

平成 30 年 11 月からは防災危機管理室防災課で行っています。 

 

 

家 具 転 倒 防 止 器 具 等 助 成 及 び 取 付 支 援  

各 総 合 支 所 
協 働 推 進 課  

防 災 課  

 

概 要 

  震災時の家具転倒等による人的被害を最小限に抑えることを目的とし、世帯に対し、家

具転倒防止器具等を助成します。 

 

内 容 

区内に住民登録がある世帯に対し、下記の家具転倒防止器具等を助成します。申請にお

いてはポイント方式を採用し、品目ごとのポイントを定め、ひとり又は２人世帯は 150 ポ

イント(15,000 円相当)３人以上世帯は 195 ポイント（19,500 円相当）を助成の上限とし

ます。 

各世帯１回限りの助成で、高齢者のみの世帯や、障害者等を含む世帯、妊産婦を含む世

帯、ひとり親世帯には、助成を受けた家具転倒防止器具等の取付けを支援します。 

区営住宅・区立住宅・特定公共賃貸住宅にお住まいの方については、家具転倒防止対策

を目的にねじ止め器具で壁等に穴を空けた場合、原形に戻す義務を免除します。 

【取付支援対象世帯】 

区内に住民登録がある世帯のうち、自力で器具等を取り付けることが困難な次の 

（１）～（６）のいずれかに該当する世帯 
（１）65 歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯 

（２）要介護３以上の人を含む世帯 

（３）身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人を 

含む世帯 

（４）東京都難病医療費助成を受けている人を含む世帯 

（５）母子健康手帳を交付された妊婦又は出産した月から１年後の月の前月末日まで 

の産婦を含む世帯 

（６）母子又は父子のひとり親家庭 

 

種 別 内  容 

家具転倒 

防止器具 

つっぱり棒やネジ止めベルト式耐震金具、粘着シートを天井と家具の間又は壁と

家具に取り付けることにより、家具の滑り出しを防止し、家具の転倒を防ぎます。 

扉の開放 

防止器具 

食器棚等の扉にネジでクサリを取り付け、揺れによる扉の開放を防止し、食器類

の飛び出しを防ぎます。 

電化製品等の 

耐震ゴム 

ＯＡ機器、ガラス製品、花瓶等の下に 50mm 四方のポリウレタン製ゲル状粘着耐

震ゴムを敷くことにより、強力な粘着力で地震などによる衝撃、震動から守りま

す。 

ＯＡ機器用の 

耐震固定バンド 

パソコン、テレビ等を固定バンド式の粘着パッドで強力に固定し、転倒落下事故

を防ぎます。 

ガラス飛散 

防止フィルム 

窓や食器棚等にガラス飛散防止フィルムを貼り、ガラス破片の飛散によるケガを

防ぎます。 
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高 齢 者 世 帯 等 防 災 用 品 あ っ せ ん 事 業  防 災 課  

概概 要要  
ひとり暮らしの高齢者、ひとり暮らしの重度障害者、妊産婦等を対象に、防災用品の購

入をあっせんすることにより、災害時に支援を必要とする高齢者世帯等の生活の安全を確

保し、もって福祉の推進を図ります。 
 
内 容 

防災用品を自身で準備することが困難なひとり暮らしの高齢者、ひとり暮らしの重度障

害者、妊産婦等に防災用品の購入をあっせんします。 

（１）対象者 

区内に住所を有する在宅の人であって、次の①～④のいずれかに該当する人 

①  65 歳以上のひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯の人 

② 65 歳未満で次のアからウのいずれかに該当するひとり暮らしの人又はアからウに 

該当する人のみで構成される世帯の人 

ア 身体障害者手帳１～３級を有する人 

イ 愛の手帳１・２度を有する人 

ウ 精神障害者保健福祉手帳１級を有する人 

③ 母子健康手帳を発行された妊婦又は出産した月から１年後の月の前月末日までの 

産婦 

④ 高齢者、②アからウまでに掲げる人又は③に掲げる人のみの世帯の人 

（２）あっせんの回数 

１世帯につき１回限り 
 
根 拠 法 令 等 

港区高齢者世帯等防災用品あっせん事業実施要綱 
 
事業開始時期 

平成 24 年９月 
 
事 業 の 状 況 

件数                         （単位：人） 

年度 

区分 
30 元 ２ ３ ４ 

高齢者 23（ 7） 138 19 479 499 

障害者  1（ 1） 6 １ 33 9 

妊産婦 21（14） 22 31 27 15 

※平成 30 年度のカッコ書きは、10 月までの受付数 

平成 30 年 11 月からは防災危機管理室防災課で行っています。 

 

 

家 具 転 倒 防 止 器 具 等 助 成 及 び 取 付 支 援  

各 総 合 支 所 
協 働 推 進 課  

防 災 課  

 

概 要 

  震災時の家具転倒等による人的被害を最小限に抑えることを目的とし、世帯に対し、家

具転倒防止器具等を助成します。 

 

内 容 

区内に住民登録がある世帯に対し、下記の家具転倒防止器具等を助成します。申請にお

いてはポイント方式を採用し、品目ごとのポイントを定め、ひとり又は２人世帯は 150 ポ

イント(15,000 円相当)３人以上世帯は 195 ポイント（19,500 円相当）を助成の上限とし

ます。 

各世帯１回限りの助成で、高齢者のみの世帯や、障害者等を含む世帯、妊産婦を含む世

帯、ひとり親世帯には、助成を受けた家具転倒防止器具等の取付けを支援します。 

区営住宅・区立住宅・特定公共賃貸住宅にお住まいの方については、家具転倒防止対策

を目的にねじ止め器具で壁等に穴を空けた場合、原形に戻す義務を免除します。 

【取付支援対象世帯】 

区内に住民登録がある世帯のうち、自力で器具等を取り付けることが困難な次の 

（１）～（６）のいずれかに該当する世帯 
（１）65 歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯 

（２）要介護３以上の人を含む世帯 

（３）身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人を 

含む世帯 

（４）東京都難病医療費助成を受けている人を含む世帯 

（５）母子健康手帳を交付された妊婦又は出産した月から１年後の月の前月末日まで 

の産婦を含む世帯 

（６）母子又は父子のひとり親家庭 

 

種 別 内  容 

家具転倒 

防止器具 

つっぱり棒やネジ止めベルト式耐震金具、粘着シートを天井と家具の間又は壁と

家具に取り付けることにより、家具の滑り出しを防止し、家具の転倒を防ぎます。 

扉の開放 

防止器具 

食器棚等の扉にネジでクサリを取り付け、揺れによる扉の開放を防止し、食器類

の飛び出しを防ぎます。 

電化製品等の 

耐震ゴム 

ＯＡ機器、ガラス製品、花瓶等の下に 50mm 四方のポリウレタン製ゲル状粘着耐

震ゴムを敷くことにより、強力な粘着力で地震などによる衝撃、震動から守りま

す。 

ＯＡ機器用の 

耐震固定バンド 

パソコン、テレビ等を固定バンド式の粘着パッドで強力に固定し、転倒落下事故

を防ぎます。 

ガラス飛散 

防止フィルム 

窓や食器棚等にガラス飛散防止フィルムを貼り、ガラス破片の飛散によるケガを

防ぎます。 
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根 拠 法 令 等 

港区防災対策基本条例 

港区家具転倒防止対策等促進事業実施要綱 
 

事業開始時期 

    平成 18 年４月 
 

事業の状況 

助成決定件数                          （単位：世帯） 

年度 港区全体 芝地区 麻布地区 赤坂地区 高輪地区 芝浦港南地区 

30 772 118 137 119 209 189 

元 474 84 78 45 131 136 

２ 516 75 93 81 132 135 

３ 1,088 186 211 179 271 241 

４ 1,158 153 266 169 296 274 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

津 波 対 策  防 災 課  

 

概 要 

  東京都が公表した津波の被害想定を踏まえた上で、区独自の津波・液状化シミュレーシ

ョンを実施した結果、最悪の想定の場合、芝地区や芝浦港南地区の一部で、最大 1.5 メー

トル程度の浸水が予測されました。このことから、津波警報、大津波警報が発令された場

合に、浸水が予想される地域に津波から逃れるための一時的な避難場所として、津波避難

ビルを指定するなど、区民等の安全・安心を確保するため、必要な対策を講じます。 

  
内 容 

（１）津波避難ビル指定 

（２）津波対策に関する普及・啓発 

 

根 拠 法 令 等 

災害対策基本法 

災害救助法  

 

事 業 の 状 況 

年度 主な内容 

30 
津波ハザードマップの配布 

スマートフォン向けアプリ「港区防災アプリ」の無料配信 

元 
津波ハザードマップの配布 

スマートフォン向けアプリ「港区防災アプリ」の無料配信 

２ 

津波ハザードマップの配布 

スマートフォン向けアプリ「港区防災アプリ」の無料配信 

民間施設と津波避難ビルの協定を締結 

３ 
津波ハザードマップの配布 

スマートフォン向けアプリ「港区防災アプリ」の無料配信 

４ 
津波ハザードマップの配布 

スマートフォン向けアプリ「港区防災アプリ」の無料配信 
  

48



 

 

根 拠 法 令 等 

港区防災対策基本条例 

港区家具転倒防止対策等促進事業実施要綱 
 

事業開始時期 

    平成 18 年４月 
 

事業の状況 

助成決定件数                          （単位：世帯） 

年度 港区全体 芝地区 麻布地区 赤坂地区 高輪地区 芝浦港南地区 

30 772 118 137 119 209 189 

元 474 84 78 45 131 136 

２ 516 75 93 81 132 135 

３ 1,088 186 211 179 271 241 

４ 1,158 153 266 169 296 274 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

津 波 対 策  防 災 課  

 

概 要 

  東京都が公表した津波の被害想定を踏まえた上で、区独自の津波・液状化シミュレーシ

ョンを実施した結果、最悪の想定の場合、芝地区や芝浦港南地区の一部で、最大 1.5 メー

トル程度の浸水が予測されました。このことから、津波警報、大津波警報が発令された場

合に、浸水が予想される地域に津波から逃れるための一時的な避難場所として、津波避難

ビルを指定するなど、区民等の安全・安心を確保するため、必要な対策を講じます。 

  
内 容 

（１）津波避難ビル指定 

（２）津波対策に関する普及・啓発 

 

根 拠 法 令 等 

災害対策基本法 

災害救助法  

 

事 業 の 状 況 

年度 主な内容 

30 
津波ハザードマップの配布 

スマートフォン向けアプリ「港区防災アプリ」の無料配信 

元 
津波ハザードマップの配布 

スマートフォン向けアプリ「港区防災アプリ」の無料配信 

２ 

津波ハザードマップの配布 

スマートフォン向けアプリ「港区防災アプリ」の無料配信 

民間施設と津波避難ビルの協定を締結 

３ 
津波ハザードマップの配布 

スマートフォン向けアプリ「港区防災アプリ」の無料配信 

４ 
津波ハザードマップの配布 

スマートフォン向けアプリ「港区防災アプリ」の無料配信 
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風 水 害 対 策  防 災 課 

 
概 要 

大型台風や豪雨等に備え、風水害対策を強化します。 

 
内 容 

区有施設等の浸水対策を強化し、大雨等の際も区民サービスに影響が及ばないようにす

るとともに、大規模災害にあっては避難所等の機能を発揮できるよう対応します。 

 

根 拠 法 令 等 

災害対策基本法 

 
事業開始時期 

  令和２年４月 

 
事 業 の状 況 

令和元年の台風 15 号及び 19 号の教訓を踏まえ、浸水想定区域内の全ての区有施設（リ

ース契約の建物、賃貸借の建物を含む）について、大雨等の際にも区民サービスに影響が

生じないようにするとともに、災害対応拠点や区民避難所としての機能を確保するため、

浸水対策の強化を進めています。 
 

【区有施設の浸水対策について】  

台風、豪雨により区有施設が浸水被害を受け、区民サービスに影響が生じることのな

いよう、想定し得る最大量の降雨（総雨量 690ｍｍ、時間最大雨量 153ｍｍ）があった場

合を前提条件として、区有施設の浸水対策の強化を進めています。 

（１）電気設備防水対策、排水管逆流防止対策 

（２）浸水防止シート及び水嚢等の配備 

（３）止水板設置等の設計・工事 

（４）本庁舎等の施設については浸水対策に係る調査を実施し、令和３年度以降工事を 

行っています 

 
【避難所機能の強化（いきいきプラザ等）について】 

 自主避難施設・避難所に避難する区民が、より快適に過ごせるよう必要な物品等を整備

し、区民の安全・安心を確保しています。 

（１）避難者のプライバシー配慮  

（２）快適な休眠体勢確保による避難ストレスの軽減 

（３）停電も想定した照明の確保  

（４）乳幼児、子どもの心理的不安を取り除く取組 

（５）ペット同行避難者への対応 

（６）情報収集、連絡等の通信環境の確保 

（７）衛生環境の確保 

 

  

【がけ擁壁対策について】 

がけ・擁壁が多い港区においては、土砂災害が区民の身近な脅威となっています。が

け崩れなどの土砂災害から区民等の生命を守り、安全・安心を確保していくための取組

を強化しています。 

（１）がけ・擁壁安全ハンドブックの配布 

（２）がけ・擁壁改修工事アドバイザーの派遣 

（３）がけ・擁壁改修工事費用助成 

※(２)、(３)は街づくり支援部建築課の事業 
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風 水 害 対 策  防 災 課 

 
概 要 

大型台風や豪雨等に備え、風水害対策を強化します。 

 
内 容 

区有施設等の浸水対策を強化し、大雨等の際も区民サービスに影響が及ばないようにす

るとともに、大規模災害にあっては避難所等の機能を発揮できるよう対応します。 

 

根 拠 法 令 等 

災害対策基本法 

 
事業開始時期 

  令和２年４月 

 
事 業 の状 況 

令和元年の台風 15 号及び 19 号の教訓を踏まえ、浸水想定区域内の全ての区有施設（リ

ース契約の建物、賃貸借の建物を含む）について、大雨等の際にも区民サービスに影響が

生じないようにするとともに、災害対応拠点や区民避難所としての機能を確保するため、

浸水対策の強化を進めています。 
 

【区有施設の浸水対策について】  

台風、豪雨により区有施設が浸水被害を受け、区民サービスに影響が生じることのな

いよう、想定し得る最大量の降雨（総雨量 690ｍｍ、時間最大雨量 153ｍｍ）があった場

合を前提条件として、区有施設の浸水対策の強化を進めています。 

（１）電気設備防水対策、排水管逆流防止対策 

（２）浸水防止シート及び水嚢等の配備 

（３）止水板設置等の設計・工事 

（４）本庁舎等の施設については浸水対策に係る調査を実施し、令和３年度以降工事を 

行っています 

 
【避難所機能の強化（いきいきプラザ等）について】 

 自主避難施設・避難所に避難する区民が、より快適に過ごせるよう必要な物品等を整備

し、区民の安全・安心を確保しています。 

（１）避難者のプライバシー配慮  

（２）快適な休眠体勢確保による避難ストレスの軽減 

（３）停電も想定した照明の確保  

（４）乳幼児、子どもの心理的不安を取り除く取組 

（５）ペット同行避難者への対応 

（６）情報収集、連絡等の通信環境の確保 

（７）衛生環境の確保 

 

  

【がけ擁壁対策について】 

がけ・擁壁が多い港区においては、土砂災害が区民の身近な脅威となっています。が

け崩れなどの土砂災害から区民等の生命を守り、安全・安心を確保していくための取組

を強化しています。 

（１）がけ・擁壁安全ハンドブックの配布 

（２）がけ・擁壁改修工事アドバイザーの派遣 

（３）がけ・擁壁改修工事費用助成 

※(２)、(３)は街づくり支援部建築課の事業 
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地 下 街 の 災 害 対 策  防 災 課  

  

概 要 
国土交通省は、大規模地震発生時や浸水時における安心な避難空間を確保し、災害に強

い都市の形成を図るため、平成 26 年度に地下街防災推進事業を創設しました。 
区は、地下街防災推進事業に基づき、国及び東京都と協調して、区内の地下街管理者が

行う防災・安全対策の取組への支援を行っています。 
 

内 容 
  区内の地下街管理者等が行う防災・安全対策の取組（ハード・ソフト）に対して、国及
び東京都と協調して補助金を交付します。交付割合は、事業費に対して区は１／６を補助
します。 

 

 ○ 国と地方の協調補助による補助金交付 
  

   

 

 

 

 

 

 ○ 補助割合 

 

根 拠 法 令 等 

港区地下街防災推進事業費補助金交付要綱 
 

事業の状況 
（単位：千円）  

年度 地下街 区補助金額 事業内容 

28 新橋駅東口地下街 2,080 現地躯体調査、耐震診断、天井診断 

29 新橋駅東口地下街 14,980 天井改修、天井設備補強 

30 新橋駅東口地下街 239,866 
耐震補強、共用通路天井耐震補強、デジタルサイ

ネージ設置 
  

国 

１／３ 

地方 １／３ 地下街管理者 

１／３ 都 １／６ 区 １／６ 

国 地方（都、区） 

地下街管理者（地下街防災推進計画の策定、施設整備等） 

 

港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興並

びに新型インフルエンザ等が発生した場合における感染拡大の

防止並びに区民生活及び産業の安定のための基金  

防 災 課  

  

概 要 

震災後の住宅、医療、福祉などの区民生活の再建、被災した中小企業の事業再開をはじ

めとする活発な経済活動の支援、道路、橋りょう、学校等の公共施設などのインフラ整備

など必要となる復旧復興支援や、新型インフルエンザ等特別措置法に定める新型インフル

エンザ等が発生した場合における感染拡大の防止、区民生活及び産業の安定のために必要

な継続的支援のため、基金を設置しています。 
  

内 容 

活用の基本的考え方（積立目標額：１千億円） 

（１） 復旧復興までに長い期間及び大規模な財政負担を要する災害として災害救助法が

適用される地震災害とこれに準ずる被害規模の地震災害の復旧復興事業に活用しま

す。 

（２） 国及び東京都の財政上の措置・支援を待たず、また、財政上の措置・支援の有無

に関わらず、震災後の速やかな復旧復興事業に必要な復旧復興事業を実施します。 

（３） 災害応急対策、区民生活の再建、産業の復旧復興及びまちの復旧復興の４本の柱

を軸に、震災復興基金を活用し、区が行う復旧復興事業を定めます。（「震災復興基

金活用の概要」参照） 

ア 災害応急対策では、災害救助法に定められた区民の生命、財産を守るための対 

策を実施します。 

イ 区民生活の再建では、損壊した住宅の解体・撤去、損壊した住宅の応急修理に 

係る費用の助成、災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、住宅の被害程度に応じた 

生活再建特別支援金の支給などの支援を実施します。 

ウ 産業の復旧復興では、被災した中小企業が事業継続できるよう、損壊した店舗・ 

事務所等の解体・撤去、低利による融資あっせん、仮設商店街の設置などの支援 

を実施します。 

エ まちの復旧復興では、がれき処理、区が管理する土木施設や区有施設の復旧、 

社会福祉施設の復旧の支援のほか、街区全体が大きな被害を受けた地域の面的な 

市街地整備等を支援します。 

（４） 新型インフルエンザ等対策特別措置法に定める新型インフルエンザ等が発生し、

区民生活や区内中小企業の事業活動に甚大な影響が及んだ場合の感染拡大の防止、

区民生活及び産業の安定のために活用します。 
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地 下 街 の 災 害 対 策  防 災 課  

  

概 要 
国土交通省は、大規模地震発生時や浸水時における安心な避難空間を確保し、災害に強

い都市の形成を図るため、平成 26 年度に地下街防災推進事業を創設しました。 
区は、地下街防災推進事業に基づき、国及び東京都と協調して、区内の地下街管理者が

行う防災・安全対策の取組への支援を行っています。 
 

内 容 
  区内の地下街管理者等が行う防災・安全対策の取組（ハード・ソフト）に対して、国及
び東京都と協調して補助金を交付します。交付割合は、事業費に対して区は１／６を補助
します。 

 

 ○ 国と地方の協調補助による補助金交付 
  

   

 

 

 

 

 

 ○ 補助割合 

 

根 拠 法 令 等 

港区地下街防災推進事業費補助金交付要綱 
 

事業の状況 
（単位：千円）  

年度 地下街 区補助金額 事業内容 

28 新橋駅東口地下街 2,080 現地躯体調査、耐震診断、天井診断 

29 新橋駅東口地下街 14,980 天井改修、天井設備補強 

30 新橋駅東口地下街 239,866 
耐震補強、共用通路天井耐震補強、デジタルサイ

ネージ設置 
  

国 

１／３ 

地方 １／３ 地下街管理者 

１／３ 都 １／６ 区 １／６ 

国 地方（都、区） 

地下街管理者（地下街防災推進計画の策定、施設整備等） 

 

港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興並

びに新型インフルエンザ等が発生した場合における感染拡大の

防止並びに区民生活及び産業の安定のための基金  

防 災 課  

  

概 要 

震災後の住宅、医療、福祉などの区民生活の再建、被災した中小企業の事業再開をはじ

めとする活発な経済活動の支援、道路、橋りょう、学校等の公共施設などのインフラ整備

など必要となる復旧復興支援や、新型インフルエンザ等特別措置法に定める新型インフル

エンザ等が発生した場合における感染拡大の防止、区民生活及び産業の安定のために必要

な継続的支援のため、基金を設置しています。 
  

内 容 

活用の基本的考え方（積立目標額：１千億円） 

（１） 復旧復興までに長い期間及び大規模な財政負担を要する災害として災害救助法が

適用される地震災害とこれに準ずる被害規模の地震災害の復旧復興事業に活用しま

す。 

（２） 国及び東京都の財政上の措置・支援を待たず、また、財政上の措置・支援の有無

に関わらず、震災後の速やかな復旧復興事業に必要な復旧復興事業を実施します。 

（３） 災害応急対策、区民生活の再建、産業の復旧復興及びまちの復旧復興の４本の柱

を軸に、震災復興基金を活用し、区が行う復旧復興事業を定めます。（「震災復興基

金活用の概要」参照） 

ア 災害応急対策では、災害救助法に定められた区民の生命、財産を守るための対 

策を実施します。 

イ 区民生活の再建では、損壊した住宅の解体・撤去、損壊した住宅の応急修理に 

係る費用の助成、災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、住宅の被害程度に応じた 

生活再建特別支援金の支給などの支援を実施します。 

ウ 産業の復旧復興では、被災した中小企業が事業継続できるよう、損壊した店舗・ 

事務所等の解体・撤去、低利による融資あっせん、仮設商店街の設置などの支援 

を実施します。 

エ まちの復旧復興では、がれき処理、区が管理する土木施設や区有施設の復旧、 

社会福祉施設の復旧の支援のほか、街区全体が大きな被害を受けた地域の面的な 

市街地整備等を支援します。 

（４） 新型インフルエンザ等対策特別措置法に定める新型インフルエンザ等が発生し、

区民生活や区内中小企業の事業活動に甚大な影響が及んだ場合の感染拡大の防止、

区民生活及び産業の安定のために活用します。 
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     （ 単 位 ： 億 円 ）  

支援内容 実施時期と財政負担(想定額) 国等の

財政措

置・支

援の有 

無 

応急対策 

・復興前

期（発災

～３年）  

復興中期 

（４年～

９年） 

復興後期 

（10 年～

18 年） 

計  

Ⅰ

災

害

応

急

対

策  

災害関連情報の広報（区） 

被災者の救出（警察・消防・区民） 

消防活動（消防） 

避難所の開設・運営（区・地域防災協議会） 

 帰宅困難者の支援（区・滞留者対策協議会） 

医療救護活動（区・消防・医療機関） 

飲料水・食料・生活必需品の供給（区） 

道路等の障害物除去・ごみ及びし尿処理

（区）  

遺体の捜索・火葬（区・警察等） 

住家被害調査・罹災証明書発行（区） 

ボランティア受入（区・社会福祉協議）  

仮設住宅の整備（区） 

182 1 9 -  2 0 1 〇  

Ⅱ

区

民

生

活

の

再

建  

① 損壊した住宅の解体・撤去 92 - - 92 〇 

② 損壊した住宅の応急修理費用の助成 50 - - 50 〇 

③ 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給 25 - - 25 〇 

④ 災害援護資金の貸付 52 - - 52 〇 

⑤ 被災者生活再建特別支援金の支給 152 - - 152 - 

⑥ 災害公営住宅の供給 12 38 13 63 〇 

⑦ その他必要な支援（災害の状況等に応 

じて適宜、必要な支援を実施） 
- - - - - 

Ⅲ

産

業

の

復

旧

復

興 

⑧ 損壊した小規模企業等の店舗・事務所 

等の解体・撤去 
20 - - 20 - 

⑨ 低利融資のあっせん・信用保証料補助 112 28 10 150 - 

⑩ 小規模企業等再建支援金の支給 16 3 - 19 - 

⑪ 仮設商店街の設置 5 - - 5 - 

⑫ その他必要な支援（災害の状況等に応 

じて適宜、必要な支援を実施） 
- - - - - 

Ⅳ

ま

ち

の

復

旧

復

興 

⑬ がれき・災害廃棄物の処理 225 75 13 313 〇 

⑭ 道路・橋りょう等の土木施設の復旧 48 12 - 60 〇 

⑮ 区有施設の復旧 36 9 - 45 〇 

⑯ 区立小中学校の復旧 37 4 - 41 〇 

⑰ 社会福祉施設の復旧 3 - - 3 - 

⑱ 震災により街区全体が大きな被害を 

受けた地域の面的な市街地整備 
9 150 255 414 〇 

⑲ その他必要な支援（災害の状況等に応

じて適宜、必要な支援を実施） 
- - - - - 

 

 

 

 

 
 

※ 以下の項番は表中の項番に対応しています。 
 
①  損壊した住宅の解体・撤去 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、半壊以上の被害の家屋について、所有 

者からの申請に基づき区が解体、撤去を行う（半壊が法令に基づく支援の対象とならな

い場合は区独自に実施）。 

緊急的必要性から、所有者自ら解体撤去を行った場合、一定額以内で費用の全額償 

還を区が行う。 

② 損壊した住宅の応急修理費用の助成 

災害救助法に基づき、災害により半壊、一部損壊の被害を受けた家屋について、居

住し続けるため修理が必要な場合に修理費用の支援を行う。１世帯当たり、59 万 5 千

円以内（一部損壊 30 万円以内） 

③ 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給 

災害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、以下のとおり弔慰金・見舞金を支給す

る。 

・災害弔慰金 

     災害により死亡した者の遺族に対して災害弔慰金(最大 500 万円)を支給する。 

・災害障害見舞金 

     災害により障害を受けた者に対して見舞金(最大 250 万円)を支給する。 

※法令に基づく弔慰金等が支給されない場合は、区独自に支給 

④ 災害援護資金の貸付 

災害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、災害により家屋等の被害を受けた世帯 

に対し、その世帯の前年の年間所得に応じて、生活再建のための資金（最大 350 万円）

の貸付を行う。 

⑤ 被災者生活再建特別支援金の支給 

・被災者生活再建支援制度を補完する独自支援として、住宅が一部損壊以上の被害を

受けた者に対し、被害程度に応じて特別支援金を支給する。 

・法令に基づく被災者生活再建支援金が支給されない災害において、被災者生活再建

支援金に相当する額を被災者生活再建特別支援金に加算して支給する。 

【被災者生活再建支援制度（被災者生活再建支援金の支給）】 

被災者生活再建支援法に基づき、住宅が全壊又は大規模半壊の被害を受けた者に対し、

被害程度に応じた基礎支援金（最大 100 万円）と住宅の再建方法に応じた加算支援金（最

大 200 万円）を支給する。 

  ※法令に基づき設置される被災者生活再建支援法人が支給するため、区の費用負担な

し。 

⑥ 災害公営住宅の供給 

公営住宅法に基づき、災害により、自宅に住めない被災者に対して、民間賃貸マンシ

ョン等の借り上げより迅速に公営住宅の供給を行う。 

⑧ 損壊した小規模企業等の店舗・事務所等の解体・撤去 

  半壊以上の被害を受けた小規模企業等の店舗・事務所等について、所有者からの申請 

に基づき区が解体及び撤去を行う。また、緊急的必要性から、所有者自ら解体撤去を行 

った場合、一定額以内で費用の全額償還を区が行う。 

⑨ 低利融資のあっせん・信用保証料補助 

 災害の影響を受けた中小企業を対象に融資をあっせんし、利子の一部又は全部と信

用保証料を補助する。 

合 計 1,076 338 291 1,705 

国 等 の 財 政 措 置 ・ 支 援 412 221 215 848 

実 質 区 負 担 分 664 117 76 857 
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     （ 単 位 ： 億 円 ）  

支援内容 実施時期と財政負担(想定額) 国等の

財政措

置・支

援の有 

無 

応急対策 

・復興前

期（発災

～３年）  

復興中期 

（４年～

９年） 

復興後期 

（10 年～

18 年） 

計  

Ⅰ

災

害

応

急

対

策  

災害関連情報の広報（区） 

被災者の救出（警察・消防・区民） 

消防活動（消防） 

避難所の開設・運営（区・地域防災協議会） 

 帰宅困難者の支援（区・滞留者対策協議会） 

医療救護活動（区・消防・医療機関） 

飲料水・食料・生活必需品の供給（区） 

道路等の障害物除去・ごみ及びし尿処理

（区）  

遺体の捜索・火葬（区・警察等） 

住家被害調査・罹災証明書発行（区） 

ボランティア受入（区・社会福祉協議）  

仮設住宅の整備（区） 

182 1 9 -  2 0 1 〇  

Ⅱ

区

民

生

活

の

再

建  

① 損壊した住宅の解体・撤去 92 - - 92 〇 

② 損壊した住宅の応急修理費用の助成 50 - - 50 〇 

③ 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給 25 - - 25 〇 

④ 災害援護資金の貸付 52 - - 52 〇 

⑤ 被災者生活再建特別支援金の支給 152 - - 152 - 

⑥ 災害公営住宅の供給 12 38 13 63 〇 

⑦ その他必要な支援（災害の状況等に応 

じて適宜、必要な支援を実施） 
- - - - - 

Ⅲ

産

業

の

復

旧

復

興 

⑧ 損壊した小規模企業等の店舗・事務所 

等の解体・撤去 
20 - - 20 - 

⑨ 低利融資のあっせん・信用保証料補助 112 28 10 150 - 

⑩ 小規模企業等再建支援金の支給 16 3 - 19 - 

⑪ 仮設商店街の設置 5 - - 5 - 

⑫ その他必要な支援（災害の状況等に応 

じて適宜、必要な支援を実施） 
- - - - - 

Ⅳ

ま

ち

の

復

旧

復

興 

⑬ がれき・災害廃棄物の処理 225 75 13 313 〇 

⑭ 道路・橋りょう等の土木施設の復旧 48 12 - 60 〇 

⑮ 区有施設の復旧 36 9 - 45 〇 

⑯ 区立小中学校の復旧 37 4 - 41 〇 

⑰ 社会福祉施設の復旧 3 - - 3 - 

⑱ 震災により街区全体が大きな被害を 

受けた地域の面的な市街地整備 
9 150 255 414 〇 

⑲ その他必要な支援（災害の状況等に応

じて適宜、必要な支援を実施） 
- - - - - 

 

 

 

 

 
 

※ 以下の項番は表中の項番に対応しています。 
 
①  損壊した住宅の解体・撤去 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、半壊以上の被害の家屋について、所有 

者からの申請に基づき区が解体、撤去を行う（半壊が法令に基づく支援の対象とならな

い場合は区独自に実施）。 

緊急的必要性から、所有者自ら解体撤去を行った場合、一定額以内で費用の全額償 

還を区が行う。 

② 損壊した住宅の応急修理費用の助成 

災害救助法に基づき、災害により半壊、一部損壊の被害を受けた家屋について、居

住し続けるため修理が必要な場合に修理費用の支援を行う。１世帯当たり、59 万 5 千

円以内（一部損壊 30 万円以内） 

③ 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給 

災害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、以下のとおり弔慰金・見舞金を支給す

る。 

・災害弔慰金 

     災害により死亡した者の遺族に対して災害弔慰金(最大 500 万円)を支給する。 

・災害障害見舞金 

     災害により障害を受けた者に対して見舞金(最大 250 万円)を支給する。 

※法令に基づく弔慰金等が支給されない場合は、区独自に支給 

④ 災害援護資金の貸付 

災害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、災害により家屋等の被害を受けた世帯 

に対し、その世帯の前年の年間所得に応じて、生活再建のための資金（最大 350 万円）

の貸付を行う。 

⑤ 被災者生活再建特別支援金の支給 

・被災者生活再建支援制度を補完する独自支援として、住宅が一部損壊以上の被害を

受けた者に対し、被害程度に応じて特別支援金を支給する。 

・法令に基づく被災者生活再建支援金が支給されない災害において、被災者生活再建

支援金に相当する額を被災者生活再建特別支援金に加算して支給する。 

【被災者生活再建支援制度（被災者生活再建支援金の支給）】 

被災者生活再建支援法に基づき、住宅が全壊又は大規模半壊の被害を受けた者に対し、

被害程度に応じた基礎支援金（最大 100 万円）と住宅の再建方法に応じた加算支援金（最

大 200 万円）を支給する。 

  ※法令に基づき設置される被災者生活再建支援法人が支給するため、区の費用負担な

し。 

⑥ 災害公営住宅の供給 

公営住宅法に基づき、災害により、自宅に住めない被災者に対して、民間賃貸マンシ

ョン等の借り上げより迅速に公営住宅の供給を行う。 

⑧ 損壊した小規模企業等の店舗・事務所等の解体・撤去 

  半壊以上の被害を受けた小規模企業等の店舗・事務所等について、所有者からの申請 

に基づき区が解体及び撤去を行う。また、緊急的必要性から、所有者自ら解体撤去を行 

った場合、一定額以内で費用の全額償還を区が行う。 

⑨ 低利融資のあっせん・信用保証料補助 

 災害の影響を受けた中小企業を対象に融資をあっせんし、利子の一部又は全部と信

用保証料を補助する。 

合 計 1,076 338 291 1,705 

国 等 の 財 政 措 置 ・ 支 援 412 221 215 848 

実 質 区 負 担 分 664 117 76 857 
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⑩ 小規模企業等再建支援金の支給 

店舗・事務所等が半壊以上の被害を受けた小規模企業等（事業継続の意思がある場合

に限る。）に対し、事業継続を支援するための小規模企業等経営再建支援金を支給する。 

⑪ 仮設商店街の設置 

  被災した商店街が早期の営業再開ができるよう、商店街の復旧終了まで、区内の駐車

場等を区が借り上げ、仮設商店街を設置する。 

⑬ がれき・災害廃棄物の処理 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、震災により発生したがれき等の処理を

行う。 

⑭ 道路・橋りょう等の土木施設の復旧 

区が管理する道路、橋りょう、公園等を速やかに復旧する。また、私道が損壊した場

合、港区私道整備に関する条例に基づき、復旧を全額区の負担により行う。 

⑮ 区有施設の復旧 

  損壊した区有施設（図書館、生涯学習センター、いきいきプラザ、庁舎等、社会福祉

施設）を速やかに復旧する。 

⑯ 区立小中学校の復旧 

   倒壊又は損傷を受けた区立の小中学校を速やかに復旧する。 

⑰ 社会福祉施設の復旧 

  社会福祉法人等が設置した福祉施設が損壊した場合に、国庫補助に加え、区が独自の

補助を行い、事業者の負担を軽減し、早期の復旧を支援する。 

⑱ 震災により街区全体が大きな被害を受けた地域の面的な市街地整備 

震災により、大きな被害を受けた街区の復興のために行う市街地再開発事業につい

て、再開発組合等に対して事業費（調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費、防

災性能強化費等）の一部を補助する。 

 

根 拠 法 令 等 

港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興並びに新型インフルエン

ザ等が発生した場合における感染拡大の防止並びに区民生活及び産業の安定のための基

金条例 

（令和２年 12 月 港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための

基金条例を一部改正） 
 

事 業 の 状 況 

平成 29 年４月 港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための 

基金条例施行、港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧 

復興のための基金（震災復興基金）を設置 

令和２年 11 月 「基金を活用した復旧復興事業の基本的考え方」と区が行う復旧復興 

事業を決定 

令和２年 12 月 一部改正条例施行、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に向 

け、「港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興並 

びに新型インフルエンザ等が発生した場合における感染拡大の防止並 

びに区民生活及び産業の安定のための基金（震災復興及び新型インフ 

ルエンザ等感染拡大防止基金）」に名称変更 

 

 

 

基金積立残高  88,674,967,002 円（令和４年度末現在） 
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⑩ 小規模企業等再建支援金の支給 

店舗・事務所等が半壊以上の被害を受けた小規模企業等（事業継続の意思がある場合

に限る。）に対し、事業継続を支援するための小規模企業等経営再建支援金を支給する。 

⑪ 仮設商店街の設置 

  被災した商店街が早期の営業再開ができるよう、商店街の復旧終了まで、区内の駐車

場等を区が借り上げ、仮設商店街を設置する。 

⑬ がれき・災害廃棄物の処理 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、震災により発生したがれき等の処理を

行う。 

⑭ 道路・橋りょう等の土木施設の復旧 

区が管理する道路、橋りょう、公園等を速やかに復旧する。また、私道が損壊した場

合、港区私道整備に関する条例に基づき、復旧を全額区の負担により行う。 

⑮ 区有施設の復旧 

  損壊した区有施設（図書館、生涯学習センター、いきいきプラザ、庁舎等、社会福祉

施設）を速やかに復旧する。 

⑯ 区立小中学校の復旧 

   倒壊又は損傷を受けた区立の小中学校を速やかに復旧する。 

⑰ 社会福祉施設の復旧 

  社会福祉法人等が設置した福祉施設が損壊した場合に、国庫補助に加え、区が独自の

補助を行い、事業者の負担を軽減し、早期の復旧を支援する。 

⑱ 震災により街区全体が大きな被害を受けた地域の面的な市街地整備 

震災により、大きな被害を受けた街区の復興のために行う市街地再開発事業につい

て、再開発組合等に対して事業費（調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費、防

災性能強化費等）の一部を補助する。 

 

根 拠 法 令 等 

港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興並びに新型インフルエン

ザ等が発生した場合における感染拡大の防止並びに区民生活及び産業の安定のための基

金条例 

（令和２年 12 月 港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための

基金条例を一部改正） 
 

事 業 の 状 況 

平成 29 年４月 港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための 

基金条例施行、港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧 

復興のための基金（震災復興基金）を設置 

令和２年 11 月 「基金を活用した復旧復興事業の基本的考え方」と区が行う復旧復興 

事業を決定 

令和２年 12 月 一部改正条例施行、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に向 

け、「港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興並 

びに新型インフルエンザ等が発生した場合における感染拡大の防止並 

びに区民生活及び産業の安定のための基金（震災復興及び新型インフ 

ルエンザ等感染拡大防止基金）」に名称変更 

 

 

 

基金積立残高  88,674,967,002 円（令和４年度末現在） 

 

 

  

  

  

  

 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

30 R1 R2 R3 R4

（億円）

(年度)

年度末の基⾦積⽴残⾼

前年度末時点の積⽴残⾼ 当年度の新規積⽴額

886

660
760 797 816

57



 

 

 

 

危 機 管 理 ・ 生 活 安 全 担 当 



 

 

 

 

危 機 管 理 ・ 生 活 安 全 担 当 



 

危 機 対 応 向 上 訓 練 等 危機管理・生活安全担当 

  
概   要 

区役所・支所改革や新規採用職員の増加、指定管理者制度の導入など、行政サービスを

提供する上での環境が大きく変化している状況や、シティハイツ竹芝エレベーター事故や

新型インフルエンザなど、様々な複雑・多様化した危機が発生している状況を踏まえ、職

員の危機管理意識を向上させるとともに組織としての危機対応能力を強化させるため、訓

練等を実施します。 

  
内   容 

平成 25 年度に全面改訂した「港区危機管理基本マニュアル」に基づき、職員の意識向

上、組織対応能力強化のために、下記のような訓練等を実施します。 

・幹部職員が不在の際に危機事案が発生した場合を想定した代行指揮訓練 

・部をまたぐ複数の課にわたる危機事案が発生した場合を想定した訓練 

・全職員を対象としたｅラーニング研修 

 

事業開始時期 

平成 26 年４月 

 

事 業 の 状 況 

平成 30 年度 危機対応向上訓練（ワークショップ形式及び実動訓練） 

全職員を対象としたｅラーニング研修の実施 

危機管理ポケットマニュアルの配布 

  令和元年度  危機対応向上訓練（ワークショップ形式及び実動訓練） 

全職員を対象としたｅラーニング研修の実施 

危機管理ポケットマニュアルの配布 

令和２年度  危機対応向上訓練（ワークショップ形式及び実動訓練） 

全職員を対象としたｅラーニング研修の実施 

危機管理ポケットマニュアルの配布 

令和３年度  危機対応向上訓練（ワークショップ形式及び実動訓練） 

全職員を対象としたｅラーニング研修の実施 

危機管理ポケットマニュアルの配布 

令和４年度  危機対応向上訓練（ワークショップ形式及び実動訓練） 

全職員を対象としたｅラーニング研修の実施 

危機管理ポケットマニュアルの配布 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

危 機 対 応 向 上 訓 練 等 危機管理・生活安全担当 

  
概   要 

区役所・支所改革や新規採用職員の増加、指定管理者制度の導入など、行政サービスを

提供する上での環境が大きく変化している状況や、シティハイツ竹芝エレベーター事故や

新型インフルエンザなど、様々な複雑・多様化した危機が発生している状況を踏まえ、職

員の危機管理意識を向上させるとともに組織としての危機対応能力を強化させるため、訓

練等を実施します。 

  
内   容 

平成 25 年度に全面改訂した「港区危機管理基本マニュアル」に基づき、職員の意識向

上、組織対応能力強化のために、下記のような訓練等を実施します。 

・幹部職員が不在の際に危機事案が発生した場合を想定した代行指揮訓練 

・部をまたぐ複数の課にわたる危機事案が発生した場合を想定した訓練 

・全職員を対象としたｅラーニング研修 

 

事業開始時期 

平成 26 年４月 

 

事 業 の 状 況 

平成 30 年度 危機対応向上訓練（ワークショップ形式及び実動訓練） 

全職員を対象としたｅラーニング研修の実施 

危機管理ポケットマニュアルの配布 

  令和元年度  危機対応向上訓練（ワークショップ形式及び実動訓練） 

全職員を対象としたｅラーニング研修の実施 

危機管理ポケットマニュアルの配布 

令和２年度  危機対応向上訓練（ワークショップ形式及び実動訓練） 

全職員を対象としたｅラーニング研修の実施 

危機管理ポケットマニュアルの配布 

令和３年度  危機対応向上訓練（ワークショップ形式及び実動訓練） 

全職員を対象としたｅラーニング研修の実施 

危機管理ポケットマニュアルの配布 

令和４年度  危機対応向上訓練（ワークショップ形式及び実動訓練） 

全職員を対象としたｅラーニング研修の実施 

危機管理ポケットマニュアルの配布 
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港区業務継続計画（ＢＣＰ）新型インフルエンザ編 危機管理・生活安全担当 

  
概   要 

新型インフルエンザが発生した際に、限られた人員や資機材などの資源を効率的かつ効

果的に導入し、業務の継続と平常時の業務レベルへの早期復旧を図るため、区として最優

先に行うべき業務を事前に定め、区民の生命、身体、財産を保護するとともに、区民生活

に必要な都市機能を維持することを目的として平成 21 年度に策定した港区業務継続計画

（Business Continuity Plan =BCP）に基づき、非常時における即時対応体制を構築し、

BCP のマネジメントを推進します。 

  

内   容 

港区業務継続計画「新型インフルエンザ編」では、海外発生段階及び国内発生初期から

拡大・まん延期等に応じた緊急時の優先業務を定めています。 

また、限られた人員や資機材等を最大限活用するために対応業務に関連するマニュアル

を整備しており、今後も研修・訓練等を通じて点検し、必要に応じて改定していきます。 

 

事業開始時期 

  平成 21 年４月 

 

事 業 の 状 況 

平成 30 年度 港区業務継続計画「新型インフルエンザ編」対応訓練の実施 

令和元年度  港区業務継続計画「新型インフルエンザ編」対応訓練の実施 

令和２年度  新型コロナウイルス感染症の影響のため未実施 

令和３年度  新型コロナウイルス感染症の影響のため未実施 

令和４年度  新型コロナウイルス感染症の影響のため未実施 

 

 

※ 港区業務継続計画は、「震災編」と「新型インフルエンザ編」からなり、「震災編」に

ついては、15 頁に記載しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 物 資 の 充 実 危機管理・生活安全担当 

 
概   要 

新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ及び新感染症）が発生した時には、感染拡

大防止のために、来庁者や職員、区有施設を利用する区民等にマスクの着用と手指消毒液

等の利用を呼びかける必要があります。新型インフルエンザ等の流行初期段階では、マス

クや消毒液の入手は困難になることが予測されることから、マスク、手指消毒液等を備蓄

しています。 

 

内   容 

  新型インフルエンザ等の流行に備え、来庁者や職員、区有施設を利用する区民等のマス

ク、手指消毒液等を防災備蓄倉庫に備蓄し、必要に応じて更新しています。 

  新型コロナウイルス感染症への対応に当たっては、感染拡大防止の観点から職員や来

庁者、施設利用者だけでなく、区内社会福祉施設や妊産婦等に対しても提供しました。 

 

事業開始時期 

  平成 21 年４月 

 

事 業 の 状 況 

平成 30 年度 手指消毒剤の購入 

令和元年度 マスク、手指消毒液の購入 

令和２年度 マスク、手指消毒液の購入 
新型コロナウイルス感染症対策のため、各区有施設等に配布 

令和３年度 マスク、手指消毒液の購入 
新型コロナウイルス感染症対策のため、各区有施設等に配布 

令和４年度 手指消毒液の購入 
新型コロナウイルス感染症対策のため、各区有施設等に配布 
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港区業務継続計画（ＢＣＰ）新型インフルエンザ編 危機管理・生活安全担当 

  
概   要 

新型インフルエンザが発生した際に、限られた人員や資機材などの資源を効率的かつ効

果的に導入し、業務の継続と平常時の業務レベルへの早期復旧を図るため、区として最優

先に行うべき業務を事前に定め、区民の生命、身体、財産を保護するとともに、区民生活

に必要な都市機能を維持することを目的として平成 21 年度に策定した港区業務継続計画

（Business Continuity Plan =BCP）に基づき、非常時における即時対応体制を構築し、

BCP のマネジメントを推進します。 

  

内   容 

港区業務継続計画「新型インフルエンザ編」では、海外発生段階及び国内発生初期から

拡大・まん延期等に応じた緊急時の優先業務を定めています。 

また、限られた人員や資機材等を最大限活用するために対応業務に関連するマニュアル

を整備しており、今後も研修・訓練等を通じて点検し、必要に応じて改定していきます。 

 

事業開始時期 

  平成 21 年４月 

 

事 業 の 状 況 

平成 30 年度 港区業務継続計画「新型インフルエンザ編」対応訓練の実施 

令和元年度  港区業務継続計画「新型インフルエンザ編」対応訓練の実施 

令和２年度  新型コロナウイルス感染症の影響のため未実施 

令和３年度  新型コロナウイルス感染症の影響のため未実施 

令和４年度  新型コロナウイルス感染症の影響のため未実施 

 

 

※ 港区業務継続計画は、「震災編」と「新型インフルエンザ編」からなり、「震災編」に

ついては、15 頁に記載しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 物 資 の 充 実 危機管理・生活安全担当 

 
概   要 

新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ及び新感染症）が発生した時には、感染拡

大防止のために、来庁者や職員、区有施設を利用する区民等にマスクの着用と手指消毒液

等の利用を呼びかける必要があります。新型インフルエンザ等の流行初期段階では、マス

クや消毒液の入手は困難になることが予測されることから、マスク、手指消毒液等を備蓄

しています。 

 

内   容 

  新型インフルエンザ等の流行に備え、来庁者や職員、区有施設を利用する区民等のマス

ク、手指消毒液等を防災備蓄倉庫に備蓄し、必要に応じて更新しています。 

  新型コロナウイルス感染症への対応に当たっては、感染拡大防止の観点から職員や来

庁者、施設利用者だけでなく、区内社会福祉施設や妊産婦等に対しても提供しました。 

 

事業開始時期 

  平成 21 年４月 

 

事 業 の 状 況 

平成 30 年度 手指消毒剤の購入 

令和元年度 マスク、手指消毒液の購入 

令和２年度 マスク、手指消毒液の購入 
新型コロナウイルス感染症対策のため、各区有施設等に配布 

令和３年度 マスク、手指消毒液の購入 
新型コロナウイルス感染症対策のため、各区有施設等に配布 

令和４年度 手指消毒液の購入 
新型コロナウイルス感染症対策のため、各区有施設等に配布 
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国 民 保 護 対 策 危機管理・生活安全担当 

  
概   要 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年６月 18 日

法律第 112 号）に基づき、武力攻撃等から区民の生命・身体・財産を保護するための施策

を総合的に推進するとともに、平成 19 年３月に作成し、平成 28 年３月に変更した港区国

民保護計画の具体的な実現を図り、国民保護措置を迅速かつ的確に実施するために必要な

体制、資機材等を整備します。 

  
内   容 

（１）港区国民保護協議会の運営 

（２）港区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の組織・体制の整備 

（３）全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用 

（４）国民保護に関する普及・啓発 

（５）職員研修・訓練用資機材等の整備 
  

根 拠 法 令 等 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 

港区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 

港区国民保護協議会条例 
  

事業開始時期 

平成 18 年４月 
  
事 業 の 状 況 

  平成 30 年度 全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用訓練を毎月継続実施 

         全国瞬時警報システム（J-ALERT）の全国一斉情報伝達訓練実施(４回） 

令和元年度  全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用訓練を毎月継続実施 

         全国瞬時警報システム（J-ALERT）の全国一斉情報伝達訓練実施(３回） 

令和２年度  全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用訓練を毎月継続実施 

全国瞬時警報システム（J-ALERT）の全国一斉情報伝達訓練実施(３回） 

令和３年度  全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用訓練を毎月継続実施 

全国瞬時警報システム（J-ALERT）の全国一斉情報伝達訓練実施(３回） 

令和４年度  全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用訓練を毎月継続実施 

全国瞬時警報システム（J-ALERT）の全国一斉情報伝達訓練実施(４回） 

 

 

 

 

 

 

 

港 区 安 全 の 日 危機管理・生活安全担当 

  
概   要 

平成 18 年６月３日、特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝において同住宅に居住する当

時 16 歳の高校生が、エレベーターの扉が開いたまま上昇するという不具合により亡くな

るという痛ましい事故が発生しました。区は、事故を風化させることなく、区民全体がエ

レベーター等の安全について考える機会とするため、また、安全を最優先としていく区の

姿勢が今後も変わることがないことを区の内外に示すため、６月３日を「港区安全の日」

としました。 

  
内   容 

（１）赤とんぼの会が毎年開催している「６.３ 安全な社会づくりを目指して」の集会 

について、赤とんぼの会と区の共催により実施（赤とんぼの会：エレベーター等の

安全確保に係る活動を行うご遺族と支援者からなる団体） 

（２）エレベーター事故のご遺族を講師としてお迎えし、当時の事故状況を知らない新 

規採用職員を主な対象とした研修を実施 

（３）ホームページ・広報みなとを通じて、「港区安全の日」の取組について広く周知 

（４）「港区安全の日」の制定趣旨を広く区民に周知啓発するとともに、シティハイツ竹 

芝エレベーター事故の風化防止や身近な施設の安全に係る区の取組を紹介するこ 

とを目的として、パネル展を実施 

（５）「港区安全の日」の制定趣旨を広く区民に周知啓発するとともに、区民の安全・安 

心を守るための制度を紹介することを目的として、リーフレットを作成・配布 

 

事業開始時期 

平成 30 年６月 

 
事 業 の 状 況 

平成 30 年度 「６.３ 安全な社会づくりを目指して」の集会の共催 

         エレベーター事故のご遺族が講師を務める、新任職員研修の実施 

  令和元年度  「６.３ 安全な社会づくりを目指して」の集会の共催 

          エレベーター事故のご遺族が講師を務める、新任職員研修の実施 

         「港区安全の日」周知啓発リーフレットの作成・配布 

            「身近な施設の安全について考えるパネル展」の開催 

         「身近な施設の安全について考えるセミナー」の開催 

令和２年度  「６.３ 安全な社会づくりを目指して」の集会については、新型コロナ 

ウイルス感染拡大防止のため、講演会を中止し、ご遺族とその支援者か 

らなる赤とんぼの会が主催する献花式のみ開催 

エレベーター事故のご遺族が講師を務める、新任職員研修の実施 

「港区安全の日」周知啓発リーフレットの作成・配布 

パネル展「６.３ あの日を忘れない～シティハイツ竹芝エレベーター事 

故を教訓とした安全への取組～」の開催 
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国 民 保 護 対 策 危機管理・生活安全担当 

  
概   要 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年６月 18 日

法律第 112 号）に基づき、武力攻撃等から区民の生命・身体・財産を保護するための施策

を総合的に推進するとともに、平成 19 年３月に作成し、平成 28 年３月に変更した港区国

民保護計画の具体的な実現を図り、国民保護措置を迅速かつ的確に実施するために必要な

体制、資機材等を整備します。 

  
内   容 

（１）港区国民保護協議会の運営 

（２）港区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の組織・体制の整備 

（３）全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用 

（４）国民保護に関する普及・啓発 

（５）職員研修・訓練用資機材等の整備 
  

根 拠 法 令 等 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 

港区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 

港区国民保護協議会条例 
  

事業開始時期 

平成 18 年４月 
  
事 業 の 状 況 

  平成 30 年度 全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用訓練を毎月継続実施 

         全国瞬時警報システム（J-ALERT）の全国一斉情報伝達訓練実施(４回） 

令和元年度  全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用訓練を毎月継続実施 

         全国瞬時警報システム（J-ALERT）の全国一斉情報伝達訓練実施(３回） 

令和２年度  全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用訓練を毎月継続実施 

全国瞬時警報システム（J-ALERT）の全国一斉情報伝達訓練実施(３回） 

令和３年度  全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用訓練を毎月継続実施 

全国瞬時警報システム（J-ALERT）の全国一斉情報伝達訓練実施(３回） 

令和４年度  全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用訓練を毎月継続実施 

全国瞬時警報システム（J-ALERT）の全国一斉情報伝達訓練実施(４回） 

 

 

 

 

 

 

 

港 区 安 全 の 日 危機管理・生活安全担当 

  
概   要 

平成 18 年６月３日、特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝において同住宅に居住する当

時 16 歳の高校生が、エレベーターの扉が開いたまま上昇するという不具合により亡くな

るという痛ましい事故が発生しました。区は、事故を風化させることなく、区民全体がエ

レベーター等の安全について考える機会とするため、また、安全を最優先としていく区の

姿勢が今後も変わることがないことを区の内外に示すため、６月３日を「港区安全の日」

としました。 

  
内   容 

（１）赤とんぼの会が毎年開催している「６.３ 安全な社会づくりを目指して」の集会 

について、赤とんぼの会と区の共催により実施（赤とんぼの会：エレベーター等の

安全確保に係る活動を行うご遺族と支援者からなる団体） 

（２）エレベーター事故のご遺族を講師としてお迎えし、当時の事故状況を知らない新 

規採用職員を主な対象とした研修を実施 

（３）ホームページ・広報みなとを通じて、「港区安全の日」の取組について広く周知 

（４）「港区安全の日」の制定趣旨を広く区民に周知啓発するとともに、シティハイツ竹 

芝エレベーター事故の風化防止や身近な施設の安全に係る区の取組を紹介するこ 

とを目的として、パネル展を実施 

（５）「港区安全の日」の制定趣旨を広く区民に周知啓発するとともに、区民の安全・安 

心を守るための制度を紹介することを目的として、リーフレットを作成・配布 

 

事業開始時期 

平成 30 年６月 

 
事 業 の 状 況 

平成 30 年度 「６.３ 安全な社会づくりを目指して」の集会の共催 

         エレベーター事故のご遺族が講師を務める、新任職員研修の実施 

  令和元年度  「６.３ 安全な社会づくりを目指して」の集会の共催 

          エレベーター事故のご遺族が講師を務める、新任職員研修の実施 

         「港区安全の日」周知啓発リーフレットの作成・配布 

            「身近な施設の安全について考えるパネル展」の開催 

         「身近な施設の安全について考えるセミナー」の開催 

令和２年度  「６.３ 安全な社会づくりを目指して」の集会については、新型コロナ 

ウイルス感染拡大防止のため、講演会を中止し、ご遺族とその支援者か 

らなる赤とんぼの会が主催する献花式のみ開催 

エレベーター事故のご遺族が講師を務める、新任職員研修の実施 

「港区安全の日」周知啓発リーフレットの作成・配布 

パネル展「６.３ あの日を忘れない～シティハイツ竹芝エレベーター事 

故を教訓とした安全への取組～」の開催 
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令和３年度  「６.３ 安全な社会づくりを目指して」の集会については、新型コロナ 

ウイルス感染拡大防止のため、講演会を中止し、ご遺族とその支援者か 

らなる赤とんぼの会が主催する献花式のみ開催 

エレベーター事故のご遺族が講師を務める、新任職員研修の実施 

「みなとセーフティＬａｂ．」（区民向けセミナー）の開催 

「港区安全の日」周知啓発リーフレットの作成・配布 

パネル展「６.３ あの日を忘れない～シティハイツ竹芝エレベーター事 

故を教訓とした安全への取組～」の開催 

令和４年度  「６.３ 安全な社会づくりを目指して」の集会の共催 

エレベーター事故のご遺族が講師を務める、新任職員研修の実施 

「みなとセーフティＬａｂ．」（区民向けセミナー）の開催 

「港区安全の日」周知啓発リーフレットの作成・配布 

パネル展「６.３ あの日を忘れない～シティハイツ竹芝エレベーター事 

故を教訓とした安全への取組～」の開催 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

区 有 施 設 安 全 総 点 検 危機管理・生活安全担当 

  
概   要 

シティハイツ竹芝エレベーター事故のような区有施設における悲惨な事故を防止する

ため、毎年度全区有施設を対象として各施設の管理担当職員が目視、触診等により当該施

設の点検を行います。点検を通じて、各施設の不具合状況を把握するとともに、施設管理

担当職員の安全に関する認識の向上を図ることを目的としています。 

  
内   容 

定められた点検項目に沿って不具合や危険箇所の有無を確認するとともに、不具合等 

があった場合は、改善処置を検討し実施します。 

 また、自然災害等に伴い区有施設等への影響が懸念される時等には、その都度、緊急 

総点検を実施します。 

 

根 拠 法 令 等 

港区有施設の安全管理に関する要綱 

港区立学校その他の教育機関の施設等の安全管理に関する要綱 
 

事業開始時期 

平成 18 年８月 

 
事 業 の 状 況 

区有施設安全総点検の結果は以下の表のとおり 

                                  （単位：件数） 

年度 30 元 ２ ３ ４ 

不具合箇所 961 742 918 1,010 994 
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令和３年度  「６.３ 安全な社会づくりを目指して」の集会については、新型コロナ 

ウイルス感染拡大防止のため、講演会を中止し、ご遺族とその支援者か 

らなる赤とんぼの会が主催する献花式のみ開催 

エレベーター事故のご遺族が講師を務める、新任職員研修の実施 

「みなとセーフティＬａｂ．」（区民向けセミナー）の開催 

「港区安全の日」周知啓発リーフレットの作成・配布 

パネル展「６.３ あの日を忘れない～シティハイツ竹芝エレベーター事 

故を教訓とした安全への取組～」の開催 

令和４年度  「６.３ 安全な社会づくりを目指して」の集会の共催 

エレベーター事故のご遺族が講師を務める、新任職員研修の実施 

「みなとセーフティＬａｂ．」（区民向けセミナー）の開催 

「港区安全の日」周知啓発リーフレットの作成・配布 

パネル展「６.３ あの日を忘れない～シティハイツ竹芝エレベーター事 

故を教訓とした安全への取組～」の開催 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

区 有 施 設 安 全 総 点 検 危機管理・生活安全担当 

  
概   要 

シティハイツ竹芝エレベーター事故のような区有施設における悲惨な事故を防止する

ため、毎年度全区有施設を対象として各施設の管理担当職員が目視、触診等により当該施

設の点検を行います。点検を通じて、各施設の不具合状況を把握するとともに、施設管理

担当職員の安全に関する認識の向上を図ることを目的としています。 

  
内   容 

定められた点検項目に沿って不具合や危険箇所の有無を確認するとともに、不具合等 

があった場合は、改善処置を検討し実施します。 

 また、自然災害等に伴い区有施設等への影響が懸念される時等には、その都度、緊急 

総点検を実施します。 

 

根 拠 法 令 等 

港区有施設の安全管理に関する要綱 

港区立学校その他の教育機関の施設等の安全管理に関する要綱 
 

事業開始時期 

平成 18 年８月 

 
事 業 の 状 況 

区有施設安全総点検の結果は以下の表のとおり 

                                  （単位：件数） 

年度 30 元 ２ ３ ４ 

不具合箇所 961 742 918 1,010 994 
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区 有 施 設 安 全 管 理 講 習 会 危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

平成 18 年６月に発生したシティハイツ竹芝エレベーター事故のような痛ましい事故を

二度と発生させないため、区有施設における安全管理対策を充実・強化することを目的と

し、区及び指定管理者等の職員を対象に、基礎的な知識の習得と安全に対する意識改革を

図るための講習会を実施します。 

  
内 容 

【令和４年度】 

（１）夏季講習会「区有施設で発生する事故を減らすために」 

（２）春季講習会「区有施設の安全点検のポイント」 

   ※ 講習会の実施にあたっては、内容の充実を図るとともに施設の安全管理対策を支

援する目的で、事前に講師の一級建築士が現地を訪問し、点検等の状況を確認して

います。 

 

事業開始時期 

平成 20 年２月 

 
事 業 の 状 況 

区有施設安全管理講習会受講者数は以下の表のとおり 

（単位：人）  

年度 

30 元 ２ ３ ４ 

夏季 

 

春季 

 

夏季 

 

春季 

〈 書 面

開催〉 

夏季 

〈 書 面

開催〉 

春季 

〈 書 面

開催〉 

夏季 

〈書面

開催〉 

春季 

〈 書 面

開催〉 

夏季 

〈 書 面

開催〉 

春季 

〈 書 面

開催〉 

対象者 
区の係長級職員、一般職員、小・中学校及び幼稚園の副校（園）長、教職員、指定管理者・

事業受託事業者 

受講者 100 94 96 - - - - - - - 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ レ ベ ー タ ー 等 安 全 管 理 セ ミ ナ ー 危機管理・生活安全担当 

  
概   要 

平成 18 年６月に発生したシティハイツ竹芝エレベーター事故のような痛ましい事故を

二度と発生させないため、エレベーターやエスカレーターの適切な管理と安全な運行を行

うための知識の習得を目的とし、区及び指定管理者等の職員を対象に、基礎的な知識の習

得と安全に対する意識改革を図るためのセミナーを実施します。 

  
内   容 

【令和４年度】 

エレベーター・エスカレーターの機種、構造、地震や火災発生時の管制運転体験、正

しい乗り方、日常管理のポイント、緊急時の対応など（事業者施設の設備見学を含む。） 
 

事業開始時期 

平成 21 年 11 月 

 
事 業 の 状 況 

エレベーター等安全管理セミナー受講者数は以下の表のとおり 

      （単位：人） 

年度 30 元 ２ ３ ４ 

受講者 67 60 ― 33 35 

※令和２年度については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 
事業者施設の利用が制限され、実施せず。 
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区 有 施 設 安 全 管 理 講 習 会 危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

平成 18 年６月に発生したシティハイツ竹芝エレベーター事故のような痛ましい事故を

二度と発生させないため、区有施設における安全管理対策を充実・強化することを目的と

し、区及び指定管理者等の職員を対象に、基礎的な知識の習得と安全に対する意識改革を

図るための講習会を実施します。 

  
内 容 

【令和４年度】 

（１）夏季講習会「区有施設で発生する事故を減らすために」 

（２）春季講習会「区有施設の安全点検のポイント」 

   ※ 講習会の実施にあたっては、内容の充実を図るとともに施設の安全管理対策を支

援する目的で、事前に講師の一級建築士が現地を訪問し、点検等の状況を確認して

います。 

 

事業開始時期 

平成 20 年２月 

 
事 業 の 状 況 

区有施設安全管理講習会受講者数は以下の表のとおり 

（単位：人）  

年度 

30 元 ２ ３ ４ 

夏季 

 

春季 

 

夏季 

 

春季 

〈 書 面

開催〉 

夏季 

〈 書 面

開催〉 

春季 

〈 書 面

開催〉 

夏季 

〈書面

開催〉 

春季 

〈 書 面

開催〉 

夏季 

〈 書 面

開催〉 

春季 

〈 書 面

開催〉 

対象者 
区の係長級職員、一般職員、小・中学校及び幼稚園の副校（園）長、教職員、指定管理者・

事業受託事業者 

受講者 100 94 96 - - - - - - - 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ レ ベ ー タ ー 等 安 全 管 理 セ ミ ナ ー 危機管理・生活安全担当 

  
概   要 

平成 18 年６月に発生したシティハイツ竹芝エレベーター事故のような痛ましい事故を

二度と発生させないため、エレベーターやエスカレーターの適切な管理と安全な運行を行

うための知識の習得を目的とし、区及び指定管理者等の職員を対象に、基礎的な知識の習

得と安全に対する意識改革を図るためのセミナーを実施します。 

  
内   容 

【令和４年度】 

エレベーター・エスカレーターの機種、構造、地震や火災発生時の管制運転体験、正

しい乗り方、日常管理のポイント、緊急時の対応など（事業者施設の設備見学を含む。） 
 

事業開始時期 

平成 21 年 11 月 

 
事 業 の 状 況 

エレベーター等安全管理セミナー受講者数は以下の表のとおり 

      （単位：人） 

年度 30 元 ２ ３ ４ 

受講者 67 60 ― 33 35 

※令和２年度については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 
事業者施設の利用が制限され、実施せず。 
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安 全 で 安 心 で き る 港 区 に す る 条 例 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

区民が安全で安心して生活できる港区を実現することを目的としています。 
 
内 容 
（１）区の責務 

区は、区の区域を管轄する警察署、消防署等の行政機関及び防犯関係団体等と連携
を図りながら、以下の施策を実施します。 
① 生活安全意識の啓発 
② 区民等、事業者、土地建物管理者等が、自主的に実施する生活の安全確保及び

犯罪の防止に向けた活動の支援 
③ 防犯設備の設置の要請及び支援 
④ 安全かつ健全な生活環境を阻害するおそれのある行為を防止するための指導等 

（２）区民等の責務 
区民等は生活が安全に営まれる環境の確保、生活安全活動の推進、区の施策への協

力に努めるものとします。 
（３）事業者の責務 

区民等の生活が安全に営まれる環境の確保、区の施策への協力に努めるものとしま
す。また、安全かつ健全な生活環境を阻害するおそれのある勧誘、宣伝活動等をして
はいけません。 

（４）土地建物管理者の責務 
土地又は建物に係る安全な環境の確保、区の施策への協力に努めるものとします。 

（５）建築主の責務 
共同住宅及びホテル等不特定多数の人が利用する建築物を建築（大規模修繕を含

む。）しようとする際、防犯設備を整備するよう努め、それに当たっては建築基準法
に基づく確認申請前に、その建築物がある区域を管轄する警察署に協議するものとし
ます。 

 
施 行 
  平成 15 年４月 
  
  
 
 

 

港 区 暴 力 団 排 除 条 例 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 
  暴力団は、住民生活や事業活動の場にも深く介入して様々な資金獲得活動を行ってお
り、その手口は多様化、巧妙化しています。特に、東京は経済・産業の中心地であるこ
とから、都内に集中する様々な利権を狙って暴力団が進出してきています。 
このような状況を踏まえ、区では、平成 26 年４月、暴力団排除に関する区、区民等及

び事業者の責務を明らかにするとともに、相互の連携をより一層深め、社会全体で暴力
団排除活動を推進するため、港区暴力団排除条例を制定しました。 

 
内 容 
（１）基本理念 

① 暴力団と交際しない 
② 暴力団を恐れない 
③ 暴力団に資金を提供しない 
④ 暴力団を利用しない 

（２）区の責務 
区は、区民等及び事業者の協力を得るとともに、警察等との連携を図りながら、暴

力団排除活動に関する施策を総合的かつ効果的に推進します。 
（３）区民等の責務 
   区民等は、基本理念に基づき、次の行為を行うよう努めます。 
  ① 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、区又は警察等に当

該情報を提供すること 
② 区が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画し、又は協力すること 
③ 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと 

（４）事業者の責務 
事業者は、基本理念に基づき、区民等の責務に加え、従業員の安全及び事業の適正

かつ円滑な実施を確保するため、暴力団排除のために適切な措置を講ずるよう努めま
す。 

（５）区民等及び事業者が遵守すべき事項 
① 暴力団の威力を利用することの禁止 

区民等及び事業者は、債権の回収、紛争の解決等のために、暴力団の威力を利用
してはならないものとします。 

② 暴力団等に対する利益供与の禁止 
区民等及び事業者は、暴力団の威力を利用すること等を目的として、暴力団等に

対して金品その他の財産上の利益を供与してはならないものとします。 
（６）区内飲食店事業者からの誓約書の提出 

食品衛生法に基づく飲食店営業の許可（新規・更新）を受けた事業者は、「暴力団の
威力を利用することの禁止」や「暴力団に対する利益供与の禁止」を遵守すること等
を記載した誓約書を区長に提出するものとします。 

 
（単位：件） 

年度 30 元 ２ ３ ４ 

受理数 702 872 791 816 663 
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安 全 で 安 心 で き る 港 区 に す る 条 例 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

区民が安全で安心して生活できる港区を実現することを目的としています。 
 
内 容 
（１）区の責務 

区は、区の区域を管轄する警察署、消防署等の行政機関及び防犯関係団体等と連携
を図りながら、以下の施策を実施します。 
① 生活安全意識の啓発 
② 区民等、事業者、土地建物管理者等が、自主的に実施する生活の安全確保及び

犯罪の防止に向けた活動の支援 
③ 防犯設備の設置の要請及び支援 
④ 安全かつ健全な生活環境を阻害するおそれのある行為を防止するための指導等 

（２）区民等の責務 
区民等は生活が安全に営まれる環境の確保、生活安全活動の推進、区の施策への協

力に努めるものとします。 
（３）事業者の責務 

区民等の生活が安全に営まれる環境の確保、区の施策への協力に努めるものとしま
す。また、安全かつ健全な生活環境を阻害するおそれのある勧誘、宣伝活動等をして
はいけません。 

（４）土地建物管理者の責務 
土地又は建物に係る安全な環境の確保、区の施策への協力に努めるものとします。 

（５）建築主の責務 
共同住宅及びホテル等不特定多数の人が利用する建築物を建築（大規模修繕を含

む。）しようとする際、防犯設備を整備するよう努め、それに当たっては建築基準法
に基づく確認申請前に、その建築物がある区域を管轄する警察署に協議するものとし
ます。 

 
施 行 
  平成 15 年４月 
  
  
 
 

 

港 区 暴 力 団 排 除 条 例 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 
  暴力団は、住民生活や事業活動の場にも深く介入して様々な資金獲得活動を行ってお
り、その手口は多様化、巧妙化しています。特に、東京は経済・産業の中心地であるこ
とから、都内に集中する様々な利権を狙って暴力団が進出してきています。 
このような状況を踏まえ、区では、平成 26 年４月、暴力団排除に関する区、区民等及

び事業者の責務を明らかにするとともに、相互の連携をより一層深め、社会全体で暴力
団排除活動を推進するため、港区暴力団排除条例を制定しました。 

 
内 容 
（１）基本理念 

① 暴力団と交際しない 
② 暴力団を恐れない 
③ 暴力団に資金を提供しない 
④ 暴力団を利用しない 

（２）区の責務 
区は、区民等及び事業者の協力を得るとともに、警察等との連携を図りながら、暴

力団排除活動に関する施策を総合的かつ効果的に推進します。 
（３）区民等の責務 
   区民等は、基本理念に基づき、次の行為を行うよう努めます。 
  ① 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、区又は警察等に当

該情報を提供すること 
② 区が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画し、又は協力すること 
③ 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと 

（４）事業者の責務 
事業者は、基本理念に基づき、区民等の責務に加え、従業員の安全及び事業の適正

かつ円滑な実施を確保するため、暴力団排除のために適切な措置を講ずるよう努めま
す。 

（５）区民等及び事業者が遵守すべき事項 
① 暴力団の威力を利用することの禁止 

区民等及び事業者は、債権の回収、紛争の解決等のために、暴力団の威力を利用
してはならないものとします。 

② 暴力団等に対する利益供与の禁止 
区民等及び事業者は、暴力団の威力を利用すること等を目的として、暴力団等に

対して金品その他の財産上の利益を供与してはならないものとします。 
（６）区内飲食店事業者からの誓約書の提出 

食品衛生法に基づく飲食店営業の許可（新規・更新）を受けた事業者は、「暴力団の
威力を利用することの禁止」や「暴力団に対する利益供与の禁止」を遵守すること等
を記載した誓約書を区長に提出するものとします。 

 
（単位：件） 

年度 30 元 ２ ３ ４ 

受理数 702 872 791 816 663 
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（７）区の事務事業に係る暴力団排除措置 

区は、区が行う契約、補助金等の事務事業が暴力団の利益とならないよう、暴力団
排除条項を整備するなど暴力団の関与を防止するための必要な措置を講じます。 

（８）公の施設における暴力団排除措置 
区は、区民センターや区民斎場等の公の施設の利用が、暴力団の利益となると認め

られるときは、利用承認を取り消すなど当該施設の利用を拒否します。 
（９）港区暴力団排除審議会 

区は、条例に基づく暴力団排除活動を推進するための措置を適正に実施するため、
区長の付属機関として港区暴力団排除審議会を設置します。 

（10）区民等及び事業者の暴力団排除活動への支援 
① 暴力団排除活動支援アドバイザー派遣制度 

区民等や事業者からの暴力団に関する相談に対して、区が暴力団対策に精通した
弁護士をアドバイザーとして派遣します。 
・利用時間 原則として１回２時間 
・利用回数 原則として５回 

② 暴力団排除活動に係る物品貸与事業 
区民等や事業者が取り組む暴力団排除キャンペーンや団結式などの暴力団排除

活動に対し、必要な物品を貸与します。 
・貸与物品 横断幕、のぼり旗、パトロールベスト等 

 
施 行 
  平成 26 年４月 
 
関連規則・要綱 

港区暴力団排除条例施行規則 
港区暴力団排除活動支援要綱 

 

 

港 区 客 引 き 行 為 等 の 防 止 に 関 す る 条 例 
（ 客 引 き 防 止 プ ロ ジ ェ ク ト ） 

危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

区では、区民や来街者等の安全安心を確保するとともに、事業活動の健全な発展に寄
与することを目的に、公共の場所において客引き行為等を明確に規制する「港区客引き
行為等の防止に関する条例」を制定し、条例に基づく施策を推進しています。 

 
内 容 
（１）区の責務 

公共の場所における客引き行為等を防止するために必要な施策を実施するものと
します。 

（２）区民等の責務 
   公共の場所における客引き行為等の防止に関し、区が実施する施策に協力するよう

努めるものとします。 
（３）事業者の責務 
   （２）の区民等の責務に加え、公共の場所における客引き行為等を防止するため、

従業員への指導、監督その他必要な措置を講ずるよう努めるものとします。 
（４）規制場所 

公共の場所（区内の道路、公園、広場、駅その他の不特定の者が通行し、又は利用
する場所で公共の用に供されるもの）を対象とします。 

（５）規制行為 
① 客引き行為（通行人等不特定の者の中から相手方を特定して接近し、客となるよ

うに勧誘する行為） 
② 客待ち行為（①の客引き行為を行う目的で相手方となるべき者を待つ行為） 
③ 勧誘行為（通行人等不特定の者の中から相手方を特定して、接待飲食店等の役務

に従事するように勧誘する行為） 
④ 勧誘待ち行為（③の勧誘行為を行う目的で相手方となるべき者を待つ行為） 

（６）禁止事項 
① 公共の場所における客引き行為等の禁止 
② 客引き行為又は勧誘行為を用いた営業の禁止 

（７）誓約書の提出 
区長は、食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を受けたものに対し、（６）の禁止

事項を遵守すること等を記載した誓約書の提出を求め、提出した事業者にはその証と
してステッカーを交付するものとします。 

（８）違反者への措置 
違反者には、指導、勧告、命令のうえ、是正されない場合は５万円以下の「過料」

を科し、命令の内容その他必要な事項を「公表」することができるものとします。過
料は、違反行為者の事業主である法人の代表者等にも科すこととします。 

 
【指導等の実施状況】                     （単位：件） 

年度 指導書 勧告書 命令書 過料 公表 

30 360 11 1 0 0 
元 608 30 1 2 2 
２ 676 21 3 0 0 
３ 868 44 2 0 0 
４ 817 20 2 0 0 
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（７）区の事務事業に係る暴力団排除措置 

区は、区が行う契約、補助金等の事務事業が暴力団の利益とならないよう、暴力団
排除条項を整備するなど暴力団の関与を防止するための必要な措置を講じます。 

（８）公の施設における暴力団排除措置 
区は、区民センターや区民斎場等の公の施設の利用が、暴力団の利益となると認め

られるときは、利用承認を取り消すなど当該施設の利用を拒否します。 
（９）港区暴力団排除審議会 

区は、条例に基づく暴力団排除活動を推進するための措置を適正に実施するため、
区長の付属機関として港区暴力団排除審議会を設置します。 

（10）区民等及び事業者の暴力団排除活動への支援 
① 暴力団排除活動支援アドバイザー派遣制度 

区民等や事業者からの暴力団に関する相談に対して、区が暴力団対策に精通した
弁護士をアドバイザーとして派遣します。 
・利用時間 原則として１回２時間 
・利用回数 原則として５回 

② 暴力団排除活動に係る物品貸与事業 
区民等や事業者が取り組む暴力団排除キャンペーンや団結式などの暴力団排除

活動に対し、必要な物品を貸与します。 
・貸与物品 横断幕、のぼり旗、パトロールベスト等 

 
施 行 
  平成 26 年４月 
 
関連規則・要綱 

港区暴力団排除条例施行規則 
港区暴力団排除活動支援要綱 

 

 

港 区 客 引 き 行 為 等 の 防 止 に 関 す る 条 例 
（ 客 引 き 防 止 プ ロ ジ ェ ク ト ） 

危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

区では、区民や来街者等の安全安心を確保するとともに、事業活動の健全な発展に寄
与することを目的に、公共の場所において客引き行為等を明確に規制する「港区客引き
行為等の防止に関する条例」を制定し、条例に基づく施策を推進しています。 

 
内 容 
（１）区の責務 

公共の場所における客引き行為等を防止するために必要な施策を実施するものと
します。 

（２）区民等の責務 
   公共の場所における客引き行為等の防止に関し、区が実施する施策に協力するよう

努めるものとします。 
（３）事業者の責務 
   （２）の区民等の責務に加え、公共の場所における客引き行為等を防止するため、

従業員への指導、監督その他必要な措置を講ずるよう努めるものとします。 
（４）規制場所 

公共の場所（区内の道路、公園、広場、駅その他の不特定の者が通行し、又は利用
する場所で公共の用に供されるもの）を対象とします。 

（５）規制行為 
① 客引き行為（通行人等不特定の者の中から相手方を特定して接近し、客となるよ

うに勧誘する行為） 
② 客待ち行為（①の客引き行為を行う目的で相手方となるべき者を待つ行為） 
③ 勧誘行為（通行人等不特定の者の中から相手方を特定して、接待飲食店等の役務

に従事するように勧誘する行為） 
④ 勧誘待ち行為（③の勧誘行為を行う目的で相手方となるべき者を待つ行為） 

（６）禁止事項 
① 公共の場所における客引き行為等の禁止 
② 客引き行為又は勧誘行為を用いた営業の禁止 

（７）誓約書の提出 
区長は、食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を受けたものに対し、（６）の禁止

事項を遵守すること等を記載した誓約書の提出を求め、提出した事業者にはその証と
してステッカーを交付するものとします。 

（８）違反者への措置 
違反者には、指導、勧告、命令のうえ、是正されない場合は５万円以下の「過料」

を科し、命令の内容その他必要な事項を「公表」することができるものとします。過
料は、違反行為者の事業主である法人の代表者等にも科すこととします。 

 
【指導等の実施状況】                     （単位：件） 

年度 指導書 勧告書 命令書 過料 公表 

30 360 11 1 0 0 
元 608 30 1 2 2 
２ 676 21 3 0 0 
３ 868 44 2 0 0 
４ 817 20 2 0 0 
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（９）港区生活安全パトロール隊の配置 

区では、繁華街における客引き行為等を抑止するため、港区生活安全パトロール隊
（港区客引き行為防止指定指導員）を配置し、条例の周知・啓発を行うとともに、違 
反者に対しては条例を遵守するよう指導を行います。 

地区 巡回場所 地区 巡回場所 

大門・浜松町 大門交差点周辺 赤坂 赤坂見附駅周辺 
新橋 新橋駅周辺 田町 慶応仲通り周辺、芝浦工業

大学周辺 
六本木 六本木交差点周辺 品川 品川駅港南口周辺 

（10）警察官ＯＢの任用 
平成 31 年４月から専門的な技能や経験を有する警察官ＯＢを任用し、条例に基づ

く行政処分を活用した客引き対策の強化を図っています。 
（11）港区客引き行為防止対策審議会 

条例に基づく客引き行為等の防止に関する措置を適正に実施するため、区長の付属
機関として、港区客引き行為防止対策審議会を設置しています。 

（12）客引き防止キャンペーン 

年度 年月日 地区 内容 

30 

平成 30 年７月 13 日 六本木 パレード及び啓発活動の実施 

平成 30 年７月 24 日 赤坂 パレード及び啓発活動の実施 
平成 30 年 12 月６日 六本木 パレード及び啓発活動の実施 
平成 30年 12月 11日 新橋 啓発活動の実施 
平成 30年 12月 13日 品川 パレード及び啓発活動の実施 
平成 30年 12月 20日 赤坂 パレード及び啓発活動の実施 
平成 31 年３月 25 日 赤坂 パレード及び啓発活動の実施 

元 

令和元年７月 23 日 赤坂 パレード及び啓発活動の実施 

令和元年７月 24 日 六本木 啓発活動の実施 
令和元年 11 月 20 日 新橋 パレードの実施 
令和元年 12 月 13 日 六本木 パレード及び啓発活動の実施 
令和元年 12 月 16 日 赤坂 パレード及び啓発活動の実施 

２ 
令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、客引き防止キャ
ンペーンを実施していません。 

３ 令和３年 12 月 16 日 六本木 啓発活動の実施 

４ 

令和４年７月 20 日 新橋 パレード及び啓発活動の実施 
令和４年７月 28 日 六本木 パレード及び啓発活動の実施 
令和４年 12 月 15 日 新橋 パレード及び啓発活動の実施 
令和４年 12 月 20 日 六本木 パレード及び啓発活動の実施 

 
施 行 
  平成 29 年４月 
関 連 規 則 
  港区客引き行為等の防止に関する条例施行規則 
 
 
 
 
 
 
 

 

港 区 生 活 安 全 行 動 計 画 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

防犯や防火等の各種生活安全施策の実施に関し、長期的な視点に立ち、区が取り組む
べき目標や課題、施策の概要を体系的に明らかにし、「安全で安心できる港区」を実現す
るための具体的な道筋を示すことを目的としています。 

 
計画の基本的な考え方 

ＡＩなど新たな技術が進展する中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とし
て、暮らし方や働き方は転換期を迎えています。またＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
が 2030 年までの国際目標として共有されていることも踏まえ、これまで以上に安心し
て過ごせるまちの実現に向けた取組の充実が求められています。 

区は「区民の安全・安心の確保」を最重要課題としており、区民、事業者、関係機関
と協働して区民の生活安全の向上への取組を推進してきました。平成 18 年度に初めて
行動計画を策定した後、区内の刑法犯認知件数は、平成 17 年に 8,183 件であったもの
が、令和３年には 2,228 件となるなど、取組の一定の効果は現れています。しかしなが
ら、徐々に社会活動が戻ってきた令和４年は 2,620 件と前年を上回りました。 

区内では、子どもや女性を対象とした声かけやつきまとい等が発生し、高齢者等を対
象とした特殊詐欺も手口が巧妙化しており、一層の対策が求められます。 

本計画はこれらを踏まえ、区民、事業者、関係機関及び区の協働による取組を明らか
にし、安全で安心して暮らせる都心をつくる（まちのルールとマナーが守られ、安心し
て快適に過ごせるまちをつくる）ための羅針盤であり、地域共生社会の実現を基本に据
え、誰もが快適に過ごせるまちをつくるための生活安全分野における具体的施策を体系
的に示したアクションプランとなっています。 

 
内 容 
（１）計画の対象 

① 区民生活に身近な場所で発生する犯罪及び火災の防止 
② 道路や公園等の公共空間における義務・マナー違反等（客引き行為、落書き、ご 

みの不法投棄、路上喫煙・ポイ捨て等）の環境改善 
（２）課題 

① 子どもや女性の安全安心を確保する 
② 高齢者、障害者の安全安心を確保する 
③ 繁華街の安全安心を確保する 

これらの課題に「全ての区民・地域に向けた安全安心の取組」を加え、ＳＤＧｓ 
のゴールとの関係を示します。 

（３）取組を推進するための三つの手法 
① ひとづくり （自分自身を守る知識をつくる） 
② ネットワークづくり （協働によるつながりをつくる） 
③ まちづくり （犯罪が起きにくい環境をつくる） 

（４）計画の期間 
   令和３年度から令和５年度まで 
（５）策定時期 
   令和３年３月 
（６）計上事業 

69 事業 
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（９）港区生活安全パトロール隊の配置 

区では、繁華街における客引き行為等を抑止するため、港区生活安全パトロール隊
（港区客引き行為防止指定指導員）を配置し、条例の周知・啓発を行うとともに、違 
反者に対しては条例を遵守するよう指導を行います。 

地区 巡回場所 地区 巡回場所 

大門・浜松町 大門交差点周辺 赤坂 赤坂見附駅周辺 
新橋 新橋駅周辺 田町 慶応仲通り周辺、芝浦工業

大学周辺 
六本木 六本木交差点周辺 品川 品川駅港南口周辺 

（10）警察官ＯＢの任用 
平成 31 年４月から専門的な技能や経験を有する警察官ＯＢを任用し、条例に基づ

く行政処分を活用した客引き対策の強化を図っています。 
（11）港区客引き行為防止対策審議会 

条例に基づく客引き行為等の防止に関する措置を適正に実施するため、区長の付属
機関として、港区客引き行為防止対策審議会を設置しています。 

（12）客引き防止キャンペーン 

年度 年月日 地区 内容 

30 

平成 30 年７月 13 日 六本木 パレード及び啓発活動の実施 

平成 30 年７月 24 日 赤坂 パレード及び啓発活動の実施 
平成 30 年 12 月６日 六本木 パレード及び啓発活動の実施 
平成 30年 12月 11日 新橋 啓発活動の実施 
平成 30年 12月 13日 品川 パレード及び啓発活動の実施 
平成 30年 12月 20日 赤坂 パレード及び啓発活動の実施 
平成 31 年３月 25 日 赤坂 パレード及び啓発活動の実施 

元 

令和元年７月 23 日 赤坂 パレード及び啓発活動の実施 

令和元年７月 24 日 六本木 啓発活動の実施 
令和元年 11 月 20 日 新橋 パレードの実施 
令和元年 12 月 13 日 六本木 パレード及び啓発活動の実施 
令和元年 12 月 16 日 赤坂 パレード及び啓発活動の実施 

２ 
令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、客引き防止キャ
ンペーンを実施していません。 

３ 令和３年 12 月 16 日 六本木 啓発活動の実施 

４ 

令和４年７月 20 日 新橋 パレード及び啓発活動の実施 
令和４年７月 28 日 六本木 パレード及び啓発活動の実施 
令和４年 12 月 15 日 新橋 パレード及び啓発活動の実施 
令和４年 12 月 20 日 六本木 パレード及び啓発活動の実施 

 
施 行 
  平成 29 年４月 
関 連 規 則 
  港区客引き行為等の防止に関する条例施行規則 
 
 
 
 
 
 
 

 

港 区 生 活 安 全 行 動 計 画 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

防犯や防火等の各種生活安全施策の実施に関し、長期的な視点に立ち、区が取り組む
べき目標や課題、施策の概要を体系的に明らかにし、「安全で安心できる港区」を実現す
るための具体的な道筋を示すことを目的としています。 

 
計画の基本的な考え方 

ＡＩなど新たな技術が進展する中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とし
て、暮らし方や働き方は転換期を迎えています。またＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
が 2030 年までの国際目標として共有されていることも踏まえ、これまで以上に安心し
て過ごせるまちの実現に向けた取組の充実が求められています。 

区は「区民の安全・安心の確保」を最重要課題としており、区民、事業者、関係機関
と協働して区民の生活安全の向上への取組を推進してきました。平成 18 年度に初めて
行動計画を策定した後、区内の刑法犯認知件数は、平成 17 年に 8,183 件であったもの
が、令和３年には 2,228 件となるなど、取組の一定の効果は現れています。しかしなが
ら、徐々に社会活動が戻ってきた令和４年は 2,620 件と前年を上回りました。 

区内では、子どもや女性を対象とした声かけやつきまとい等が発生し、高齢者等を対
象とした特殊詐欺も手口が巧妙化しており、一層の対策が求められます。 

本計画はこれらを踏まえ、区民、事業者、関係機関及び区の協働による取組を明らか
にし、安全で安心して暮らせる都心をつくる（まちのルールとマナーが守られ、安心し
て快適に過ごせるまちをつくる）ための羅針盤であり、地域共生社会の実現を基本に据
え、誰もが快適に過ごせるまちをつくるための生活安全分野における具体的施策を体系
的に示したアクションプランとなっています。 

 
内 容 
（１）計画の対象 

① 区民生活に身近な場所で発生する犯罪及び火災の防止 
② 道路や公園等の公共空間における義務・マナー違反等（客引き行為、落書き、ご 

みの不法投棄、路上喫煙・ポイ捨て等）の環境改善 
（２）課題 

① 子どもや女性の安全安心を確保する 
② 高齢者、障害者の安全安心を確保する 
③ 繁華街の安全安心を確保する 

これらの課題に「全ての区民・地域に向けた安全安心の取組」を加え、ＳＤＧｓ 
のゴールとの関係を示します。 

（３）取組を推進するための三つの手法 
① ひとづくり （自分自身を守る知識をつくる） 
② ネットワークづくり （協働によるつながりをつくる） 
③ まちづくり （犯罪が起きにくい環境をつくる） 

（４）計画の期間 
   令和３年度から令和５年度まで 
（５）策定時期 
   令和３年３月 
（６）計上事業 

69 事業 
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生 活 安 全 活 動 の 支 援 
（１）港区生活安全協議会・生活安全活動推進協議会 

各 総 合 支 所 
協 働 推 進 課 

危機管理・生活安全担当 

  
概 要 
 

生活安全に関する施策の実施に関し必要な事項を協議する「港区生活安全協議会」を
運営するとともに、各地区に設置された「生活安全活動推進協議会」等による、地域ご
との生活安全活動を支援します。 

 
内 容 
（１）港区生活安全協議会 

 区の生活安全に関する施策の実施に関し必要な事項を協議する組織です。区民等、
事業者、関係行政機関の職員及び区の職員で構成されています。 

（２）生活安全活動推進協議会 
 各地区の生活安全活動の推進及び地域の安全を脅かす課題の解決に取り組むため、
各総合支所単位に設置されている組織で、町会・自治会、商店会、防犯協会、保護司、
ＰＴＡ関係者、民生・児童委員、その他協議会の設立目的に賛同する企業、団体及び
個人による委員で構成されています。 

（３）区の支援 
   各地区で実施する、地域の実情に応じた生活安全に関するキャンペーンの共催や自

主パトロールへの参加等により活動を支援しています。 
 
根拠法令 等 

安全で安心できる港区にする条例 
安全で安心できる港区にする条例施行規則 

  
事業の状 況 

【生活安全協議会活動状況】  

年度 開催日 内 容 

30 

平成30年 10月 25日 

港区の生活安全について（台風第 24 号による被害に
ついて、落書き対策について、客引き行為等防止対策
について）、平成 30 年度「安全で安心できる港区に
する条例」に基づく表彰審査会の結果についてほか 

平成 31 年３月 26 日 

港区の生活安全について（港区ながら見守り連携事
業について、落書き対策について、客引き行為等防止
対策について）、平成 31 年度「安全で安心できる港
区にする条例」に基づく表彰審査会の委員の選任に
ついてほか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

年度 開催日 内 容 

元 

令和元年10月24日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和元年度
「安全で安心できる港区にする条例」に基づく表彰に
ついてほか 

令和２年３月 24 日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和元年度各
地区生活安全活動推進協議会の取組について、令和元
年度の表彰結果及び令和２年度の表彰審査会の委員
の選任についてほか 
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面によ
る会議・議決） 

２ 

令和２年10月22日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和２年度
「安全で安心できる港区にする条例」に基づく表彰に
ついてほか 
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面によ
る会議・議決） 

令和３年３月 18 日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和２年度各
地区生活安全活動推進協議会の取組について、令和２
年度の表彰結果及び令和３年度の表彰審査会の委員
の選任についてほか 
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面によ
る会議・議決） 

３ 

令和３年10月19日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和３年度
「安全で安心できる港区にする条例」に基づく表彰に
ついてほか 
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面によ
る会議・議決） 

令和４年３月 25 日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和３年度各
地区生活安全活動推進協議会の取組について、令和３
年度の表彰結果及び令和４年度の表彰審査会の委員
の選任についてほか 
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面によ
る会議・議決） 

４ 

令和４年10月20日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和４年度
「安全で安心できる港区にする条例」に基づく表彰に
ついてほか 

令和５年３月 27 日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和４年度各
地区生活安全活動推進協議会の取組について、令和４
年度の表彰結果及び令和５年度の表彰審査会の委員
の選任についてほか 
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生 活 安 全 活 動 の 支 援 
（１）港区生活安全協議会・生活安全活動推進協議会 

各 総 合 支 所 
協 働 推 進 課 

危機管理・生活安全担当 

  
概 要 
 

生活安全に関する施策の実施に関し必要な事項を協議する「港区生活安全協議会」を
運営するとともに、各地区に設置された「生活安全活動推進協議会」等による、地域ご
との生活安全活動を支援します。 

 
内 容 
（１）港区生活安全協議会 

 区の生活安全に関する施策の実施に関し必要な事項を協議する組織です。区民等、
事業者、関係行政機関の職員及び区の職員で構成されています。 

（２）生活安全活動推進協議会 
 各地区の生活安全活動の推進及び地域の安全を脅かす課題の解決に取り組むため、
各総合支所単位に設置されている組織で、町会・自治会、商店会、防犯協会、保護司、
ＰＴＡ関係者、民生・児童委員、その他協議会の設立目的に賛同する企業、団体及び
個人による委員で構成されています。 

（３）区の支援 
   各地区で実施する、地域の実情に応じた生活安全に関するキャンペーンの共催や自

主パトロールへの参加等により活動を支援しています。 
 
根拠法令 等 

安全で安心できる港区にする条例 
安全で安心できる港区にする条例施行規則 

  
事業の状 況 

【生活安全協議会活動状況】  

年度 開催日 内 容 

30 

平成30年 10月 25日 

港区の生活安全について（台風第 24 号による被害に
ついて、落書き対策について、客引き行為等防止対策
について）、平成 30 年度「安全で安心できる港区に
する条例」に基づく表彰審査会の結果についてほか 

平成 31 年３月 26 日 

港区の生活安全について（港区ながら見守り連携事
業について、落書き対策について、客引き行為等防止
対策について）、平成 31 年度「安全で安心できる港
区にする条例」に基づく表彰審査会の委員の選任に
ついてほか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

年度 開催日 内 容 

元 

令和元年10月24日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和元年度
「安全で安心できる港区にする条例」に基づく表彰に
ついてほか 

令和２年３月 24 日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和元年度各
地区生活安全活動推進協議会の取組について、令和元
年度の表彰結果及び令和２年度の表彰審査会の委員
の選任についてほか 
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面によ
る会議・議決） 

２ 

令和２年10月22日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和２年度
「安全で安心できる港区にする条例」に基づく表彰に
ついてほか 
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面によ
る会議・議決） 

令和３年３月 18 日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和２年度各
地区生活安全活動推進協議会の取組について、令和２
年度の表彰結果及び令和３年度の表彰審査会の委員
の選任についてほか 
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面によ
る会議・議決） 

３ 

令和３年10月19日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和３年度
「安全で安心できる港区にする条例」に基づく表彰に
ついてほか 
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面によ
る会議・議決） 

令和４年３月 25 日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和３年度各
地区生活安全活動推進協議会の取組について、令和３
年度の表彰結果及び令和４年度の表彰審査会の委員
の選任についてほか 
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面によ
る会議・議決） 

４ 

令和４年10月20日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和４年度
「安全で安心できる港区にする条例」に基づく表彰に
ついてほか 

令和５年３月 27 日 

港区内の犯罪発生状況及び災害発生状況等について、
港区の生活安全に関する取組について、令和４年度各
地区生活安全活動推進協議会の取組について、令和４
年度の表彰結果及び令和５年度の表彰審査会の委員
の選任についてほか 
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【各地区生活安全活動推進協議会】 

名  称 設置年月日 

芝地区生活安全・環境美化活動推進協議会 平成 16 年４月１日 

麻布地区の生活安全と環境を守る協議会 平成 16 年４月１日 

赤坂青山安全・環境美化推進協議会 平成 16 年４月１日 

高輪地区生活安全・環境美化協議会 

平成 16 年５月 14 日 
※平成 18 年５月 12 日付、高輪地区生

活安全活動推進協議会から名称変
更 

※平成 22 年５月 11 日付、高輪地区生
活安全・環境美化活動推進協議会か
ら名称変更 

芝浦港南地区安全・美化協議会 平成 16 年４月１日 

 ※令和４年度の各地区生活安全活動推進協議会活動状況は、次ページ以降を参照 
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（１） 協議会 第１回 令和４年７月 11 日  

第２回 令和５年２月８日  
（２） 幹事会 第１回 令和４年６月 29 日 

第２回 令和５年１月 25 日 
（３） 活動内容 

① 「芝地区クリーンキャンペーン～路上喫煙ゼロのまち！～」 
（計９回・1,982 名参加） 
芝地区内の主要駅周辺にて、午前８時から午前９時 30 分まで、清

掃活動、喫煙マナーの啓発活動、放置自転車や路上看板への警告札
貼付活動、ガム痕の除去活動、落書き消しなどを実施 

令和４年４月 19 日  浜松町駅・大門駅周辺   213 名参加 
令和４年５月 12 日  芝公園駅・赤羽橋駅周辺 141 名参加 
令和４年６月９日   虎ノ門駅・神谷町駅周辺  173 名参加 
令和４年７月 20 日  内幸町駅・御成門駅周辺  125 名参加 
令和４年９月 13 日  新橋駅・内幸町駅周辺   262 名参加 
令和４年 10 月 18 日  田町駅・三田駅周辺    ※雨天中止 
令和４年 11 月 10 日  虎ノ門駅・神谷町駅周辺 226 名参加 
令和４年 12 月８日  浜松町駅・大門駅周辺  257 名参加 
令和５年２月 16 日  田町駅・三田駅周辺   258 名参加 
令和５年３月９日   新橋駅・内幸町駅周辺  327 名参加 

② 地域内の連携を図る取組 
ア キャンペーンに３年間継続して年間２回以上参加した１事業所

に感謝状を贈呈 
イ キャンペーンの会場に「地域交流スペース」を設置 

参加事業所の紹介ポスター、町会・自治会の紹介地図、地域の
イベント情報、みなとタバコルールの周知、防災情報などをパネ
ルに掲載 

ウ 参加事業所に事務局の役割を分担（会場受付・活動用品の準備等） 
③ 「小学校の通学路点検」活動状況 

御成門小学校（令和４年５月 16 日、令和４年 10 月 26 日） 
芝小学校  （令和４年５月２日、令和４年 11 月 28 日） 
赤羽小学校 （令和４年６月 16 日、令和４年 10 月 27 日） 
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【各地区生活安全活動推進協議会】 

名  称 設置年月日 

芝地区生活安全・環境美化活動推進協議会 平成 16 年４月１日 

麻布地区の生活安全と環境を守る協議会 平成 16 年４月１日 

赤坂青山安全・環境美化推進協議会 平成 16 年４月１日 

高輪地区生活安全・環境美化協議会 

平成 16 年５月 14 日 
※平成 18 年５月 12 日付、高輪地区生

活安全活動推進協議会から名称変
更 

※平成 22 年５月 11 日付、高輪地区生
活安全・環境美化活動推進協議会か
ら名称変更 

芝浦港南地区安全・美化協議会 平成 16 年４月１日 

 ※令和４年度の各地区生活安全活動推進協議会活動状況は、次ページ以降を参照 
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（１） 協議会 第１回 令和４年７月 11 日  

第２回 令和５年２月８日  
（２） 幹事会 第１回 令和４年６月 29 日 

第２回 令和５年１月 25 日 
（３） 活動内容 

① 「芝地区クリーンキャンペーン～路上喫煙ゼロのまち！～」 
（計９回・1,982 名参加） 
芝地区内の主要駅周辺にて、午前８時から午前９時 30 分まで、清

掃活動、喫煙マナーの啓発活動、放置自転車や路上看板への警告札
貼付活動、ガム痕の除去活動、落書き消しなどを実施 

令和４年４月 19 日  浜松町駅・大門駅周辺   213 名参加 
令和４年５月 12 日  芝公園駅・赤羽橋駅周辺 141 名参加 
令和４年６月９日   虎ノ門駅・神谷町駅周辺  173 名参加 
令和４年７月 20 日  内幸町駅・御成門駅周辺  125 名参加 
令和４年９月 13 日  新橋駅・内幸町駅周辺   262 名参加 
令和４年 10 月 18 日  田町駅・三田駅周辺    ※雨天中止 
令和４年 11 月 10 日  虎ノ門駅・神谷町駅周辺 226 名参加 
令和４年 12 月８日  浜松町駅・大門駅周辺  257 名参加 
令和５年２月 16 日  田町駅・三田駅周辺   258 名参加 
令和５年３月９日   新橋駅・内幸町駅周辺  327 名参加 

② 地域内の連携を図る取組 
ア キャンペーンに３年間継続して年間２回以上参加した１事業所

に感謝状を贈呈 
イ キャンペーンの会場に「地域交流スペース」を設置 

参加事業所の紹介ポスター、町会・自治会の紹介地図、地域の
イベント情報、みなとタバコルールの周知、防災情報などをパネ
ルに掲載 

ウ 参加事業所に事務局の役割を分担（会場受付・活動用品の準備等） 
③ 「小学校の通学路点検」活動状況 

御成門小学校（令和４年５月 16 日、令和４年 10 月 26 日） 
芝小学校  （令和４年５月２日、令和４年 11 月 28 日） 
赤羽小学校 （令和４年６月 16 日、令和４年 10 月 27 日） 
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（１）協議会（全体会） 第１回 令和４年６月 20 日 

第２回 令和５年３月 14 日 
（２）活動内容 

① 生活安全分野 
    ア 詐欺・悪質商法対策セミナー 

麻布地区で発生している詐欺被害の実態や悪質商法から身
を守るために必要な契約に関する正しい知識を専門家から学
ぶセミナーを開催。 

令和４年 11 月９日 六本木区民協働スペース 17 名参加 
イ 安全で安心できる麻布をめざす研修会 

麻布警察署の職員を講師として特殊詐欺及び強盗被害から
地域を守る方法を学んだ。また、令和５年が関東大震災から 100
年の節目の年となることから、麻布消防署の職員を講師として
家具転倒防止の重要性等の防災知識を学んだ。 

令和５年３月 14 日  麻布区民協働スペース 35 名参加 
② 環境美化分野 

ア クリーンアップキャンペーン（六本木） 
六本木交差点周辺にて、清掃活動、まちの安全安心のための

ルール「六本木安全安心憲章」や「みなとタバコルール」のＰ
Ｒ、落書き消去を実施。 

第１回 令和４年 10 月 27 日  65 名参加 
第２回 令和５年３月 16 日   66 名参加 

イ クリーンアップキャンペーン（麻布十番） 
麻布十番駅周辺にて、清掃活動、「みなとタバコルール」の

ＰＲ、落書き消去を実施。 
令和４年 11 月 16 日  39 名参加 

ウ 子どもたちとの落書き消去活動 
南山小学校周辺にて、南山小学校３年生の子どもたち 60 名

と協力し小学校付近の落書きを消去。 
令和４年 12 月８日  35 名参加 
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（１） 協議会 第１回 令和４年 ６月 30 日  41 名参加 

第２回 令和４年 11 月 21 日  41 名参加 
第３回 令和５年 ３月 17 日  39 名参加 

（２） 地域安全講習会 令和５年 ３月 17 日  39 名参加 
（第３回協議会の中で開催） 

（３） 活動内容 
① 生活安全パトロール活動状況（計 11 回 183 名参加） 

令和４年４月９日（17 名）、令和４年５月 26 日（12 名） 
令和４年６月３日（17 名）、令和４年７月 29 日（13 名） 
令和４年 10 月 24 日（14 名）、令和４年 10 月 26 日（12 名） 
令和４年 10 月 28 日（22 名）、令和４年 12 月 14 日（15 名） 
令和４年 12 月 14 日（20 名）、令和４年 12 月 26 日（10 名） 
令和４年 12 月 27 日（31 名） 
※令和４年 12 月 14 日は別班が同日に開催したもの 

② 「地域清掃活動」への参加 
毎月第２・４金曜日 午前９時～  青山表参道商店会 
毎月第２金曜日   午前９時～  青山三・四丁目商店会 
毎月第２・４金曜日 午前９時～  青山外苑前商店街振興組合 
毎月第３金曜日   午前 10 時～ 青山一丁目町会 
毎月第２・４水曜日 午後 12 時 15 分～ 

エスプラナード赤坂商店街振興組合 
毎月第１水曜日    午後５時～ 赤坂通り商店会 
毎月第１金曜日    午前９時～  赤坂地区総合支所周辺 
毎月 15 日      午前 10 時～ 南青山一丁目町会  

③ 「赤坂青山美しいまちマナーのまち」キャンペーンへの参加 

日 程 実施場所 日 程 実施場所 

４月 
21 日 赤坂駅 

11 月 
24 日 赤坂見附駅 

22 日 表参道駅 25 日 外苑前駅 

５月 
26 日 溜池山王駅 

12 月 
22 日 

赤坂駅 
（雨天中止） 

27 日 
青山一丁目駅 
（雨天中止） 

23 日 表参道駅 

６月 
23 日 赤坂見附駅 

１月 
26 日 溜池山王駅 

24 日 外苑前駅 27 日 青山一丁目駅 

９月 
８日 赤坂駅（雨天中止） 

２月 
16 日 赤坂見附駅 

９日 表参道駅 24 日 外苑前駅 

10 月 
27 日 溜池山王駅 

３月 
９日 赤坂駅 

28 日 青山一丁目駅 10 日 表参道駅 

④ 「社会を明るくする運動」への参加     
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
※令和４年度は７月１日に実施された駅前啓発活動に参加 

⑤ 落書き消去活動  
落書き発見作業  ５回 
落書き消去活動  ０回 
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（１）協議会（全体会） 第１回 令和４年６月 20 日 

第２回 令和５年３月 14 日 
（２）活動内容 

① 生活安全分野 
    ア 詐欺・悪質商法対策セミナー 

麻布地区で発生している詐欺被害の実態や悪質商法から身
を守るために必要な契約に関する正しい知識を専門家から学
ぶセミナーを開催。 

令和４年 11 月９日 六本木区民協働スペース 17 名参加 
イ 安全で安心できる麻布をめざす研修会 

麻布警察署の職員を講師として特殊詐欺及び強盗被害から
地域を守る方法を学んだ。また、令和５年が関東大震災から 100
年の節目の年となることから、麻布消防署の職員を講師として
家具転倒防止の重要性等の防災知識を学んだ。 

令和５年３月 14 日  麻布区民協働スペース 35 名参加 
② 環境美化分野 

ア クリーンアップキャンペーン（六本木） 
六本木交差点周辺にて、清掃活動、まちの安全安心のための

ルール「六本木安全安心憲章」や「みなとタバコルール」のＰ
Ｒ、落書き消去を実施。 

第１回 令和４年 10 月 27 日  65 名参加 
第２回 令和５年３月 16 日   66 名参加 

イ クリーンアップキャンペーン（麻布十番） 
麻布十番駅周辺にて、清掃活動、「みなとタバコルール」の

ＰＲ、落書き消去を実施。 
令和４年 11 月 16 日  39 名参加 

ウ 子どもたちとの落書き消去活動 
南山小学校周辺にて、南山小学校３年生の子どもたち 60 名

と協力し小学校付近の落書きを消去。 
令和４年 12 月８日  35 名参加 
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（１） 協議会 第１回 令和４年 ６月 30 日  41 名参加 

第２回 令和４年 11 月 21 日  41 名参加 
第３回 令和５年 ３月 17 日  39 名参加 

（２） 地域安全講習会 令和５年 ３月 17 日  39 名参加 
（第３回協議会の中で開催） 

（３） 活動内容 
① 生活安全パトロール活動状況（計 11 回 183 名参加） 

令和４年４月９日（17 名）、令和４年５月 26 日（12 名） 
令和４年６月３日（17 名）、令和４年７月 29 日（13 名） 
令和４年 10 月 24 日（14 名）、令和４年 10 月 26 日（12 名） 
令和４年 10 月 28 日（22 名）、令和４年 12 月 14 日（15 名） 
令和４年 12 月 14 日（20 名）、令和４年 12 月 26 日（10 名） 
令和４年 12 月 27 日（31 名） 
※令和４年 12 月 14 日は別班が同日に開催したもの 

② 「地域清掃活動」への参加 
毎月第２・４金曜日 午前９時～  青山表参道商店会 
毎月第２金曜日   午前９時～  青山三・四丁目商店会 
毎月第２・４金曜日 午前９時～  青山外苑前商店街振興組合 
毎月第３金曜日   午前 10 時～ 青山一丁目町会 
毎月第２・４水曜日 午後 12 時 15 分～ 

エスプラナード赤坂商店街振興組合 
毎月第１水曜日    午後５時～ 赤坂通り商店会 
毎月第１金曜日    午前９時～  赤坂地区総合支所周辺 
毎月 15 日      午前 10 時～ 南青山一丁目町会  

③ 「赤坂青山美しいまちマナーのまち」キャンペーンへの参加 

日 程 実施場所 日 程 実施場所 

４月 
21 日 赤坂駅 

11 月 
24 日 赤坂見附駅 

22 日 表参道駅 25 日 外苑前駅 

５月 
26 日 溜池山王駅 

12 月 
22 日 

赤坂駅 
（雨天中止） 

27 日 
青山一丁目駅 
（雨天中止） 

23 日 表参道駅 

６月 
23 日 赤坂見附駅 

１月 
26 日 溜池山王駅 

24 日 外苑前駅 27 日 青山一丁目駅 

９月 
８日 赤坂駅（雨天中止） 

２月 
16 日 赤坂見附駅 

９日 表参道駅 24 日 外苑前駅 

10 月 
27 日 溜池山王駅 

３月 
９日 赤坂駅 

28 日 青山一丁目駅 10 日 表参道駅 

④ 「社会を明るくする運動」への参加     
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
※令和４年度は７月１日に実施された駅前啓発活動に参加 

⑤ 落書き消去活動  
落書き発見作業  ５回 
落書き消去活動  ０回 
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（１） 協議会総会  令和４年６月１日 
（２） 全体役員会  令和４年５月 13 日（書面会議） 
（３） 部会長会   令和５年３月１日  
（４） 活動内容 

部会活動(４部会に分け活動） 
①  パトロール専門部会 

ア 夏の夜間パトロール（全２コース実施 28 名） 
第１回 令和４年７月 25 日（２コース実施 28 名） 

  第２回 令和４年７月 26 日（雨天中止） 
 第３回 令和４年８月 29 日（雨天中止） 
 第４回 令和４年８月 30 日（雨天中止） 

イ 落書き消しキャンペーン  
      令和４年 11 月 1 日（20 名） 

ウ  あんしん・きれい（防犯）パトロール（全２コース実施 66 名）  
第１回 令和４年 12 月５日（雨天のため情報交換会のみ実施 38 名）  
第２回 令和４年 12 月６日（２コース実施 28 名） 

エ 春のパトロール（全４コース実施 70 名） 
      第 1 回 令和５年３月６日（２コース実施 35 名） 

 第２回 令和５年３月７日（２コース実施 35 名） 
② 道路・公園専門部会 

通学路点検（合計 134 名参加） 
高輪地区内の小学校の通学路点検を教育委員会事務局、道路管

理者（まちづくり課）、交通管理者（三田・高輪警察署）、学校、
ＰＴＡ、地元町会等と春・秋の２回実施 

・御田小学校   第１回 令和４年６月 27 日（18 名） 
第２回 令和４年 10 月 31 日（25 名） 

・高輪台小学校  第１回 令和４年６月 22 日（14 名） 
第２回 令和４年 10 月５日（15 名） 

・白金小学校   第１回 令和４年６月７日（11 名） 
第２回 令和４年 10 月 21 日（11 名） 

・白金の丘小学校 第１回 令和４年６月 22 日（18 名） 
第２回 令和４年 11 月２日（22 名） 

③ 自転車・バイク対策専門部会 
ア 自転車交通安全対策イベント 

・春の交通安全啓発活動 令和４年４月 13 日（９名） 
      ・秋の交通安全啓発活動 令和４年９月 30 日（12 名） 

・交通安全教室     令和４年 11 月 12 日（32 名） 
イ 自転車損害賠償保険加入促進啓発 

・品川駅高輪口第二暫定自転車等駐輪場及び白金高輪駅自
転車駐輪場にて、自転車損害賠償保険の加入促進チラシを
計 39 枚配布 令和５年２月１日（２名）、令和５年２月 22
日（２名） 
・高輪地区にある計 14 か所のマンションに対して、自転車
損害賠償保険の加入促進ポスターを計30枚配布及び掲示板
等への掲出を依頼 令和５年２月８日 
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④ 環境美化専門部会 

ア 環境美化活動・キャンペーン 
      ・ＪＲ東日本ＣＳＲ活動支援 
       新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
      ・野村証券ＣＳＲ活動支援 
       新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
      ・品川駅みなとタバコルール＆クリーンアップキャンペーン 
       令和４年 11 月 10 日 92 名 

・コラボクリーンアップキャンペーン 
     令和４年４月 21 日 白金プラザ会（16 名） 
     令和４年５月 19日 高輪ゲートウェイエリアマネジメント（16 名） 

令和４年９月 29日 高輪ゲートウェイエリアマネジメント（47 名） 
令和４年 11 月６日 西町自治会（15 名） 
令和４年 12 月２日 高輪ゲートウェイエリアマネジメント（20 名） 
令和４年 12 月４日 伊皿子自治会（13 名） 
令和５年１月 12 日 高輪ゲートウェイエリアマネジメント（15 名） 

    ・クリーンアップ 
令和４年６月８日  白金台駅周辺（16 名） 
令和４年７月 14 日 泉岳寺駅周辺（20 名） 
令和４年 10 月 13 日 高輪台駅周辺（雨天中止） 
令和５年２月 21 日 高輪台駅周辺（32 名） 

イ 打ち水 
・令和４年７月 30 日 白金商店会 四の橋夏祭り（68 名） 

ウ 文化財周辺クリーンアップキャンペーン 
  令和４年 11 月 17 日 116 名 

   エ 講習会 
      令和５年３月1日 ごみの減量のために～３Ｒ（さんアール）

って何だろう？（13 名） 
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（１） 協議会総会  令和４年６月１日 
（２） 全体役員会  令和４年５月 13 日（書面会議） 
（３） 部会長会   令和５年３月１日  
（４） 活動内容 

部会活動(４部会に分け活動） 
①  パトロール専門部会 

ア 夏の夜間パトロール（全２コース実施 28 名） 
第１回 令和４年７月 25 日（２コース実施 28 名） 

  第２回 令和４年７月 26 日（雨天中止） 
 第３回 令和４年８月 29 日（雨天中止） 
 第４回 令和４年８月 30 日（雨天中止） 

イ 落書き消しキャンペーン  
      令和４年 11 月 1 日（20 名） 

ウ  あんしん・きれい（防犯）パトロール（全２コース実施 66 名）  
第１回 令和４年 12 月５日（雨天のため情報交換会のみ実施 38 名）  
第２回 令和４年 12 月６日（２コース実施 28 名） 

エ 春のパトロール（全４コース実施 70 名） 
      第 1 回 令和５年３月６日（２コース実施 35 名） 

 第２回 令和５年３月７日（２コース実施 35 名） 
② 道路・公園専門部会 

通学路点検（合計 134 名参加） 
高輪地区内の小学校の通学路点検を教育委員会事務局、道路管

理者（まちづくり課）、交通管理者（三田・高輪警察署）、学校、
ＰＴＡ、地元町会等と春・秋の２回実施 

・御田小学校   第１回 令和４年６月 27 日（18 名） 
第２回 令和４年 10 月 31 日（25 名） 

・高輪台小学校  第１回 令和４年６月 22 日（14 名） 
第２回 令和４年 10 月５日（15 名） 

・白金小学校   第１回 令和４年６月７日（11 名） 
第２回 令和４年 10 月 21 日（11 名） 

・白金の丘小学校 第１回 令和４年６月 22 日（18 名） 
第２回 令和４年 11 月２日（22 名） 

③ 自転車・バイク対策専門部会 
ア 自転車交通安全対策イベント 

・春の交通安全啓発活動 令和４年４月 13 日（９名） 
      ・秋の交通安全啓発活動 令和４年９月 30 日（12 名） 

・交通安全教室     令和４年 11 月 12 日（32 名） 
イ 自転車損害賠償保険加入促進啓発 

・品川駅高輪口第二暫定自転車等駐輪場及び白金高輪駅自
転車駐輪場にて、自転車損害賠償保険の加入促進チラシを
計 39 枚配布 令和５年２月１日（２名）、令和５年２月 22
日（２名） 
・高輪地区にある計 14 か所のマンションに対して、自転車
損害賠償保険の加入促進ポスターを計30枚配布及び掲示板
等への掲出を依頼 令和５年２月８日 
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④ 環境美化専門部会 

ア 環境美化活動・キャンペーン 
      ・ＪＲ東日本ＣＳＲ活動支援 
       新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
      ・野村証券ＣＳＲ活動支援 
       新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
      ・品川駅みなとタバコルール＆クリーンアップキャンペーン 
       令和４年 11 月 10 日 92 名 

・コラボクリーンアップキャンペーン 
     令和４年４月 21 日 白金プラザ会（16 名） 
     令和４年５月 19日 高輪ゲートウェイエリアマネジメント（16 名） 

令和４年９月 29日 高輪ゲートウェイエリアマネジメント（47 名） 
令和４年 11 月６日 西町自治会（15 名） 
令和４年 12 月２日 高輪ゲートウェイエリアマネジメント（20 名） 
令和４年 12 月４日 伊皿子自治会（13 名） 
令和５年１月 12 日 高輪ゲートウェイエリアマネジメント（15 名） 

    ・クリーンアップ 
令和４年６月８日  白金台駅周辺（16 名） 
令和４年７月 14 日 泉岳寺駅周辺（20 名） 
令和４年 10 月 13 日 高輪台駅周辺（雨天中止） 
令和５年２月 21 日 高輪台駅周辺（32 名） 

イ 打ち水 
・令和４年７月 30 日 白金商店会 四の橋夏祭り（68 名） 

ウ 文化財周辺クリーンアップキャンペーン 
  令和４年 11 月 17 日 116 名 

   エ 講習会 
      令和５年３月1日 ごみの減量のために～３Ｒ（さんアール）

って何だろう？（13 名） 
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（１）協議会 第１回 令和４年４月上旬 書面会議 

第２回 令和４年９月上旬  書面会議 
第３回 令和５年３月上旬 書面会議 

 
（２）活動内容 

① 生活安全活動 
防犯パトロール 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

② 環境美化推進活動 
ア クリーンアップキャンペーン（地域清掃活動） 

第１回 令和４年５月 26 日 港南地区    78 名参加 
第２回 令和４年６月 16 日 芝浦・海岸地区 75 名参加 
第３回 令和４年７月 14 日 台場地区     雨天中止 
第４回 令和４年９月 29 日 港南地区     74 名参加 
第５回 令和４年 10 月 27 日 芝浦・海岸地区 85 名参加 
第６回 令和４年 12 月８日 台場地区     45 名参加 

イ みなとタバコルール啓発活動 
（クリーンアップキャンペーンと同時開催） 
第１回 令和４年５月 26 日  港南地区      
第２回 令和４年６月 16 日  芝浦・海岸地区   
第３回 令和４年７月 14 日  台場地区      
第４回 令和４年９月 29 日  港南地区     
第５回 令和４年 10 月 27 日 芝浦・海岸地区  
第６回 令和４年 12 月８日  台場地区      

  ウ みなとタバコルール一斉キャンペーン 
      令和４年 11 月 17 日 品川駅港南口・こうなん星の公園 50 名参加 

③ 防犯研修会（地域安全講習会） 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

生 活 安 全 活 動 の 支 援 
（２）安全・安心まちづくり推進地区の取組(六本木地区) 

麻布地区総合支所 
協 働 推 進 課 

危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

都内有数の繁華街である六本木地区（六本木３丁目～７丁目）について、当該区域の
安全対策を強化するため、平成 16 年に港区生活安全協議会等で「安全・安心まちづく
り推進地区」として選定し、通学路パトロールの実施など取組を強化しました。 

平成 18 年には、六本木地区に関わる地元の町会・自治会、事業者、関係機関・団体等
がともに、安全で安心できるまちにする取組等を推進するため、六本木地区に特化した
対策を推進する組織として｢六本木地区安全安心まちづくり推進会議｣（以下「推進会議」
という。）が発足しました。 

平成 25 年７月開催の推進会議では、すべての人が守るべきまちのルール「六本木安
全安心憲章」を制定し、港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等認証制度などの取組
を推進しています。 

 
【推進地区選定等の経過】  

年月 内容・経過等 

平成 15 年９月 
東京都緊急治安対策本部から、犯罪が多発するなど、安全・安
心まちづくりの推進が必要と判断される地域について、「安全対
策重点地区」として選定するよう依頼を受ける 

平成 16 年４月 
港区生活安全協議会において、六本木地区を「安全・安心まち
づくり推進地区」（旧「安全対策重点地区」）に選定することを
決定 

平成 16 年９月 
麻布地区の生活安全と環境を守る協議会において、六本木地区
を「安全・安心まちづくり推進地区」に選定することを決定 

平成 16 年 11 月 
港区生活安全協議会及び麻布地区の生活安全と環境を守る協議
会において、六本木地区を「安全・安心まちづくり推進地区」
に選定することが決定されたため、東京都に対し選定を報告 

平成 17 年６月 
「大都市等の魅力ある繁華街の再生」のモデル地区として、都
市再生本部が全国の 11 か所の繁華街のうちの一つとして六本
木地区を指定 

 
事 業 の 状 況 
（１）通学路パトロールの実施 

地区内及び隣接区域にある小中学校等に通学する児童・生徒等の安全確保を目的と
して、登下校時の時間帯に民間警備会社への委託による通学路パトロールを実施して
います。 

（２）夜間パトロールの実施 
平成 19 年度より、青色回転灯装備車両によるパトロールを開始するとともに、毎

日、六本木地区をはじめとする区内の繁華街を中心に深夜帯のパトロールを行ってい
ます。 

（３）「六本木地区安全安心まちづくり推進会議」の運営 
 六本木地区特有の課題について検討するため、定期的に推進会議（分科会含む。）を
開催するとともに、客引き行為防止や六本木安全安心憲章周知・啓発のためのキャン
ペーン活動等を実施しています。 
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（１）協議会 第１回 令和４年４月上旬 書面会議 

第２回 令和４年９月上旬  書面会議 
第３回 令和５年３月上旬 書面会議 

 
（２）活動内容 

① 生活安全活動 
防犯パトロール 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

② 環境美化推進活動 
ア クリーンアップキャンペーン（地域清掃活動） 

第１回 令和４年５月 26 日 港南地区    78 名参加 
第２回 令和４年６月 16 日 芝浦・海岸地区 75 名参加 
第３回 令和４年７月 14 日 台場地区     雨天中止 
第４回 令和４年９月 29 日 港南地区     74 名参加 
第５回 令和４年 10 月 27 日 芝浦・海岸地区 85 名参加 
第６回 令和４年 12 月８日 台場地区     45 名参加 

イ みなとタバコルール啓発活動 
（クリーンアップキャンペーンと同時開催） 
第１回 令和４年５月 26 日  港南地区      
第２回 令和４年６月 16 日  芝浦・海岸地区   
第３回 令和４年７月 14 日  台場地区      
第４回 令和４年９月 29 日  港南地区     
第５回 令和４年 10 月 27 日 芝浦・海岸地区  
第６回 令和４年 12 月８日  台場地区      

  ウ みなとタバコルール一斉キャンペーン 
      令和４年 11 月 17 日 品川駅港南口・こうなん星の公園 50 名参加 

③ 防犯研修会（地域安全講習会） 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

生 活 安 全 活 動 の 支 援 
（２）安全・安心まちづくり推進地区の取組(六本木地区) 

麻布地区総合支所 
協 働 推 進 課 

危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

都内有数の繁華街である六本木地区（六本木３丁目～７丁目）について、当該区域の
安全対策を強化するため、平成 16 年に港区生活安全協議会等で「安全・安心まちづく
り推進地区」として選定し、通学路パトロールの実施など取組を強化しました。 

平成 18 年には、六本木地区に関わる地元の町会・自治会、事業者、関係機関・団体等
がともに、安全で安心できるまちにする取組等を推進するため、六本木地区に特化した
対策を推進する組織として｢六本木地区安全安心まちづくり推進会議｣（以下「推進会議」
という。）が発足しました。 

平成 25 年７月開催の推進会議では、すべての人が守るべきまちのルール「六本木安
全安心憲章」を制定し、港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等認証制度などの取組
を推進しています。 

 
【推進地区選定等の経過】  

年月 内容・経過等 

平成 15 年９月 
東京都緊急治安対策本部から、犯罪が多発するなど、安全・安
心まちづくりの推進が必要と判断される地域について、「安全対
策重点地区」として選定するよう依頼を受ける 

平成 16 年４月 
港区生活安全協議会において、六本木地区を「安全・安心まち
づくり推進地区」（旧「安全対策重点地区」）に選定することを
決定 

平成 16 年９月 
麻布地区の生活安全と環境を守る協議会において、六本木地区
を「安全・安心まちづくり推進地区」に選定することを決定 

平成 16 年 11 月 
港区生活安全協議会及び麻布地区の生活安全と環境を守る協議
会において、六本木地区を「安全・安心まちづくり推進地区」
に選定することが決定されたため、東京都に対し選定を報告 

平成 17 年６月 
「大都市等の魅力ある繁華街の再生」のモデル地区として、都
市再生本部が全国の 11 か所の繁華街のうちの一つとして六本
木地区を指定 

 
事 業 の 状 況 
（１）通学路パトロールの実施 

地区内及び隣接区域にある小中学校等に通学する児童・生徒等の安全確保を目的と
して、登下校時の時間帯に民間警備会社への委託による通学路パトロールを実施して
います。 

（２）夜間パトロールの実施 
平成 19 年度より、青色回転灯装備車両によるパトロールを開始するとともに、毎

日、六本木地区をはじめとする区内の繁華街を中心に深夜帯のパトロールを行ってい
ます。 

（３）「六本木地区安全安心まちづくり推進会議」の運営 
 六本木地区特有の課題について検討するため、定期的に推進会議（分科会含む。）を
開催するとともに、客引き行為防止や六本木安全安心憲章周知・啓発のためのキャン
ペーン活動等を実施しています。 
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【開催状況】 

年度 実施日 内 容 

30 平成 31 年３月 26 日 

行政関係の取組、六本木地区安全安心まちづくり推
進会議及び分科会の取組、客引き防止プロジェクト
（港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区生
活安全パトロール隊の活動）について 

元 
令和２年３月 26 日 
※書面開催 

行政関係の取組、六本木地区安全安心まちづくり推
進会議及び分科会の取組、客引き防止プロジェクト
（港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区生
活安全パトロール隊の活動）について、ごみゼロ六
本木プロジェクトについて 

２ 
令和３年３月 23 日 
※書面開催 

行政関係の取組、六本木地区安全安心まちづくり推
進会議及び分科会の取組、客引き防止プロジェクト
（港区生活安全パトロール隊の活動）、ごみゼロ六
本木プロジェクト、令和３年度に新たに実施する活
動等についての報告 

３ 
令和４年３月 15 日 
※書面開催 

行政関係の取組、令和３年度港区「六本木安全安心
憲章」推奨事業所等審査結果について、六本木地区
安全安心まちづくり推進会議等の取組について 

４ 令和５年３月 24 日 
行政関係の取組、令和４年度港区「六本木安全安心
憲章」推奨事業所等審査結果について、六本木地区
安全安心まちづくり推進会議等の取組について 

【主な啓発活動等】 

年度 活動 

30 
・六本木安全安心プロジェクト（六本木安全安心憲章周知・啓発キャンペー
ン） 
・六本木安全安心憲章ＰＲ＆客引き防止キャンペーン 

元 
・六本木安全安心プロジェクト（六本木安全安心憲章周知・啓発キャンペー
ン） 
・六本木安全安心憲章ＰＲ＆客引き防止キャンペーン 

２ 

・六本木安全安心プロジェクト（六本木安全安心憲章周知・啓発キャンペー
ン） 
※六本木安全安心憲章ＰＲ＆客引き防止キャンペーンは規模が大きいこと
から、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施しなかった。 

３ 

・六本木安全安心プロジェクト（六本木安全安心憲章周知・啓発キャンペー
ン） 
※六本木安全安心憲章ＰＲ＆客引き防止キャンペーンは、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、規模を縮小して実施した。 

４ 
・六本木安全安心プロジェクト（六本木安全安心憲章周知・啓発キャンペー
ン） 
・六本木安全安心憲章ＰＲ＆客引き防止キャンペーン 

（４）「六本木安全安心憲章」に基づく取組 
   六本木安全安心憲章を地域に一層浸透させるため、港区「六本木安全安心憲章」推

奨事業所等認証制度などの取組を推進しています。 
   ※「六本木安全安心憲章」に基づく取組の詳細内容は、「港区の地域行政（総合支

所）」の「六本木安全安心プロジェクト」を参照 
 
 
 

 

生 活 安 全 活 動 の 支 援 
（３）安全・安心まちづくり推進地区の取組(赤坂地区) 

赤坂地区総合支所 
協 働 推 進 課 

危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

都内有数の繁華街であり、指定暴力団稲川会総本部の移転阻止運動を実施するなど、
暴力団排除活動の意識が高い赤坂地区（元赤坂１・２丁目、赤坂１丁目～９丁目※1）を
より一層安全で安心できるまちとするため、港区生活安全協議会の認定を経て、平成 23
年に「安全・安心まちづくり推進地区」に指定しました。 

なお、本地区は平成 22 年に東京都から「繁華街等における体感治安※2 の改善事業」
のモデル地域として、都内 10 地域の一つとして認定されました。（単年度事業） 
※１ 赤坂御用地を除く 
※２ 犯罪認知件数や検挙率等の統計に表されたものではなく、人々が日常生活の中

で感じる治安の善し悪しに関する感覚 
 

【推進地区選定等の経過】  

年月日 内容・経過等 

平成 22 年８月 20 日 
東京都から、繁華街の防犯力を向上させることで、体感治安
の改善を図る「繁華街等における体感治安の改善事業」モデ
ル地域に認定される。 

平成 23 年３月 24 日 

「安全・安心まちづくり推進地区」の認定審議を予定してい
た港区生活安全協議会が、東日本大震災により中止となっ
た。そのため、各委員に対し資料を送付し、「安全・安心ま
ちづくり推進地区」として認定することについて意見等を
伺った。異議等がなかったため、港区生活安全協議会として
認定した。 

平成 23 年５月 26 日 「安全・安心まちづくり推進地区」に指定される。 

  
事業開始時期 
  平成 22 年９月 
 
事 業 の 状 況 
  「赤坂地区環境浄化・暴力排除対策協議会」の支援 

平成 20 年 11 月に、赤坂地区に特化した環境美化や暴力排除の対策を推進するた
め、「赤坂地区環境浄化・暴力排除対策協議会」が発足しました。 

平成 22 年に体感治安の改善事業の実施に伴い、協議会の実施地域や構成団体（商店
会、町会・自治会、地域団体、関係事業者、ボランティア団体、教育機関、行政機関、
区等）を拡大させ、協議会が実施する活動等を支援しています。 

 
  【団体】 53 団体（令和５年４月１日現在） 
  【役員】 11 名 （令和５年４月１日現在） 
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【開催状況】 

年度 実施日 内 容 

30 平成 31 年３月 26 日 

行政関係の取組、六本木地区安全安心まちづくり推
進会議及び分科会の取組、客引き防止プロジェクト
（港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区生
活安全パトロール隊の活動）について 

元 
令和２年３月 26 日 
※書面開催 

行政関係の取組、六本木地区安全安心まちづくり推
進会議及び分科会の取組、客引き防止プロジェクト
（港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区生
活安全パトロール隊の活動）について、ごみゼロ六
本木プロジェクトについて 

２ 
令和３年３月 23 日 
※書面開催 

行政関係の取組、六本木地区安全安心まちづくり推
進会議及び分科会の取組、客引き防止プロジェクト
（港区生活安全パトロール隊の活動）、ごみゼロ六
本木プロジェクト、令和３年度に新たに実施する活
動等についての報告 

３ 
令和４年３月 15 日 
※書面開催 

行政関係の取組、令和３年度港区「六本木安全安心
憲章」推奨事業所等審査結果について、六本木地区
安全安心まちづくり推進会議等の取組について 

４ 令和５年３月 24 日 
行政関係の取組、令和４年度港区「六本木安全安心
憲章」推奨事業所等審査結果について、六本木地区
安全安心まちづくり推進会議等の取組について 

【主な啓発活動等】 

年度 活動 

30 
・六本木安全安心プロジェクト（六本木安全安心憲章周知・啓発キャンペー
ン） 
・六本木安全安心憲章ＰＲ＆客引き防止キャンペーン 

元 
・六本木安全安心プロジェクト（六本木安全安心憲章周知・啓発キャンペー
ン） 
・六本木安全安心憲章ＰＲ＆客引き防止キャンペーン 

２ 

・六本木安全安心プロジェクト（六本木安全安心憲章周知・啓発キャンペー
ン） 
※六本木安全安心憲章ＰＲ＆客引き防止キャンペーンは規模が大きいこと
から、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施しなかった。 

３ 

・六本木安全安心プロジェクト（六本木安全安心憲章周知・啓発キャンペー
ン） 
※六本木安全安心憲章ＰＲ＆客引き防止キャンペーンは、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、規模を縮小して実施した。 

４ 
・六本木安全安心プロジェクト（六本木安全安心憲章周知・啓発キャンペー
ン） 
・六本木安全安心憲章ＰＲ＆客引き防止キャンペーン 

（４）「六本木安全安心憲章」に基づく取組 
   六本木安全安心憲章を地域に一層浸透させるため、港区「六本木安全安心憲章」推

奨事業所等認証制度などの取組を推進しています。 
   ※「六本木安全安心憲章」に基づく取組の詳細内容は、「港区の地域行政（総合支

所）」の「六本木安全安心プロジェクト」を参照 
 
 
 

 

生 活 安 全 活 動 の 支 援 
（３）安全・安心まちづくり推進地区の取組(赤坂地区) 

赤坂地区総合支所 
協 働 推 進 課 

危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

都内有数の繁華街であり、指定暴力団稲川会総本部の移転阻止運動を実施するなど、
暴力団排除活動の意識が高い赤坂地区（元赤坂１・２丁目、赤坂１丁目～９丁目※1）を
より一層安全で安心できるまちとするため、港区生活安全協議会の認定を経て、平成 23
年に「安全・安心まちづくり推進地区」に指定しました。 

なお、本地区は平成 22 年に東京都から「繁華街等における体感治安※2 の改善事業」
のモデル地域として、都内 10 地域の一つとして認定されました。（単年度事業） 
※１ 赤坂御用地を除く 
※２ 犯罪認知件数や検挙率等の統計に表されたものではなく、人々が日常生活の中

で感じる治安の善し悪しに関する感覚 
 

【推進地区選定等の経過】  

年月日 内容・経過等 

平成 22 年８月 20 日 
東京都から、繁華街の防犯力を向上させることで、体感治安
の改善を図る「繁華街等における体感治安の改善事業」モデ
ル地域に認定される。 

平成 23 年３月 24 日 

「安全・安心まちづくり推進地区」の認定審議を予定してい
た港区生活安全協議会が、東日本大震災により中止となっ
た。そのため、各委員に対し資料を送付し、「安全・安心ま
ちづくり推進地区」として認定することについて意見等を
伺った。異議等がなかったため、港区生活安全協議会として
認定した。 

平成 23 年５月 26 日 「安全・安心まちづくり推進地区」に指定される。 

  
事業開始時期 
  平成 22 年９月 
 
事 業 の 状 況 
  「赤坂地区環境浄化・暴力排除対策協議会」の支援 

平成 20 年 11 月に、赤坂地区に特化した環境美化や暴力排除の対策を推進するた
め、「赤坂地区環境浄化・暴力排除対策協議会」が発足しました。 

平成 22 年に体感治安の改善事業の実施に伴い、協議会の実施地域や構成団体（商店
会、町会・自治会、地域団体、関係事業者、ボランティア団体、教育機関、行政機関、
区等）を拡大させ、協議会が実施する活動等を支援しています。 

 
  【団体】 53 団体（令和５年４月１日現在） 
  【役員】 11 名 （令和５年４月１日現在） 
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【主な活動】 

年度 年月日 内容 

30 

平成 30 年７月 24 日 夜間防犯パトロールの実施 

平成 30年 12月 20 日 夜間防犯パトロールの実施 

平成 31 年３月 25 日 夜間防犯パトロールの実施 

元 

令和元年７月 23 日 夜間防犯パトロールの実施 

令和元年 12 月 16 日 夜間防犯パトロールの実施 

令和２年３月 26 日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

２ 

令和２年７月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

令和２年 12 月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

令和３年３月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

３ 

令和３年７月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

令和３年 12 月１日 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、パトロー
ルの代替えとして啓発活動を実施 

令和４年３月 22 日 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、パトロー
ルの代替えとして啓発活動を予定していたが、悪天
候のため中止 

４ 

令和４年７月 25 日 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、パトロー
ルの代替えとして啓発活動を実施 

令和４年 12 月 16 日 夜間防犯パトロールの実施 

令和５年３月 24 日 
夜間防犯パトロールを予定していたが悪天候のため
中止 

※ 平成 25 年度に防災危機管理室から赤坂地区総合支所に移管 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「港区と区内警察署との生活安全に関する覚書」に基づく 
連絡調整会議 

危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

安全で安心できる港区を実現し港区内の治安向上を図るため、港区と区内６警察署は
平成 25 年２月に生活安全に関する覚書を締結し、連携の強化等を確認しました。 

その覚書に基づき、区長と区内６警察署長とが生活安全に関して必要な事項を連絡・
調整する会議を開催しています。 

 
事業開始時期 

平成 25 年 11 月 
  
事 業 の 状 況 
   

年度 開催日 内 容 

30 平成30年 11月 13日 港区落書き対策について等 

元 令和元年７月 26 日 ＭＩＮＡＴＯフラッグ制度について等 

２ 
令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会議を開催して
いません。 

３ 令和３年 11 月 12 日 客引き対策について等 

４ 令和４年７月 26 日 特殊詐欺対策について等 
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【主な活動】 

年度 年月日 内容 

30 

平成 30 年７月 24 日 夜間防犯パトロールの実施 

平成 30年 12月 20 日 夜間防犯パトロールの実施 

平成 31 年３月 25 日 夜間防犯パトロールの実施 

元 

令和元年７月 23 日 夜間防犯パトロールの実施 

令和元年 12 月 16 日 夜間防犯パトロールの実施 

令和２年３月 26 日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

２ 

令和２年７月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

令和２年 12 月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

令和３年３月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

３ 

令和３年７月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

令和３年 12 月１日 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、パトロー
ルの代替えとして啓発活動を実施 

令和４年３月 22 日 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、パトロー
ルの代替えとして啓発活動を予定していたが、悪天
候のため中止 

４ 

令和４年７月 25 日 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、パトロー
ルの代替えとして啓発活動を実施 

令和４年 12 月 16 日 夜間防犯パトロールの実施 

令和５年３月 24 日 
夜間防犯パトロールを予定していたが悪天候のため
中止 

※ 平成 25 年度に防災危機管理室から赤坂地区総合支所に移管 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「港区と区内警察署との生活安全に関する覚書」に基づく 
連絡調整会議 

危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

安全で安心できる港区を実現し港区内の治安向上を図るため、港区と区内６警察署は
平成 25 年２月に生活安全に関する覚書を締結し、連携の強化等を確認しました。 

その覚書に基づき、区長と区内６警察署長とが生活安全に関して必要な事項を連絡・
調整する会議を開催しています。 

 
事業開始時期 

平成 25 年 11 月 
  
事 業 の 状 況 
   

年度 開催日 内 容 

30 平成30年 11月 13日 港区落書き対策について等 

元 令和元年７月 26 日 ＭＩＮＡＴＯフラッグ制度について等 

２ 
令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会議を開催して
いません。 

３ 令和３年 11 月 12 日 客引き対策について等 

４ 令和４年７月 26 日 特殊詐欺対策について等 
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安全で安心できる港区にする条例に基づく表彰 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

安全で安心できるまちづくりの推進に貢献した区民及び事業者等を表彰しています
（平成 25年度までは隔年実施でしたが、平成 26年度からは毎年度実施としています。）。 

 
事業開始時期 

平成 17 年 10 月 
  
事 業 の 状 況 

【過去の被表彰者】 

年度 被表彰者名（敬称略） 地区 

30 

笄小地区防災協議会 麻布 
品川駅地区総合防火管理協議連絡会 高輪、芝浦港南 
芝浦小地区防災協議会 芝浦港南 
谷口 光一 麻布 
三田一丁目町会 芝 

元 

赤坂女性防災会 赤坂 
愛宕四之部地区防災連合会 芝 
芝浦アイランド自治会美化防犯委員会 芝浦港南 
白金地区防災協議会 高輪 
東町小地区防災協議会 麻布 
六本木防犯カメラ運営協議会 麻布 

２ 

麻布警備業連絡協議会 麻布 
白金北里通り商店会 高輪 
南山小地域防災協議会 麻布 
東麻布町会長会議 麻布 
御田小地区防災協議会 芝 
村井 保 赤坂 

３ 

青山外苑町会 赤坂 

芝小地区防災協議会 芝 

本村小地区防災協議会 麻布 

森ビル株式会社 麻布 

六本木商店街振興組合 麻布 

４ 

赤坂地区防災ネットワーク 赤坂 
愛宕二の部地区防災会 芝 
塩谷 征子 赤坂 
高輪共和会 高輪 
仲笄町会 麻布 
東麻布三丁目会 麻布 
若林 敏康 麻布 

  ※令和３年度の個人の受賞者（１人）については、本人の希望により掲載していませ
ん。 

 
 
 
 

 

防 犯 設 備 の 整 備 促 進 （ 建 築 に 伴 う 事 前 協 議 ） 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

「安全で安心できる港区にする条例」第７条に基づき、共同住宅及びホテル等不特定
多数の人が利用する建築物を建築（大規模修繕を含む。）しようとする建築主は、建築の
際、当該建築物に防犯設備を整備するよう努めることとし、防犯設備の整備にあたって
は、建築確認申請前に当該建築物がある区域を管轄する警察署に協議することを建築主
の責務としています。 

 
内 容 

建築主は、不法侵入者等による盗難等の被害を防止するため、建築物の防犯対策を中
心に警察署と協議し、協議書の写しを区に提出することとしています。 

【対象となる建築物】 
  共同住宅：一棟の戸数が７戸以上のもの 
  ホ テ ル：旅館業法第２条第１項に規定する旅館業に係る建物 
  雑居ビル：３以上の階数を有し、かつ延べ面積が 100 ㎡を超える建築物で、２以上の

店舗が入居する建築物 
※店舗とは、次の用途に供されるものをいいます。 
（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する 

風俗営業 
（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項に規定する 

店舗型性風俗特殊営業 
（３）飲食店 
（４）物品販売業 
（５）物品賃貸業 
（６）貸金業法第２条第１項に規定する貸金業 

 
根 拠 法 令 等 

安全で安心できる港区にする条例 
安全で安心できる港区にする条例施行規則 

 
事業開始時期 

平成 15 年４月 
 

事 業 の 状 況                       
  【協議書提出件数】                        （単位：件） 

年度 30 元 ２ ３ ４ 

愛宕警察署 12  8 12  7  0 
三田警察署 10  7  9 14  8 
高輪警察署 16 11 19  8  9 
麻布警察署 17 25 14 17 16 
赤坂警察署 17  6 12 12  5 

東京湾岸警察署  0  0  0  0  0 
合 計 72 57 66 58 38 
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安全で安心できる港区にする条例に基づく表彰 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

安全で安心できるまちづくりの推進に貢献した区民及び事業者等を表彰しています
（平成 25年度までは隔年実施でしたが、平成 26年度からは毎年度実施としています。）。 

 
事業開始時期 

平成 17 年 10 月 
  
事 業 の 状 況 

【過去の被表彰者】 

年度 被表彰者名（敬称略） 地区 

30 

笄小地区防災協議会 麻布 
品川駅地区総合防火管理協議連絡会 高輪、芝浦港南 
芝浦小地区防災協議会 芝浦港南 
谷口 光一 麻布 
三田一丁目町会 芝 

元 

赤坂女性防災会 赤坂 
愛宕四之部地区防災連合会 芝 
芝浦アイランド自治会美化防犯委員会 芝浦港南 
白金地区防災協議会 高輪 
東町小地区防災協議会 麻布 
六本木防犯カメラ運営協議会 麻布 

２ 

麻布警備業連絡協議会 麻布 
白金北里通り商店会 高輪 
南山小地域防災協議会 麻布 
東麻布町会長会議 麻布 
御田小地区防災協議会 芝 
村井 保 赤坂 

３ 

青山外苑町会 赤坂 

芝小地区防災協議会 芝 

本村小地区防災協議会 麻布 

森ビル株式会社 麻布 

六本木商店街振興組合 麻布 

４ 

赤坂地区防災ネットワーク 赤坂 
愛宕二の部地区防災会 芝 
塩谷 征子 赤坂 
高輪共和会 高輪 
仲笄町会 麻布 
東麻布三丁目会 麻布 
若林 敏康 麻布 

  ※令和３年度の個人の受賞者（１人）については、本人の希望により掲載していませ
ん。 

 
 
 
 

 

防 犯 設 備 の 整 備 促 進 （ 建 築 に 伴 う 事 前 協 議 ） 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

「安全で安心できる港区にする条例」第７条に基づき、共同住宅及びホテル等不特定
多数の人が利用する建築物を建築（大規模修繕を含む。）しようとする建築主は、建築の
際、当該建築物に防犯設備を整備するよう努めることとし、防犯設備の整備にあたって
は、建築確認申請前に当該建築物がある区域を管轄する警察署に協議することを建築主
の責務としています。 

 
内 容 

建築主は、不法侵入者等による盗難等の被害を防止するため、建築物の防犯対策を中
心に警察署と協議し、協議書の写しを区に提出することとしています。 

【対象となる建築物】 
  共同住宅：一棟の戸数が７戸以上のもの 
  ホ テ ル：旅館業法第２条第１項に規定する旅館業に係る建物 
  雑居ビル：３以上の階数を有し、かつ延べ面積が 100 ㎡を超える建築物で、２以上の

店舗が入居する建築物 
※店舗とは、次の用途に供されるものをいいます。 
（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する 

風俗営業 
（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項に規定する 

店舗型性風俗特殊営業 
（３）飲食店 
（４）物品販売業 
（５）物品賃貸業 
（６）貸金業法第２条第１項に規定する貸金業 

 
根 拠 法 令 等 

安全で安心できる港区にする条例 
安全で安心できる港区にする条例施行規則 

 
事業開始時期 

平成 15 年４月 
 

事 業 の 状 況                       
  【協議書提出件数】                        （単位：件） 

年度 30 元 ２ ３ ４ 

愛宕警察署 12  8 12  7  0 
三田警察署 10  7  9 14  8 
高輪警察署 16 11 19  8  9 
麻布警察署 17 25 14 17 16 
赤坂警察署 17  6 12 12  5 

東京湾岸警察署  0  0  0  0  0 
合 計 72 57 66 58 38 
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防 犯 カ メ ラ 等 の 設 置 支 援 等 

各 総 合 支 所 
協 働 推 進 課 

危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

区では、区民や事業者等で構成される団体が実施する生活安全活動及び町会・自治会
等の地域団体が地域の安全・安心確保のために道路等に設置する防犯カメラについて、
その経費を一部補助しています。 

 
内 容 
（１）防犯カメラ整備費 
   町会・自治会、商店会等の地域団体が、当該地域の道路等における区民等の安全確

保及び犯罪の防止を目的として設置する防犯カメラの整備に要する経費です。 
   令和２年度から防犯カメラの設置を更に促進するため、東京都の補助制度の活用に

より地域団体の負担軽減を図るよう、整備費用について、区の負担割合を３/４から
５/６に、補助上限額を 1,500 万円から 1,700 万円に改めました。 

補助金額 ＝ 整備経費×５／６（1,700 万円を限度） 
         ※防犯カメラ１台当たりの整備費用につき、60 万円を限度 

※防犯カメラ設備の更新については、原則として整備完了後７年を 
経過していること 

（２）防犯カメラ維持管理費 
上記（１）「防犯カメラ整備費」の補助により町会等が設置した防犯カメラの維持管

理に要する経費です。 
補助金額 ＝ 維持管理経費（防犯カメラ１台につき、15,000 円を限度） 

（３）生活安全活動費 
区民等及び事業者を構成員とする団体が、自主的に実施する生活安全意識の向上、 

生活の安全確保及び犯罪の防止に向けた活動に要する経費です。 
補助金額 ＝ 活動経費×３／４（15 万円を限度） 

  
根 拠 法 令 等 

安全で安心できる港区にする条例 
安全で安心できる港区にする条例施行規則 
港区安全安心まちづくり補助金交付要綱 
港区防犯カメラ整備補助基準 

 
事業開始時期 

防犯カメラ整備費・生活安全活動費：平成 15 年４月 
防犯カメラ維持管理費：平成 19 年４月 

 
事 業 の 状 況 
（１）防犯カメラ整備費 （平成 25 年度から各総合支所で実施） 

年度 団体名 
補助金額 
(千円） 

整備内容 設置日 

30 合計 15 団体 41,871 － － 

元 合計 8 団体 35,176 － － 

２ 合計 12 団体 24,179 － － 

３ 合計 10 団体 23,719 － － 

 
 
 

 

 

年度 団体名 
補助金額 
(千円） 

整備内容 設置日 

４ 

ラ･ピスタ新橋地元連絡
協議会 

2,833 防犯カメラ更新 令和５年２月 10 日 

芝商店会 2,566 防犯カメラ更新 令和５年１月 22 日 
六本木防犯カメラ運営
協議会 

412 
防犯カメラ移設 

令和５年２月 15 日 

麻布上笄町会 1,660 防犯カメラ新設 令和５年３月 10 日 
麻布森元町会 1,604 防犯カメラ新設 令和５年３月４日 
西麻布二丁目東町会 1,353 防犯カメラ新設 令和４年 12 月 23 日 
谷箪町会 641 防犯カメラ新設 令和４年 12 月２日 
青山外苑町会 4,274 防犯カメラ更新 令和５年２月 14 日 
赤坂福吉町会 458 防犯カメラ増設 令和４年 12 月 12 日 
赤坂第一商店会 1,529 防犯カメラ更新 令和４年 12 月 13 日 
高輪南町会 1,342 防犯カメラ増設 令和４年 11 月 24 日 
三田豊岡町会 2,240 防犯カメラ増設 令和４年 11 月 30 日 
白金商店会 1,045 防犯カメラ更新 令和５年３月 18 日 
白金三光第五町会 1,556 防犯カメラ新設 令和５年３月 27 日 
合計 14 団体 23,513   

 
（２）防犯カメラ維持管理費（平成 25 年度から各総合支所で実施）    

年度 団体名 
補助台数
（台） 

補助金額 
（千円） 

30 合計 31 団体 516 6,498 
元 合計 36 団体 538 7,191 
２ 合計 41 団体 583 7,358 
３ 合計 47 団体 620 7,471 

４ 

ラ・ピスタ新橋地元連絡協議会  74 1,110 
汐留町会   4    60 
愛宕防犯カメラ設置協議会 110   911 
本芝町会   6    90 
芝商店会   9    26 
芝新堀町会   7    87 
芝五丁目町会   9    35 
三田慶南町会   4    51 
三田二丁目一交会   6    72 
三田新町町会   5    51 
飯倉三・四丁目町会   7    19 
東麻布一丁目飯五町会   6    51 
東麻布初音町会   7    42 
東麻布北新睦会   8    90 
東麻布三丁目会   6    41 
永坂会   2    30 
南麻布新堀会   3    18 
南麻布富士見町会   7   105 
櫻田睦会   2    12 
西麻布霞町町会   5    75 
麻布上笄町会   6    56 
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防 犯 カ メ ラ 等 の 設 置 支 援 等 

各 総 合 支 所 
協 働 推 進 課 

危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

区では、区民や事業者等で構成される団体が実施する生活安全活動及び町会・自治会
等の地域団体が地域の安全・安心確保のために道路等に設置する防犯カメラについて、
その経費を一部補助しています。 

 
内 容 
（１）防犯カメラ整備費 
   町会・自治会、商店会等の地域団体が、当該地域の道路等における区民等の安全確

保及び犯罪の防止を目的として設置する防犯カメラの整備に要する経費です。 
   令和２年度から防犯カメラの設置を更に促進するため、東京都の補助制度の活用に

より地域団体の負担軽減を図るよう、整備費用について、区の負担割合を３/４から
５/６に、補助上限額を 1,500 万円から 1,700 万円に改めました。 

補助金額 ＝ 整備経費×５／６（1,700 万円を限度） 
         ※防犯カメラ１台当たりの整備費用につき、60 万円を限度 

※防犯カメラ設備の更新については、原則として整備完了後７年を 
経過していること 

（２）防犯カメラ維持管理費 
上記（１）「防犯カメラ整備費」の補助により町会等が設置した防犯カメラの維持管

理に要する経費です。 
補助金額 ＝ 維持管理経費（防犯カメラ１台につき、15,000 円を限度） 

（３）生活安全活動費 
区民等及び事業者を構成員とする団体が、自主的に実施する生活安全意識の向上、 

生活の安全確保及び犯罪の防止に向けた活動に要する経費です。 
補助金額 ＝ 活動経費×３／４（15 万円を限度） 

  
根 拠 法 令 等 

安全で安心できる港区にする条例 
安全で安心できる港区にする条例施行規則 
港区安全安心まちづくり補助金交付要綱 
港区防犯カメラ整備補助基準 

 
事業開始時期 

防犯カメラ整備費・生活安全活動費：平成 15 年４月 
防犯カメラ維持管理費：平成 19 年４月 

 
事 業 の 状 況 
（１）防犯カメラ整備費 （平成 25 年度から各総合支所で実施） 

年度 団体名 
補助金額 
(千円） 

整備内容 設置日 

30 合計 15 団体 41,871 － － 

元 合計 8 団体 35,176 － － 

２ 合計 12 団体 24,179 － － 

３ 合計 10 団体 23,719 － － 

 
 
 

 

 

年度 団体名 
補助金額 
(千円） 

整備内容 設置日 

４ 

ラ･ピスタ新橋地元連絡
協議会 

2,833 防犯カメラ更新 令和５年２月 10 日 

芝商店会 2,566 防犯カメラ更新 令和５年１月 22 日 
六本木防犯カメラ運営
協議会 

412 
防犯カメラ移設 

令和５年２月 15 日 

麻布上笄町会 1,660 防犯カメラ新設 令和５年３月 10 日 
麻布森元町会 1,604 防犯カメラ新設 令和５年３月４日 
西麻布二丁目東町会 1,353 防犯カメラ新設 令和４年 12 月 23 日 
谷箪町会 641 防犯カメラ新設 令和４年 12 月２日 
青山外苑町会 4,274 防犯カメラ更新 令和５年２月 14 日 
赤坂福吉町会 458 防犯カメラ増設 令和４年 12 月 12 日 
赤坂第一商店会 1,529 防犯カメラ更新 令和４年 12 月 13 日 
高輪南町会 1,342 防犯カメラ増設 令和４年 11 月 24 日 
三田豊岡町会 2,240 防犯カメラ増設 令和４年 11 月 30 日 
白金商店会 1,045 防犯カメラ更新 令和５年３月 18 日 
白金三光第五町会 1,556 防犯カメラ新設 令和５年３月 27 日 
合計 14 団体 23,513   

 
（２）防犯カメラ維持管理費（平成 25 年度から各総合支所で実施）    

年度 団体名 
補助台数
（台） 

補助金額 
（千円） 

30 合計 31 団体 516 6,498 
元 合計 36 団体 538 7,191 
２ 合計 41 団体 583 7,358 
３ 合計 47 団体 620 7,471 

４ 

ラ・ピスタ新橋地元連絡協議会  74 1,110 
汐留町会   4    60 
愛宕防犯カメラ設置協議会 110   911 
本芝町会   6    90 
芝商店会   9    26 
芝新堀町会   7    87 
芝五丁目町会   9    35 
三田慶南町会   4    51 
三田二丁目一交会   6    72 
三田新町町会   5    51 
飯倉三・四丁目町会   7    19 
東麻布一丁目飯五町会   6    51 
東麻布初音町会   7    42 
東麻布北新睦会   8    90 
東麻布三丁目会   6    41 
永坂会   2    30 
南麻布新堀会   3    18 
南麻布富士見町会   7   105 
櫻田睦会   2    12 
西麻布霞町町会   5    75 
麻布上笄町会   6    56 
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年度 団体名 
補助台数 
（台） 

補助金額 
（千円） 

４ 

西麻布上町会   5    75 

麻布十番商店街振興組合  19   255 

日赤通り商栄会   2    30 
六本木防犯カメラ運営協議会  49   735 
赤坂みすじ通り会  22    90 
赤坂東一・二丁目町会  18   267 
赤坂一ツ木通り商店街振興組
合 

 11   165 

赤坂通り商店会  15   198 
赤坂第一商店会   4    37 
青山表参道町会  28   420 
青山外苑町会  11   101 
赤坂見附会   4    60 
エスプラナード赤坂商店街振
興組合 

 14   210 

青山二丁目町会  13   195 
赤坂氷川町町会   8    57 
赤坂福吉町会   8    50 
南青山一丁目町会   5    68 
白金商店会  20   152 
白金北里通り商店会  11   165 
メリーロード高輪  15    78 
高輪南町会  18   212 
三田松坂町会   5    71 
高輪一丁目君友会   4    24 
高輪共和会   5    75 
三田豊岡町会  14    99 
品川駅港南口町会   6    90 

合計 47 団体 627 7,011 

 
（３）生活安全活動費（平成 18 年度から各総合支所で実施） 

                                   （単位：千円） 

年度 団体名 補助金額 

30 

六本木をきれいにする会  65 
六本木安全安心パトロール隊 150 
台場防犯隊 150 
合計 ３団体 365 

元 台場防犯隊 128 
２ なし 
３ なし 
４ なし 

  
  
  
  
  

 

住 ま い の 防 犯 対 策 助 成 事 業 

各 総 合 支 所 
協 働 推 進 課 

危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

空き巣被害等の防止には、区民の防犯意識の向上とあわせ、侵入されにくい建物にす
ることが効果的であることから、防犯性能の高い錠などの建物部品の取付けなど住まい
の防犯対策に要する費用の一部を助成します。 

 
内 容 

区内に居住し、住民登録をしている世帯を対象としています。自宅玄関錠の交換や補
助錠の取付け、窓への防犯フィルムの貼付などの区が定めた箇所及び品目による防犯対
策に要する費用が 5,000 円以上のものを助成対象とし、その２分の１（上限 10,000 円）
を助成します。 

また、当該助成制度を利用し設置した防犯機器について、機器の更新をする場合に、
設置から７年を経過した後、その翌年度以降に再度申請を受付し、助成します。 
なお、補助率等は、新たに設置する場合と同じです。 

 
根 拠 法 令 等 

港区住まいの防犯対策助成事業実施要綱 
 
事業開始時期 
  平成 18 年６月 
 
事 業 の 状 況   

年度 30 元 ２ ３ ４ 

助成件数 
（ 件 ） 

27 24 25 18 46 

助成金額 
（千円） 

264 233 227 166 405 

  ※平成 25 年度から各総合支所で実施 
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年度 団体名 
補助台数 
（台） 

補助金額 
（千円） 

４ 

西麻布上町会   5    75 

麻布十番商店街振興組合  19   255 

日赤通り商栄会   2    30 
六本木防犯カメラ運営協議会  49   735 
赤坂みすじ通り会  22    90 
赤坂東一・二丁目町会  18   267 
赤坂一ツ木通り商店街振興組
合 

 11   165 

赤坂通り商店会  15   198 
赤坂第一商店会   4    37 
青山表参道町会  28   420 
青山外苑町会  11   101 
赤坂見附会   4    60 
エスプラナード赤坂商店街振
興組合 

 14   210 

青山二丁目町会  13   195 
赤坂氷川町町会   8    57 
赤坂福吉町会   8    50 
南青山一丁目町会   5    68 
白金商店会  20   152 
白金北里通り商店会  11   165 
メリーロード高輪  15    78 
高輪南町会  18   212 
三田松坂町会   5    71 
高輪一丁目君友会   4    24 
高輪共和会   5    75 
三田豊岡町会  14    99 
品川駅港南口町会   6    90 

合計 47 団体 627 7,011 

 
（３）生活安全活動費（平成 18 年度から各総合支所で実施） 

                                   （単位：千円） 

年度 団体名 補助金額 

30 

六本木をきれいにする会  65 
六本木安全安心パトロール隊 150 
台場防犯隊 150 
合計 ３団体 365 

元 台場防犯隊 128 
２ なし 
３ なし 
４ なし 

  
  
  
  
  

 

住 ま い の 防 犯 対 策 助 成 事 業 

各 総 合 支 所 
協 働 推 進 課 

危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

空き巣被害等の防止には、区民の防犯意識の向上とあわせ、侵入されにくい建物にす
ることが効果的であることから、防犯性能の高い錠などの建物部品の取付けなど住まい
の防犯対策に要する費用の一部を助成します。 

 
内 容 

区内に居住し、住民登録をしている世帯を対象としています。自宅玄関錠の交換や補
助錠の取付け、窓への防犯フィルムの貼付などの区が定めた箇所及び品目による防犯対
策に要する費用が 5,000 円以上のものを助成対象とし、その２分の１（上限 10,000 円）
を助成します。 

また、当該助成制度を利用し設置した防犯機器について、機器の更新をする場合に、
設置から７年を経過した後、その翌年度以降に再度申請を受付し、助成します。 
なお、補助率等は、新たに設置する場合と同じです。 

 
根 拠 法 令 等 

港区住まいの防犯対策助成事業実施要綱 
 
事業開始時期 
  平成 18 年６月 
 
事 業 の 状 況   

年度 30 元 ２ ３ ４ 

助成件数 
（ 件 ） 

27 24 25 18 46 

助成金額 
（千円） 

264 233 227 166 405 

  ※平成 25 年度から各総合支所で実施 
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共 同 住 宅 防 犯 対 策 助 成 事 業 

各 総 合 支 所 
協 働 推 進 課 

危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

建物への侵入犯罪等の抑止及び防止を図るため、区内の共同住宅（マンション及び賃
貸住宅をいう。）の管理組合等又は所有者に対して、当該共同住宅の共用部分等への防
犯機器の新たな設置に要する費用の一部を助成します。 

なお、より効果的な防犯対策とするため、助成対象者に対し、防犯診断を実施します。 
  
内 容 
（１）助成対象者 
 ① 区内の分譲マンション管理組合等及び公共住宅等に居住している住民で構成さ

れている団体等（管理組合が存在しないマンションについては、区分所有者の２分
の１以上の者で構成する団体で区長が特に認める団体も含む） 

 ② 区内の賃貸住宅所有者（個人・法人問わず） 
（２）助成内容 

区負担による防犯診断を実施した上で、助成対象建物へ区が定める助成対象機器を
新たに設置する場合に、費用総額の２分の１（上限 50 万円）を助成します。 
また、当該助成制度を利用し設置した防犯機器について、機器の更新をする場合に、

設置から７年を経過した後、その翌年度以降に再度申請を受付し、助成します。 
なお、補助率等は、新たに設置する場合と同じです。 

（３）助成対象機器（共用部分等に取り付けた場合を対象） 
① 防犯カメラシステム（システム一式を対象） 
② センサー付ライト・センサー付アラーム 
③ オートロックシステム 
④ その他、区長が必要と認めたもの 

 
根 拠 法 令 等 
  港区共同住宅防犯対策助成事業実施要綱 
 
事業開始時期 
  平成 20 年６月 
  
事 業 の 状 況  

年度 30 元 ２ ３ ４ 

助成件数 
（ 件 ） 

14 17 12 15 13 

助成金額 
（千円） 

4,346 5,929 4,252 4,214 4,163 

  ※平成 25 年度から各総合支所で実施 
 
    

 

落 書 き 消 去 支 援 危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

落書きは犯罪であり、美観を損ね、地域の無関心を想起させ更なる犯罪を誘発する
おそれがあるため、放置せず消去しなければなりません。 

区は、区民、事業者、関係機関と協働し、キャンペーン等により消去活動を行って
います。 

また、令和元年度からは対策を強化し、自力で消去することができない人をサポー
トする為の消去事業者の無料派遣や、再発を防止するため、落書きが繰り返されてい
る場所への落書き禁止ポスター（日本語、英語、中国語、韓国語対応）の配布を実施
しています。 

区民等に対して落書きの消去の支援を行うことにより、まちの美観を確保するとと
もに、犯罪が起きにくいまちづくりを推進し、安全で安心な生活環境をめざします。 

  
内 容 

（１）支援対象者 
区民等、町会、自治会等地域団体、事業者 

（２）支援内容 
① 落書き消去剤、ウエス等の無料貸与・支給 
② （①で消去できない場合）塗装専門事業者の無料派遣 

 
根 拠 法 令 等 

港区落書き消去支援要綱 
 
事業開始時期 

平成 29 年 10 月 
  
事 業 の 状 況 

年度 30 元 ２ ３ ４ 

消去支援件数 
（ 件 ） 

 
319 

 
185 86 58 114 

カメラ貸与
（ 台 ） 

－ 7 8 3 － 

※令和３年度末で落書き対策防犯カメラ貸与を終了しました。  
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共 同 住 宅 防 犯 対 策 助 成 事 業 

各 総 合 支 所 
協 働 推 進 課 

危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

建物への侵入犯罪等の抑止及び防止を図るため、区内の共同住宅（マンション及び賃
貸住宅をいう。）の管理組合等又は所有者に対して、当該共同住宅の共用部分等への防
犯機器の新たな設置に要する費用の一部を助成します。 

なお、より効果的な防犯対策とするため、助成対象者に対し、防犯診断を実施します。 
  
内 容 
（１）助成対象者 
 ① 区内の分譲マンション管理組合等及び公共住宅等に居住している住民で構成さ

れている団体等（管理組合が存在しないマンションについては、区分所有者の２分
の１以上の者で構成する団体で区長が特に認める団体も含む） 

 ② 区内の賃貸住宅所有者（個人・法人問わず） 
（２）助成内容 

区負担による防犯診断を実施した上で、助成対象建物へ区が定める助成対象機器を
新たに設置する場合に、費用総額の２分の１（上限 50 万円）を助成します。 
また、当該助成制度を利用し設置した防犯機器について、機器の更新をする場合に、

設置から７年を経過した後、その翌年度以降に再度申請を受付し、助成します。 
なお、補助率等は、新たに設置する場合と同じです。 

（３）助成対象機器（共用部分等に取り付けた場合を対象） 
① 防犯カメラシステム（システム一式を対象） 
② センサー付ライト・センサー付アラーム 
③ オートロックシステム 
④ その他、区長が必要と認めたもの 

 
根 拠 法 令 等 
  港区共同住宅防犯対策助成事業実施要綱 
 
事業開始時期 
  平成 20 年６月 
  
事 業 の 状 況  

年度 30 元 ２ ３ ４ 

助成件数 
（ 件 ） 

14 17 12 15 13 

助成金額 
（千円） 

4,346 5,929 4,252 4,214 4,163 

  ※平成 25 年度から各総合支所で実施 
 
    

 

落 書 き 消 去 支 援 危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

落書きは犯罪であり、美観を損ね、地域の無関心を想起させ更なる犯罪を誘発する
おそれがあるため、放置せず消去しなければなりません。 

区は、区民、事業者、関係機関と協働し、キャンペーン等により消去活動を行って
います。 

また、令和元年度からは対策を強化し、自力で消去することができない人をサポー
トする為の消去事業者の無料派遣や、再発を防止するため、落書きが繰り返されてい
る場所への落書き禁止ポスター（日本語、英語、中国語、韓国語対応）の配布を実施
しています。 

区民等に対して落書きの消去の支援を行うことにより、まちの美観を確保するとと
もに、犯罪が起きにくいまちづくりを推進し、安全で安心な生活環境をめざします。 

  
内 容 

（１）支援対象者 
区民等、町会、自治会等地域団体、事業者 

（２）支援内容 
① 落書き消去剤、ウエス等の無料貸与・支給 
② （①で消去できない場合）塗装専門事業者の無料派遣 

 
根 拠 法 令 等 

港区落書き消去支援要綱 
 
事業開始時期 

平成 29 年 10 月 
  
事 業 の 状 況 

年度 30 元 ２ ３ ４ 

消去支援件数 
（ 件 ） 

 
319 

 
185 86 58 114 

カメラ貸与
（ 台 ） 

－ 7 8 3 － 

※令和３年度末で落書き対策防犯カメラ貸与を終了しました。  
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区 民 防 犯 研 修 会 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

防犯に関する知識を活用し、犯罪企図者から身を守るには、その知識を習得するとと
もに、いざというときの「場面」を疑似的に体験し、訓練を積んでおくことが必要です。 

そこで、講義形式と併せ実際に体験して学ぶことを重視する実践的な防犯研修会を開
催します。 

 
事業開始時期 

平成 25 年３月 
  
事 業 の 状 況 

年度 開催日 内 容 
参加
人数 

30 

平成 30 年
12 月 15 日 

テーマ：まちの身近な危険を発見して、防犯力を身につ
けよう！ 
（講師：特定非営利活動法人地域安全マップ協会  
中尾清香氏） 

６名 

平成 31 年
１月 13 日 

テーマ：女性のための防犯研修会 
～子ども向け体験型防犯研修会～ 
（講師：㈱ステップ総合研究所所長、NPO 法人体験型安
全教育支援機構代表理事 清永奈穂氏） 

８名 

テーマ：女性のための防犯研修会 
～災害時等における体験型防犯研修会～ 
（講師：㈱ステップ総合研究所所長、NPO 法人体験型安
全教育支援機構代表理事 清永奈穂氏） 

13 名 

平成 31 年
１月 16 日 

テーマ：女性のための防犯研修会 
～大人向け体験型防犯研修会～ 
（講師：㈱ステップ総合研究所所長、NPO法人体験型安
全教育支援機構代表理事 清永奈穂氏） 

11 名 

平成 31 年
３月 10 日 

テーマ：「景色解読力」で危険を予測しよう！ 
（講師：特定非営利活動法人地域安全マップ協会  
中尾清香氏） 

16 名 

元 

令和２年 
２月 29 日 

テーマ：景色から危険を予測しよう！ 
（講師：特定非営利活動法人地域安全マップ協会 
中尾清香氏） 

13 名 

令和２年 
３月１日 

７名 

令和２年 
３月 29 日 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
テーマ：女性のための防犯セミナー 
～通学路で怖い目にあわないために～ 

― 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
テーマ：女性のための防犯セミナー 
～高齢女性の被害が多い特有の犯罪をアクティブに学
ぶ護身術にする！～ 

― 

令和２年 
３月 30 日 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
テーマ：女性のための防犯セミナー 
～通学・通勤路や自宅での防犯対策～ 

 
― 
 

 

 

年度 開催日 内 容 
参加
人数 

２ 

令和３年
２月 13 日 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
― 

令和３年
２月 27 日 

テーマ：景色から危険を予測しよう！ 

令和３年
２月 28 日 

テーマ：親子で学ぼう、防犯教室 

11 名 （講師：日本こどもの安全教育総合研究所理事長 宮田
美恵子氏） 

令和３年
３月 12 日 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
― 

令和３年
３月 13 日 

テーマ：女性のための防犯セミナー 

３ 

令和４年
１月 31 日 

テーマ：特殊詐欺被害防止公演会 
～プロの役者が特殊詐欺の手口や防犯対策を迫真の演技
でお伝え！～ 
（講師：㈱自然堂） 

５名 

令和４年
２月７日 

テーマ：親子で学ぼう、防犯教室 
26 名 （講師：日本こどもの安全教育総合研究所理事長 宮田

美恵子氏） 

令和４年
３月７日 

テーマ：特殊詐欺被害防止講習会 

４名 
～三田警察署の警察官が、特殊詐欺の手口や防犯対策を
お話！～ 

（講師：三田警察署生活安全課） 

令和４年
３月 11 日 

テーマ：景色から危険を予測しよう！ 
12 名 （講師：特定非営利活動法人地域安全マップ協会 中尾

清香氏） 

４ 

令和４年
７月１日 

テーマ：特殊詐欺被害防止講習会 
（講師：麻布警察署生活安全課） 
※13 日は劇による講演も実施（㈱自然堂） 

12 名 

令和４年
７月 12 日 

７名 

令和４年
７月 13 日 

18 名 

令和４年
７月 19 日 

18 名 

令和４年
７月 25 日 

15 名 

令和５年
２月９日 

テーマ：みんなで学ぼう、防犯教室 
（講師：日本こどもの安全教育総合研究所理事長 宮田
美恵子氏） 

26 名 
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区 民 防 犯 研 修 会 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

防犯に関する知識を活用し、犯罪企図者から身を守るには、その知識を習得するとと
もに、いざというときの「場面」を疑似的に体験し、訓練を積んでおくことが必要です。 

そこで、講義形式と併せ実際に体験して学ぶことを重視する実践的な防犯研修会を開
催します。 

 
事業開始時期 

平成 25 年３月 
  
事 業 の 状 況 

年度 開催日 内 容 
参加
人数 

30 

平成 30 年
12 月 15 日 

テーマ：まちの身近な危険を発見して、防犯力を身につ
けよう！ 
（講師：特定非営利活動法人地域安全マップ協会  
中尾清香氏） 

６名 

平成 31 年
１月 13 日 

テーマ：女性のための防犯研修会 
～子ども向け体験型防犯研修会～ 
（講師：㈱ステップ総合研究所所長、NPO 法人体験型安
全教育支援機構代表理事 清永奈穂氏） 

８名 

テーマ：女性のための防犯研修会 
～災害時等における体験型防犯研修会～ 
（講師：㈱ステップ総合研究所所長、NPO 法人体験型安
全教育支援機構代表理事 清永奈穂氏） 

13 名 

平成 31 年
１月 16 日 

テーマ：女性のための防犯研修会 
～大人向け体験型防犯研修会～ 
（講師：㈱ステップ総合研究所所長、NPO法人体験型安
全教育支援機構代表理事 清永奈穂氏） 

11 名 

平成 31 年
３月 10 日 

テーマ：「景色解読力」で危険を予測しよう！ 
（講師：特定非営利活動法人地域安全マップ協会  
中尾清香氏） 

16 名 

元 

令和２年 
２月 29 日 

テーマ：景色から危険を予測しよう！ 
（講師：特定非営利活動法人地域安全マップ協会 
中尾清香氏） 

13 名 

令和２年 
３月１日 

７名 

令和２年 
３月 29 日 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
テーマ：女性のための防犯セミナー 
～通学路で怖い目にあわないために～ 

― 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
テーマ：女性のための防犯セミナー 
～高齢女性の被害が多い特有の犯罪をアクティブに学
ぶ護身術にする！～ 

― 

令和２年 
３月 30 日 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
テーマ：女性のための防犯セミナー 
～通学・通勤路や自宅での防犯対策～ 

 
― 
 

 

 

年度 開催日 内 容 
参加
人数 

２ 

令和３年
２月 13 日 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
― 

令和３年
２月 27 日 

テーマ：景色から危険を予測しよう！ 

令和３年
２月 28 日 

テーマ：親子で学ぼう、防犯教室 

11 名 （講師：日本こどもの安全教育総合研究所理事長 宮田
美恵子氏） 

令和３年
３月 12 日 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
― 

令和３年
３月 13 日 

テーマ：女性のための防犯セミナー 

３ 

令和４年
１月 31 日 

テーマ：特殊詐欺被害防止公演会 
～プロの役者が特殊詐欺の手口や防犯対策を迫真の演技
でお伝え！～ 
（講師：㈱自然堂） 

５名 

令和４年
２月７日 

テーマ：親子で学ぼう、防犯教室 
26 名 （講師：日本こどもの安全教育総合研究所理事長 宮田

美恵子氏） 

令和４年
３月７日 

テーマ：特殊詐欺被害防止講習会 

４名 
～三田警察署の警察官が、特殊詐欺の手口や防犯対策を
お話！～ 

（講師：三田警察署生活安全課） 

令和４年
３月 11 日 

テーマ：景色から危険を予測しよう！ 
12 名 （講師：特定非営利活動法人地域安全マップ協会 中尾

清香氏） 

４ 

令和４年
７月１日 

テーマ：特殊詐欺被害防止講習会 
（講師：麻布警察署生活安全課） 
※13 日は劇による講演も実施（㈱自然堂） 

12 名 

令和４年
７月 12 日 

７名 

令和４年
７月 13 日 

18 名 

令和４年
７月 19 日 

18 名 

令和４年
７月 25 日 

15 名 

令和５年
２月９日 

テーマ：みんなで学ぼう、防犯教室 
（講師：日本こどもの安全教育総合研究所理事長 宮田
美恵子氏） 

26 名 

 
 
 
 
 
 
 
 

96



 

特 殊 詐 欺 被 害 防 止 対 策 の 推 進 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

還付金詐欺をはじめとする特殊詐欺の手口は日々巧妙化しており、全国的に被害に遭
う高齢者が後を絶ちません。また、若者がアルバイト感覚で特殊詐欺犯の一味に加担し
たり、だまし取られた金銭が犯罪組織の活動資金になったりするなどの悪影響も生じて
おり、特殊詐欺は社会問題となっています。 

その特殊詐欺に対し、多様な側面から対策を講じます。 
 
内 容 
（１）自動通話録音機貸与 

呼出音が鳴る前にかかってきた電話すべてに自動で警告音声を流し、通話を実際に
録音することで、還付金詐欺等に対する抑止効果が期待できる自動通話録音機を無料
で貸与し、高齢者の特殊詐欺に対する日ごろの備えを支援します。 

（２）啓発 
文字の大きさやデザインに留意したわかりやすいチラシ等による啓発を継続して

行います。啓発に当たっては庁内関係部署との連携を最大限に活かします。また、区
内警察署と連携して特殊詐欺被害防止講習会を実施し、実際の手口や防犯対策を周
知、啓発しています。 

（３）情報発信 
  特殊詐欺発生情報をより迅速に入手してメール等により発信します。 

 
事業開始時期 
  平成 27 年７月 
 
事 業 の 状 況 
（１）区広報紙・広報番組を活用した啓発を不断に実施 
（２）みなと区民まつり、長寿を祝う集い等イベントを活用した啓発を実施 
（３）区内警察署と連携した取組を実施（自動通話録音機貸与の促進等） 
（４）自動通話録音機貸与状況  

 
                               （単位：台）                                

年度 30 元 ２ ３ ４ 

貸与数 513 320 187 319 289 

 

 

み ん な と 安 全 安 心 ハ ン ド ブ ッ ク  危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

区民の生活安全意識の向上・犯罪被害の未然防止のため、啓発資料を作成・配布して
います。 

  
内 容 

防犯・防火のための正しい「知識」と「備え」を周知するため、個人でできる防犯及
び防火対策をコンパクトにまとめた、子どもから高齢者にいたるまで全ての区民に役立
つハンドブックです（４か国語版：日本語・英語・中国語・ハングル）。 

 
事業開始時期 

平成 26 年３月発行 ※最初に発行した時期 
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特 殊 詐 欺 被 害 防 止 対 策 の 推 進 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

還付金詐欺をはじめとする特殊詐欺の手口は日々巧妙化しており、全国的に被害に遭
う高齢者が後を絶ちません。また、若者がアルバイト感覚で特殊詐欺犯の一味に加担し
たり、だまし取られた金銭が犯罪組織の活動資金になったりするなどの悪影響も生じて
おり、特殊詐欺は社会問題となっています。 

その特殊詐欺に対し、多様な側面から対策を講じます。 
 
内 容 
（１）自動通話録音機貸与 

呼出音が鳴る前にかかってきた電話すべてに自動で警告音声を流し、通話を実際に
録音することで、還付金詐欺等に対する抑止効果が期待できる自動通話録音機を無料
で貸与し、高齢者の特殊詐欺に対する日ごろの備えを支援します。 

（２）啓発 
文字の大きさやデザインに留意したわかりやすいチラシ等による啓発を継続して

行います。啓発に当たっては庁内関係部署との連携を最大限に活かします。また、区
内警察署と連携して特殊詐欺被害防止講習会を実施し、実際の手口や防犯対策を周
知、啓発しています。 

（３）情報発信 
  特殊詐欺発生情報をより迅速に入手してメール等により発信します。 

 
事業開始時期 
  平成 27 年７月 
 
事 業 の 状 況 
（１）区広報紙・広報番組を活用した啓発を不断に実施 
（２）みなと区民まつり、長寿を祝う集い等イベントを活用した啓発を実施 
（３）区内警察署と連携した取組を実施（自動通話録音機貸与の促進等） 
（４）自動通話録音機貸与状況  

 
                               （単位：台）                                

年度 30 元 ２ ３ ４ 

貸与数 513 320 187 319 289 

 

 

み ん な と 安 全 安 心 ハ ン ド ブ ッ ク  危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

区民の生活安全意識の向上・犯罪被害の未然防止のため、啓発資料を作成・配布して
います。 

  
内 容 

防犯・防火のための正しい「知識」と「備え」を周知するため、個人でできる防犯及
び防火対策をコンパクトにまとめた、子どもから高齢者にいたるまで全ての区民に役立
つハンドブックです（４か国語版：日本語・英語・中国語・ハングル）。 

 
事業開始時期 

平成 26 年３月発行 ※最初に発行した時期 
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メ ー ル に よ る 防 犯 情 報 の 提 供 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

生活安全に関する情報を「みんなと安全安心メール」として登録した方に配信してい
ます。 

 
内 容 

警察・消防等からの提供により得た、犯罪発生情報等防犯・防火に関する情報を、事
前に登録した方の携帯電話やパソコンにメールで配信しています。 

 
事業開始時期 

 平成 18 年６月 
 
事 業 の 状 況 
（１）みんなと安全安心メール配信件数 
                      （単位：件） 

配信内容 配信数 

不審者情報  49 

特殊詐欺関連  26 

港区からのお知らせ  1 

その他（意識啓発など）  25 

令和４年度合計 101 

 
（２）みんなと安全安心メール登録者数（令和５年３月 31 日現在）  

11,823 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

み ん な と パ ト ロ ー ル 

各 総 合 支 所 
協 働 推 進 課 

危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

「自分たちのまちの安全は自分たちで守る」という防犯意識の向上を図りながら、区
民、事業者、行政等が一体となって、生活の安全確保と犯罪機会の未然防止のためのパ
トロールを実施しています。 

 
内 容（みんなとパトロールとは、下記の３つのパトロールの総称です。） 
（１）地域パトロール 

区内の町会・自治会、商店会、各地区生活安全活動推進協議会等が独自に実施して
います。地域によってはパトロール隊を組織し、パトロールを実施しています。 

（２）青色防犯パトロール（業者委託パトロール） 
犯罪の機会を未然に防止する目的で、民間警備会社に委託し、青色回転灯装備車両

により 24 時間体制でパトロールを実施しています。 
車両及び徒歩により通学路の安全安心を確保する「通学路パトロール」、保育園、

幼稚園、児童館、公園などを巡回する「子どもの施設巡回パトロール」、帰宅する区
民等の安全を守るための「夜間パトロール」があります。また、道路や公園などにお
ける安全確認、違法放置物等の報告・撤去等、看板等不法占用物件の確認･啓発業務
や突発的な事件・事故対応等の業務も行っています。 

  ※ 平成 25 年度から各総合支所で実施 
（３）職員パトロール 

区所有の自転車のかごの部分に防犯プレートを取り付け、職員が職務で利用する際
にパトロールを実施しています。 

 
事業開始時期 

業者委託パトロール  平成 16 年２月 
職員パトロール    平成 18 年８月 

 
事 業 の 状 況 

【令和４年度業者委託パトロールの概要】 
（１）平日・土曜日 

実施時間 車両数 

午前 7 時～午後 11 時 5 台 
午後 11 時～翌朝午前 7 時 2 台 

 
（２）日曜・祝日・年末年始 

実施時間 車両数 

午前 7 時～翌朝午前 7 時 2 台 
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メ ー ル に よ る 防 犯 情 報 の 提 供 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

生活安全に関する情報を「みんなと安全安心メール」として登録した方に配信してい
ます。 

 
内 容 

警察・消防等からの提供により得た、犯罪発生情報等防犯・防火に関する情報を、事
前に登録した方の携帯電話やパソコンにメールで配信しています。 

 
事業開始時期 

 平成 18 年６月 
 
事 業 の 状 況 
（１）みんなと安全安心メール配信件数 
                      （単位：件） 

配信内容 配信数 

不審者情報  49 

特殊詐欺関連  26 

港区からのお知らせ  1 

その他（意識啓発など）  25 

令和４年度合計 101 

 
（２）みんなと安全安心メール登録者数（令和５年３月 31 日現在）  

11,823 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

み ん な と パ ト ロ ー ル 

各 総 合 支 所 
協 働 推 進 課 

危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

「自分たちのまちの安全は自分たちで守る」という防犯意識の向上を図りながら、区
民、事業者、行政等が一体となって、生活の安全確保と犯罪機会の未然防止のためのパ
トロールを実施しています。 

 
内 容（みんなとパトロールとは、下記の３つのパトロールの総称です。） 
（１）地域パトロール 

区内の町会・自治会、商店会、各地区生活安全活動推進協議会等が独自に実施して
います。地域によってはパトロール隊を組織し、パトロールを実施しています。 

（２）青色防犯パトロール（業者委託パトロール） 
犯罪の機会を未然に防止する目的で、民間警備会社に委託し、青色回転灯装備車両

により 24 時間体制でパトロールを実施しています。 
車両及び徒歩により通学路の安全安心を確保する「通学路パトロール」、保育園、

幼稚園、児童館、公園などを巡回する「子どもの施設巡回パトロール」、帰宅する区
民等の安全を守るための「夜間パトロール」があります。また、道路や公園などにお
ける安全確認、違法放置物等の報告・撤去等、看板等不法占用物件の確認･啓発業務
や突発的な事件・事故対応等の業務も行っています。 

  ※ 平成 25 年度から各総合支所で実施 
（３）職員パトロール 

区所有の自転車のかごの部分に防犯プレートを取り付け、職員が職務で利用する際
にパトロールを実施しています。 

 
事業開始時期 

業者委託パトロール  平成 16 年２月 
職員パトロール    平成 18 年８月 

 
事 業 の 状 況 

【令和４年度業者委託パトロールの概要】 
（１）平日・土曜日 

実施時間 車両数 

午前 7 時～午後 11 時 5 台 
午後 11 時～翌朝午前 7 時 2 台 

 
（２）日曜・祝日・年末年始 

実施時間 車両数 

午前 7 時～翌朝午前 7 時 2 台 
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子 ど も の 見 守 り 活 動 の 支 援 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

子どもの安全確保及び地域の防犯力の向上の観点から、ＰＴＡ等が行う通学路での防
犯活動の支援を行っています。 

 
内 容 

ＰＴＡ等が、児童・生徒が登下校する時間帯にあわせて、通学路での声かけや安全確
保の活動を実施する際に必要な物品（ベスト、腕章及び自転車用プレート）を貸与して
います。 

 
事業開始時期 
  平成 18 年７月 
 
事 業 の 状 況 
（１）貸与対象 

港区立小学校のＰＴＡ等 
（２）貸与実績 

年度 30 元 ２ ３ ４ 

ベスト（枚）   0   0   0   0   0 
腕章（個） 430 646 345 226 230 

自転車用プレート（枚） 150 265 104  70 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

な が ら 見 守 り 連 携 事 業 危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

訪問等で区民等と直接ふれあう機会が多い地域に密着した事業者に、日常業務をし
ながら見守りに協力してもらうことで、地域の防犯力を高め、子どもや高齢者等が安
全で安心して暮らすことができる港区とすることを目的とする事業です。 

  
内 容 
（１）区の役割 

 犯罪発生状況、区民等が防犯上の不安を感じる等の場所（見守り場所）及びなが
ら見守り連携事業に関連する区の取組について、随時情報を事業者に提供し、事業
者に必要な支援を行います。 

（２）事業者の役割 
   業務に支障がない範囲で、 
  ① 通学路等の見守り場所を速度を落として通行し、声かけにより子どもや高齢者

等の犯罪被害その他の危険（※）に気を配ります。 
② 子どもや高齢者等の犯罪被害その他の危険を認知した際は、区や警察等に通報

し、一時的に保護する等の必要な対応を行います。 
③ ながら見守り連携事業に関連する区の取組に協力します。 
※ 犯罪被害その他の危険とは 

犯罪被害、犯罪被害につながりうる事案（誘拐・わいせつ目的と思われる声か
け、詐欺と思われる電話、消費に関するトラブル等）、訪問時等に異変がある状況
（虐待を受けている疑いがある等）、徘徊、迷子、急病、交通事故などをいいま
す。 

（３）手法 
 互いの役割などを定める協定によります。 

 
事業開始時期 

平成 28 年９月 
  
事 業 の 状 況 

平成 28 年 ９月 株式会社セブン-イレブン・ジャパンと協定締結 
平成 29 年 ４月 港区しんきん協議会と協定締結 
平成 29 年 ６月 日本郵便株式会社と協定締結 
平成 30 年 ６月 港区新聞販売同業組合と協定締結 
平成 30 年 10 月 佐川急便株式会社関東支店と協定締結 
平成 31 年 １月 東京ヤクルト販売株式会社と協定締結 
令和 元 年 12 月 東京ガス株式会社、東京ガスリックリビング株式会社と協定締結 
令和 ２ 年 11 月 ヤマト運輸株式会社東京港主管支店と協定締結 
令和 ３ 年 ３ 月  大塚製薬株式会社と協定締結 
令和 ３ 年 12 月 明治安田生命保険相互会社、第一生命保険株式会社と協定締結 
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子 ど も の 見 守 り 活 動 の 支 援 危機管理・生活安全担当 

 
概 要 

子どもの安全確保及び地域の防犯力の向上の観点から、ＰＴＡ等が行う通学路での防
犯活動の支援を行っています。 

 
内 容 

ＰＴＡ等が、児童・生徒が登下校する時間帯にあわせて、通学路での声かけや安全確
保の活動を実施する際に必要な物品（ベスト、腕章及び自転車用プレート）を貸与して
います。 

 
事業開始時期 
  平成 18 年７月 
 
事 業 の 状 況 
（１）貸与対象 

港区立小学校のＰＴＡ等 
（２）貸与実績 

年度 30 元 ２ ３ ４ 

ベスト（枚）   0   0   0   0   0 
腕章（個） 430 646 345 226 230 

自転車用プレート（枚） 150 265 104  70 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

な が ら 見 守 り 連 携 事 業 危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

訪問等で区民等と直接ふれあう機会が多い地域に密着した事業者に、日常業務をし
ながら見守りに協力してもらうことで、地域の防犯力を高め、子どもや高齢者等が安
全で安心して暮らすことができる港区とすることを目的とする事業です。 

  
内 容 
（１）区の役割 

 犯罪発生状況、区民等が防犯上の不安を感じる等の場所（見守り場所）及びなが
ら見守り連携事業に関連する区の取組について、随時情報を事業者に提供し、事業
者に必要な支援を行います。 

（２）事業者の役割 
   業務に支障がない範囲で、 
  ① 通学路等の見守り場所を速度を落として通行し、声かけにより子どもや高齢者

等の犯罪被害その他の危険（※）に気を配ります。 
② 子どもや高齢者等の犯罪被害その他の危険を認知した際は、区や警察等に通報

し、一時的に保護する等の必要な対応を行います。 
③ ながら見守り連携事業に関連する区の取組に協力します。 
※ 犯罪被害その他の危険とは 

犯罪被害、犯罪被害につながりうる事案（誘拐・わいせつ目的と思われる声か
け、詐欺と思われる電話、消費に関するトラブル等）、訪問時等に異変がある状況
（虐待を受けている疑いがある等）、徘徊、迷子、急病、交通事故などをいいま
す。 

（３）手法 
 互いの役割などを定める協定によります。 

 
事業開始時期 

平成 28 年９月 
  
事 業 の 状 況 

平成 28 年 ９月 株式会社セブン-イレブン・ジャパンと協定締結 
平成 29 年 ４月 港区しんきん協議会と協定締結 
平成 29 年 ６月 日本郵便株式会社と協定締結 
平成 30 年 ６月 港区新聞販売同業組合と協定締結 
平成 30 年 10 月 佐川急便株式会社関東支店と協定締結 
平成 31 年 １月 東京ヤクルト販売株式会社と協定締結 
令和 元 年 12 月 東京ガス株式会社、東京ガスリックリビング株式会社と協定締結 
令和 ２ 年 11 月 ヤマト運輸株式会社東京港主管支店と協定締結 
令和 ３ 年 ３ 月  大塚製薬株式会社と協定締結 
令和 ３ 年 12 月 明治安田生命保険相互会社、第一生命保険株式会社と協定締結 

102



 

Ｍ Ｉ Ｎ Ａ Ｔ Ｏ フ ラ ッ グ 制 度 危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

ＭＩＮＡＴＯフラッグ制度は、区の安全・安心に関する取組に賛同・協力する夜間
営業事業者と連携し、夜の観光振興と区民や来街者が安全で安心して楽しめる環境の
確保を両立させることを目指す事業です。フラッグを掲げることで、安全・安心のた
めの協力する店舗であることが一目でわかり、フラッグを掲げる店舗を増やすこと
で、まちのイメージアップに繋げます。 

  
内 容 
（１）対象事業者 

午後８時から翌日午前０時まで（又はその一部）の時間に営業する事業者 
（２）区の役割 

申し込みのあった夜間営業事業者へ、ＭＩＮＡＴＯフラッグ（青い小旗）を交付
します。 
区の観光イベントや、民間企業と連携した様々な広報媒体において、フラッグを

掲げている店舗は、区の安全・安心に関する取組に協力する事業者であることを周
知していきます。 

（３）事業者の役割 
ＭＩＮＡＴＯフラッグを店舗の入り口等に掲げ、区の取組に協力する事業者であ

ることをＰＲします。 
【賛同・協力内容】 

  ・客引きを利用した営業はしません。 
  ・暴力団と交際せず、利用もしません。 
  ・看板等を設置する際は、通行の妨害とならないよう配慮します。 
  ・ゴミ出しのルールを守ります。 
  ・各種法令を遵守するとともに近隣の迷惑となる行為はしません。 
  ・パトロール等、地域の安全・安心の取組に参加・協力します。 
  ・夜のまちの健全なにぎわいに向けた区や地域の取組に協力します。  

 
事業開始時期 
  令和元年７月 
  
事 業 の 状 況 
  フラッグ事業者登録数（年度末時点）      （単位：件） 

年度 元 ２ ３ ４ 

登録数 263 615 723 699 

 

 

 

「み な と 新 型 コ ロ ナ 対 策 宣 言 店」ス テ ッ カー 危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

事業活動に深刻な影響が及んでいる区内事業者を支援するため、また、区民や港区
に訪れる人が安心してお店を利用できるよう、各店舗において新型コロナウイルス感
染症拡大防止対策を実施していることが、一目で分かる「みなと新型コロナ対策宣言
店」ステッカーを作成し、区内事業者に配布を行っています。 

  
内 容 
（１）対象事業者 

区内に店舗を設置するすべての事業者 
（２）ステッカー掲示の要件 

次の感染防止対策を、事業者自ら実施していることを宣言すること。 
①  従業員、利用者に手洗いや手指消毒、マスクの着用の徹底を図っている。 
②  座席位置の工夫、床への目印の表示など対人間隔の確保を行っている。 
③  密閉、密集、密接を避けるため、定期的な換気や入場者数の制限等を行って

いる。 
④  複数の人が触れる場所などをこまめに清掃、消毒している。 
⑤  従業員の検温や体調確認を徹底し、体調不良者は業務に就かせない。また、

熱がある人の利用は遠慮いただくよう取り組んでいる。 
⑥  区の感染症対策研修を受講している。 

※区ホームページでオンラインによる感染防止対策講習 
 
事業開始時期 
  令和２年７月 
  
事 業 の 状 況 

ステッカー配布数         （単位：枚） 

年度 ２ ３ ４ 

配布数 4,154 604 593 

※令和５年５月８日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類
に変更されたため配布終了 
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Ｍ Ｉ Ｎ Ａ Ｔ Ｏ フ ラ ッ グ 制 度 危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

ＭＩＮＡＴＯフラッグ制度は、区の安全・安心に関する取組に賛同・協力する夜間
営業事業者と連携し、夜の観光振興と区民や来街者が安全で安心して楽しめる環境の
確保を両立させることを目指す事業です。フラッグを掲げることで、安全・安心のた
めの協力する店舗であることが一目でわかり、フラッグを掲げる店舗を増やすこと
で、まちのイメージアップに繋げます。 

  
内 容 
（１）対象事業者 

午後８時から翌日午前０時まで（又はその一部）の時間に営業する事業者 
（２）区の役割 

申し込みのあった夜間営業事業者へ、ＭＩＮＡＴＯフラッグ（青い小旗）を交付
します。 
区の観光イベントや、民間企業と連携した様々な広報媒体において、フラッグを

掲げている店舗は、区の安全・安心に関する取組に協力する事業者であることを周
知していきます。 

（３）事業者の役割 
ＭＩＮＡＴＯフラッグを店舗の入り口等に掲げ、区の取組に協力する事業者であ

ることをＰＲします。 
【賛同・協力内容】 

  ・客引きを利用した営業はしません。 
  ・暴力団と交際せず、利用もしません。 
  ・看板等を設置する際は、通行の妨害とならないよう配慮します。 
  ・ゴミ出しのルールを守ります。 
  ・各種法令を遵守するとともに近隣の迷惑となる行為はしません。 
  ・パトロール等、地域の安全・安心の取組に参加・協力します。 
  ・夜のまちの健全なにぎわいに向けた区や地域の取組に協力します。  

 
事業開始時期 
  令和元年７月 
  
事 業 の 状 況 
  フラッグ事業者登録数（年度末時点）      （単位：件） 

年度 元 ２ ３ ４ 

登録数 263 615 723 699 

 

 

 

「み な と 新 型 コ ロ ナ 対 策 宣 言 店」ス テ ッ カー 危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

事業活動に深刻な影響が及んでいる区内事業者を支援するため、また、区民や港区
に訪れる人が安心してお店を利用できるよう、各店舗において新型コロナウイルス感
染症拡大防止対策を実施していることが、一目で分かる「みなと新型コロナ対策宣言
店」ステッカーを作成し、区内事業者に配布を行っています。 

  
内 容 
（１）対象事業者 

区内に店舗を設置するすべての事業者 
（２）ステッカー掲示の要件 

次の感染防止対策を、事業者自ら実施していることを宣言すること。 
①  従業員、利用者に手洗いや手指消毒、マスクの着用の徹底を図っている。 
②  座席位置の工夫、床への目印の表示など対人間隔の確保を行っている。 
③  密閉、密集、密接を避けるため、定期的な換気や入場者数の制限等を行って

いる。 
④  複数の人が触れる場所などをこまめに清掃、消毒している。 
⑤  従業員の検温や体調確認を徹底し、体調不良者は業務に就かせない。また、

熱がある人の利用は遠慮いただくよう取り組んでいる。 
⑥  区の感染症対策研修を受講している。 

※区ホームページでオンラインによる感染防止対策講習 
 
事業開始時期 
  令和２年７月 
  
事 業 の 状 況 

ステッカー配布数         （単位：枚） 

年度 ２ ３ ４ 

配布数 4,154 604 593 

※令和５年５月８日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類
に変更されたため配布終了 
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防 犯 カ メ ラ 貸 与 事 業 危機管理・生活安全担当 

  
概 要 

防犯カメラ貸与事業は、落書きや不法投棄等の迷惑行為があり、防犯カメラを必要
としている建物等の所有者などに簡易的な防犯カメラを貸与し、迷惑行為の抑止を図
り、犯罪が起きにくい安全で安心できるまちづくりを推進することを目的とします。 

  
内 容 
（１）貸与対象者 

迷惑行為のあった建物等の所有者又は管理者 
（２）貸与期間 

貸与期間は、原則として３か月とします。ただし、区長が特別の事由があると認
めるときは、１回に限り、貸与期間を更に３か月延長することができます。 

（３）費用負担 
貸与に係る費用（防犯カメラの設置・撤去、設置当初の乾電池、記録媒体）は無

償とします。 
貸与期間に生じる費用（電池交換等）は借受者の負担とします。 

 
事業開始時期 
  令和４年 10 月 
  
事 業 の 状 況 
  防犯カメラ貸与数（年度末時点） 
  令和４年度 43 台 
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港区「 区の木・区の花 」 

 

区の木 ハナミズキ    区の花 アジサイ      区の花 バラ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

  

 

 

港区の防災危機管理 

令和５年度（２０２３年度）版 事業概要 

 

令和５年（２０２３年）８月発行 
 

編集・発行 港区防災危機管理室防災課 

東京都港区芝公園一丁目５番２５号 
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港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。 

この印刷物は、古紙を活用した再生紙を使用しています。 

発行番号 2023091-6211 

港区の紋章は、昭和２４年７月３０日に制定されました。 

旧「芝・麻布・赤坂」の三区を一丸とし、その象徴として 

港区の頭文字である「み」を力強く、図案化したものです。  
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